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平成２７年第３回定例会総務常任委員会記録 

平成２７年９月１０日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） おはようございます。総務委員会を開催しましたところ、

全委員さん出席でございました。定足数に達しておりまして、ただいまから総務

常任委員会を開会いたします。 

   本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議を

いたします。 

   まず、本委員会に付託されました会計課関連の認定第１号、平成２６年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定につきましてを議題といたします。 

それでは、会計課の説明をお願いいたします。 

○会計課長（河崎みゆき君） おはようございます。会計課、河崎です。よろしくお

願いします。 

会計課の決算は６４ページですね。４目の会計管理費です。総額では大体約３

５万円ほどですけれども、この中で１８の備品購入費、こちらのほうが予備費よ

り予算のほうに入れまして購入しました。これは昨年２６年、１年前ですけれど

も、７月から８月にかけて、指定金融機関とデータの送受信を行っているパソコ

ンがあるんですけれども、それにシステム異常が度々発生しまして、このデータ

の送受信に関しましては、１日でもできないと、住民からの納付状態が把握でき

ませんものですから、８月中旬くらいに、もうパソコンのほうが危ないというこ

とで、総務課のほうに相談しまして、９月の補正を待ってはちょっと間に合わな

いということで、予備費からパソコン及びソフトの購入を行いました。うちの予

算では大体以上です。あとは経常的な経費です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま課長から説明が終わりましたけれども、これから

質疑を行いたいと思います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑がないようでございます。ほかに発言はございません

か。はい、どうぞ。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。 

備品の件でいいですか。 
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○会計課長（河崎みゆき君） はい。備品登録。 

○委員長（芹口誓彰君） 備品台帳。 

○会計課長（河崎みゆき君） 備品台帳はすぐに登録しました、うちのほうは。 

○委員（岩下健治君） いやいや。そこを聞こうとは思ってないけど。増減で増が１

で、決算で１ですよね。前あったパソコンは。 

○会計課長（河崎みゆき君） あります。 

○委員長（芹口誓彰君） 備品台帳の１５ページ。 

○会計課長（河崎みゆき君） まだ廃棄はして。 

○委員（岩下健治君） 廃棄しとらんならパソコンは２台あるんじゃないですかとい

う話を。 

○会計課長（河崎みゆき君） そういう意味ですね。あります。 

○委員（岩下健治君） というのはね、意見書の中で備品のデータをもう登録完了し

とるんだというところで。 

○会計課長（河崎みゆき君） そうですよね。５月にですね。 

○委員（岩下健治君） そうであれば、あと管理しとるとこはその時かなんかは私知

りませんけれども、それで、そのまま使えば廃棄とかできるんじゃないかという

意見が書いてましたもので、あえて言いました。 

○会計課長（河崎みゆき君） 一応、その時に非常用に備えて古いのも置いてありま

す。 

○委員（岩下健治君） ２台あって、あると当然じゃないかなと。だからそこらは決

算がどうのこうのということじゃなくて、備品も含んで管理が非常に、廃棄等し

てないということの指摘があってますので、注意をしていただきたいというふう

に思います。 

○委員長（芹口誓彰君） 今、岩下委員から指摘がございましたけれども、よければ、

一応、確認をして、また後で報告をしていただきたいというふうに思います。岩

下委員、それでよございますか。 

○会計課長（河崎みゆき君） 分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 続いて討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２６年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定につきましては認定することに御異議ございません
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か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

以上で、会計課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。会計課

長さんお疲れでございました。 

○会計課長（河崎みゆき君） ありがとうございました。 

○委員長（芹口誓彰君） では、その件につきましてよろしくお願いします。 

○会計課長（河崎みゆき君） はい、分かりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして、本委員会に付託されました監査委員事務局関

連の認定第１号、平成２６年度高森町各会計歳入歳出決算の認定につきましてを

議題といたします。 

それでは、監査委員事務局長の説明をお願いいたします。 

○監査委員事務局長（安方 含君） はい。監査事務局の安方です。 

決算書の９０ページをお開きください。９０、９１、９２、９３ですね。 

２款の総務費、６項の監査費ですが、総予算１１６万５,０００円で、毎年同じ

通常経費です。また、事業費１００万、不用額２０万はございません。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、局長から説明がございました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。岩下委員。 

○委員（岩下健治君） これは全体にも言えることですけども、予算を流用したりの

不用額の残ね。だから、できるだけ、数字は小さいですけども、１,０００円以下

には抑えてほしいなという気持ちはあります。流用するとだもんですね。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○監査委員事務局長（安方 含君） 分かりました。はい。 

○委員（岩下健治君） 今後は注意してほしいと思います。 

○監査委員事務局長（安方 含君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 
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これから、本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２６年度高

森町各会計歳入歳出決算の認定につきましては認定することに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

次に、議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきましてを議

題といたします。 

監査委員事務局長の説明を求めます。 

○監査委員事務局長（安方 含君） はい。監査委員事務局の安方です。 

補正予算書１４ページをお開きください。 

２款総務費、第６項監査費、１目監査費の９節の旅費です。これは５月８日に

議選の監査委員さんが就任されましたので、その費用弁償です。３万９,０００円

計上しております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ありませんか。はい。これで質疑を終わります。 

続きまして討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第４８号、平成２７年度高

森町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、監査委員事務局に関連する付託案件につきましては終了いたしました。

監査委員事務局長お疲れでございました。 

○監査委員事務局長（安方 含君） ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました税務課関連の認定第

１号、平成２６年度高森町各会計歳入歳出決算の認定につきましてを議題といた
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します。 

決算説明の内容につきましては、執行額１００万円以上、不用額２０万円以上

につきまして説明をお願いいたしたいと思います。また、特に説明の必要がある

と認めた事項につきましては併せて説明をお願いいたします。 

それでは、税務課の説明を求めます。 

○税務課長（沼田勝之君） おはようございます。税務課長の沼田です。お世話にな

ります。 

税務課の決算、２６年度決算につきまして、各担当から今から説明をいたしま

す。先ほど委員長のほうから御指摘がありました事業費１００万、不用額２０万

ということの基準がありますけど、この他、委員さんから質問がありました分に

ついては御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○税務係長（眞原友紀君） おはようございます。税務係の眞原です。 

一般会計の決算書の事項別明細書２０ページ、２１ページのほうをお開きくだ

さい。 

よろしいでしょうか。歳入のほうですね、まず１款町税、１項町民税の１目個

人住民税の１節の現年度課税分でございますけれども、調定金額１億７,５８４万

１,３００円に対しまして、収入済額１億７,４６８万５,６１１円、収入未済額１

１５万５,６８９円となっております。町県民税の個人分、現年分に関しましては、

徴収率９９.３％となっております。 

続きまして、２節滞納繰越分の調定でございますけれども、１,１４８万４,９

８８円の調定に対しまして、収入済額３６５万５,１２９円、未済額７８２万９,

８５９円ということで、徴収率３１.８％となっております。 

続きまして、２目法人の１節現年課税分でございますが、調定額３,１８５万２,

６００円に対しまして、収入済額３,１８０万２,６００円、未済が５万円という

ことで、徴収率９９.８％となっております。 

続きまして、２節滞納繰越分でございますけれども、２１万３,７００円の調定

に対しまして、収入済が１３万５,５００円、未済が７万８,２００円ということ

で、徴収率が６３.１％となっております。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） はい、続きまして固定資産税係を担当しております、

補佐の佐伯でございます。よろしくお願いします。 

同じく２０ページから説明をさせていただきます。 

２項の固定資産税、１目の固定資産税でございます。現年度課税分でございま

す。調定額２億６,７７７万７,０００円に対しまして、収入済額が２億４,４０８

万８,７８０円、不納欠損額が１万５,１００円、収入未済額が２,３６７万１,８
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２０円となっております。ここでお願いでございます。備考のほうにですね、こ

の滞納件数等々が書き漏れておりますので、お書き加えをお願いしたいと思いま

す。現年度分につきましては、滞納件数は１５３件でございます。徴収率が９１.

１５となっております。この不納欠損額につきましては、１万５,１００円を上げ

ておりますが、これは現在生活保護を受けられておりまして、以前の分でござい

ます。平成１７年、１８年、１９年、２０年分の４カ年分について、本人からの

徴収が、もう重度の糖尿病等々で現在生活保護を受給であるということで、即時

の該当がありましたので、本年度１万５,１００円を不納欠損をさせていただいて

おります。 

続きまして、滞納繰越分でございます。調定額４,８９６万２,０７８円に対し

まして、収入済額が２,３２３万６,４５１円となっております。不納欠損額が１

５万１,７１０円でございまして、収入未済額が２,５５７万３,９１７円でござい

ます。すみません。また備考欄をお願いしたいと思いますが、滞納繰越につきま

しては繰越件数が１３７件でございます。徴収率が４７.４６％でございます。過

年度分につきましての滞納繰越でございますが、これにつきましても本人がお亡

くなりになりまして、御家族全員が相続放棄ということで裁判所からの通知がご

ざいましたので、即時該当するということにつきまして、１５万１,７１０円を不

納欠損にしております。よろしくお願いします。 

続きまして、２目の国有資産等所在市町村交付金及び納付金でございますが、

調定額１６９万４,６００円に対しまして、収入額同額の１６９万４,６００円と

なっております。 

以上でございます。 

○税務係長（眞原友紀君） はい、税務係の眞原です。 

３項の軽自動車税について御説明をさせていただきます。１節軽自動車税の現

年課税分でございますが、調定額１,９７９万３,９００円に対しまして、収入済

額が１,９６０万６,３００円、未済額が１８万７,６００円となっております。現

年分の徴収率９９.１％となっております。 

続きまして２２ページ、２３ページのほうをお開きください。 

軽自動車税の２節の滞納繰越分でございますが、調定額７２万１,７３０円に対

しまして、収入済額３１万４,２３０円、未済額は４０万７,５００円で徴収率は

４３.５％となっております。 

続きまして、４項のたばこ税でございますけれども、調定額５,１７８万１,５

９４円に対しまして、収入済額同額となっております。 

続きまして、５項入湯税の現年課税分でございますが、調定１,４１３万３,３
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９０円、収入済額も同額となっております。２節の滞納繰越分でございますけれ

ども、調定額３２６万２,４４５円に対しまして、収入済額が１２９万２５０円と

なっておりまして、徴収率は３９.５％となっております。 

○税務課長補佐（野尻光也君） おはようございます。地籍の野尻でございます。 

４２、４３ページをお開きください。 

１５款の県の支出金、２目の総務費県補助金でございます。４節の地籍調査事

業補助金、調定、収入ともに５,３８５万円となっております。 

以上です。 

○税務係長（眞原友紀君） 税務係の眞原です。 

４８ページ、４９ページのほうをお願いいたします。 

３項の県委託金の２目総務費の県委託金の１節ですね、県民税の徴収委託金と

いうことで調定額、収入済額ともに８２８万９,２３９円となっております。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 続きまして、補佐の佐伯でございます。 

５２ページをお開きください。 

第１７款の寄附金、１項の寄附金でございます。１節の寄附金でございますが、

ふるさと応援寄附金がこの中で６４万７,０００円の中で、１１件の５６万円の実

績がございます。 

以上でございます。 

それでは歳出のほうを説明させてもらいます。補佐の佐伯でございます。 

８０ページをお開きください。 

２項の徴税費、１目の税の総務費でございますが、不用額が２０万以下でござ

いますが、１節だけ御説明をさせていただきたいと思います。第１３節の委託料

でございます。予算額２７４万４,０００円に対しまして、支出済額２７３万７８

０円でございますが、御存じのとおり地籍調査のほうで字図の修正等々がござい

ますので、地番図更新業務が１２２万４００円、字図の修正が７７万４,３６０円、

それと毎年土地の鑑定を委託しております、これが１０万８,０００円、それと県

とのデータ交信というのがございまして１５万６,６００円、それとＲＫＫのシス

テムサポートを含めまして２７３万７８０円を支出させていただいております。 

以上でございます。 

○税務係長（眞原友紀君） 税務係、眞原です。 

次のページですね、８２ページ、８３ページのほうをお開きください。 

２目の賦課徴収費でございますけれども、不用額２０万以上というのはござい

ません。１００万円以上のものについて御説明をさせていただきます。１２節の

役務費ですけれども、支出額が２４７万２,２３３円ということで、これは郵便料、



 － 8 － 

それから口座振替の手数料、それから滞納の際の預貯金の照会の手数料等がこの

中に含まれます。 

続きまして、１３節の委託料ですけれども、支出済額１６３万５,７１２円とい

うことで、こちらのほうは申告の際等の電算業務の委託料というふうになってお

ります。それから２３節の償還金利子及び割引料でございますけれども、これに

つきましては歳出の還付金のほうになっております。支出が１３６万３,６７３円

ですね、昨年度は３０件ほど還付のほうがございました。 

以上です。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。 

同じく８２ページをお開きください。 

３目のふるさと納税費でございます。こちらにつきましても１００万円以上と２

０万円以上の不用額はございませんが、報償費、旅費、需用費ともにふるさと納

税に係る分で使用させていただいておるものでございます。 

以上です。 

○税務課長補佐（野尻光也君） 野尻です。 

９２ページ、９３ページをお願いします。 

２０万以上の不用額はありません。１３節の委託料６,８３４万６,０００円、２

６年度は大字草部の一部と矢津田の一部を調査を行っております。このうち、歳

入に対しましては半分が国、４分の１が県の補助で調査を行っております。使用

料及び賃借料は、電算で地籍調査のデータを出します都合上、コンピューターの

リースを行っております。その分が１１０万２,０００円。賃金で出まして１３２

万３,０００円のうち、支出済が１２７万４,４００円、これは臨時職員の賃金と

なっております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） これで税務課の説明が終わりましたので、こらから質疑を

行います。質疑ありませんか。岩下委員。 

○委員（岩下健治君） あんまり、努力しとられるので言いたくないとですけども、

この滞納額、これ、実際言って債権管理条例とかによっての指摘もあっとるけど

も、これも無理と思うけれども、やっぱり差押えとか、今度マイナンバーができ

た時、結局、こういうのは調べられるのか。金融機関は、銀行あたりはこうだと

いう話だけんたい。一番早いのは現金を押さえたが一番早いと思うし、競売だの

いってもなかなか難しいところがあるけん、そこ辺の対応はどう考えられるのか。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です。 

今おっしゃられたように、効果のある徴収の仕方ということで、預金の差押え、
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財産調査と財産引き上げて公売とかそういうところにはちゃんと支出しておると

ころでございます。マイナンバーが入ってきたということですけど、実際、所得

税とかそういうところに反映するのが、２９年４月からというか再来年になって

くると思います。銀行の口座というのが、まだどこから、どの時点でマイナン

バーというか、そういうのが整備されるか分からないところだと思います。先週

ですかね税務署が来て、税務署のほうもマイナンバーのカードですね、その条例

とか説明があったと思いますけど、あれ１０月５日ということで今動きよるけど、

実際はちょっと１カ月ぐらいずれ込むんじゃないかとかいうところなんですよね。

だから、おっしゃるとおり、そういうマイナンバーとかそういう絡んできた時に、

ちょっと複雑になってくるとは思いますけど、税務課としては、効果のある預金

差押え、財産調査をして、そういったところで換価した時、一番にそういうとこ

ろの確保をやって行きたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員（岩下健治君） もう一点いいですか。入湯税の件です。これが以前から入湯

のやつだと思いますけれども、そうですかね。 

○税務課長（沼田勝之君） はい。 

○委員（岩下健治君） それによって徴収可能なのかなと。そこらをちょっとお尋ね

したい。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です。 

これについては高森の温泉館のですね、それの分の今対応がありまして、本人

さんが去年までは大津の温泉館ですね、指定管理者ということでそこに入ってお

られましたが、新聞等にもありましたけど、大津町のほうが改修に今、多額の費

用がいるということで、今なんか休館になってますね。元支配人さんも今どのあ

たりに行ってるとか。徴収は毎月二、三万円ずつ、私が催促していっているとこ

ろです。今の残額が１９０万ぐらい。賦課。ただこれは以前の分ですから増はし

ません。ただ、もうちょっと大きくしてくださいということで、ちょっと催促は

しているところです。ただ元支配人さんが、昨日、おとといからある程度収入が

入る仕事に就けたというような感じでおっしゃっとったので、また、出向いてで

すね、ちょっと面接して月５万円ぐらいですね、ならないかということでは交渉

はしようと思っていたところです。今、毎月二、三万円ずつは入金はあっており

ます。 

○委員（岩下健治君） 入りよるなるならば、いいばってん。 

○税務課長（沼田勝之君） はい、ただ元金がまだ１９０万ぐらいありますので、急

いでも５年か６年かかると思いますので、もうちょっと増額を今度また行ってお

願いしようと思っていたところであります。 
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以上です。 

○委員（岩下健治君） １万でも２万でもとってもらうと。 

○税務課長（沼田勝之君） 毎月月末には必ず。 

○委員（岩下健治君） 分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。ほかにございませんか。 

すみません。私のほうから、滞納について延滞金や加算金。これについてはど

ういうような処理をされているのか教えてください。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） すみません。補佐の佐伯でございます。 

御存じのとおり滞納には延滞料を督促等することをつけておりますので、県の

指導もございまして、今はきっちりと取れということで、銀行からも借り入れた

ら利息がつくように、町税にも利息がつくんですよ、貯めたら大変なんですよと

いうのを知らしめるために現在は取っております。監査の中でも御報告がありま

したが、本税のみちょっと大きいとこからしか取ってませんが、その分について

は差押えをしております。いろいろな備品等々をですね。それが終わらない時に

はこれは引けません。これについても、多くの高額なところは非常に税金も当然

大きくなりますが、これについても、我々は見逃さないという形で今後もやって

いきたいと思っております。 

○委員長（芹口誓彰君） また私のほうからです。 

５４ページの諸収入、これの収入済額が４２万３,５７６円ありますが、この分

のいくらぐらいは町税の延滞金になりますか。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 佐伯でございます。諸収入につきましては全てが延

滞金です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにはありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 大変御苦労かけるとは思いますけどもよろしくお願いをし

ます。ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２６年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定につきましては、認定することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め本件は認定すべきものと決定いたしました。 
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○税務課長（沼田勝之君） ありがとうございました。 

○委員長（芹口誓彰君） 次に、議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予

算につきまして議題といたします。 

税務課の説明を求めます。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） はい、補佐の佐伯でございます。 

歳出の中で１３ページをお開きお願いしたいと思います。よろしゅうございま

すか。 

１３ページの第２款総務費、ふるさと納税費ということで、今回、役務費の中

でふるさと納税用サイト広告掲載料ということで２１万１,０００円を補正をさせ

ていただいております。先ほど、皆さまのお手元にお配りをしました、これがい

わゆる「ふるさとチョイス」といいまして、我々が今お願いをしているインター

ネットの広告の欄でございますが、まずページを開けた時に、このページがいき

なり出ます。ピンクで、こっちからいうと右ですね、囲んでおりますが、この中

に掲載をすれば最初の何日間はサービスで掲載無料でさせていただいたんです。

その時に、寄附件数が上がりまして、これはいいんじゃないかということで、寄

附金の総額の１％を払えば、ランダムで２０日なりぐらい出していただけるとい

うことでしたので、この最新ピックアップの部分に、掲載料を当初算出しており

ます１,９５０万円の１％の消費税ということで２１万１,０００円を上げており

ます。なぜこれをしますかといいますと、先ほど言いましたように、目につけば

非常に寄附金が入ってくるのが、ちょっとやってみましたところなかなかいいよ

うですので、寄附額の１％ということで今回補正に上げさせていただいたもので

ございます。 

続きまして最後の１８ページをお開きお願いしたいと思います。 

１８ページの１２款の諸支出金でございます。ふるさと応援寄附金の中から２１

万１,０００円の広告料、サイト料を引いた部分で支出金のほうを減額させていた

だいております。 

また、議員の皆さんに８月からふるさと納税という広告も始めましたので、そ

のあたりの実績のほうの御報告を併せて差し上げてよろしゅうございますか。

（「はい」と言う声あり）はい、すみません。まず平成２０年からふるさと納税

寄附金制度というのができまして、当時３件の１４万円でございました。平成２

１年度が７件の１９万５,０００円でございます。平成２２年度が５件の６０万５,

０００円、２４年度が４件の２６万、２５年度が６件の５０万円、２６年度が１

１件の５６万ということで、非常に低調でございましたが、２７年度につきまし

ては８月末時点で９１件の２７９万円をいただいております。きのう現在で１１
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５件の３２４万円の御寄附をいただいております。これにつきましては６月補正

の時に提案をしまして、ふるさと納税の返礼にということで牛肉一本で絞って今

やっていってるところですが、なかなか９月になって伸び悩んでいるというので、

今回、御報告兼掲載料の追加補正をさせていただいた部分でございます。いずれ

にしましても、目標だったとこを大きゅうございますので担当課としましてもい

ろいろして目標達成に邁進したいと思っております。よろしくお願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で税務課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続きまして討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第４８号、平成２７年度高

森町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、税務課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。税務課

の皆さん、お疲れさまでした。よろしくお願いしておきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 生活環境課の皆さんおそろいでございますので、これから

本委員会に付託されました生活環境課関連の認定第１号、平成２６年度高森町各

会計歳入歳出決算の認定につきましてを議題といたします。 

内容説明につきましては、執行額１００万円以上、不用額２０万円以上につき

まして説明をお願いいたします。また、必要があれば資料のほうから自主的に説

明をお願いしたいと思います。それでは生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） おはようございます。生活環境課の安藤でございま

す。 

決算につきまして担当のほうから御報告を申し上げますので、よろしくお願い

いたします。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 生活環境課補佐、田上でございます。よろしく

お願いいたします。 
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それでは、歳入のほうから御説明させていただきたいと思います。歳入で主な

ものにつきまして御報告いたします。 

３２ページ、３３ページをお開きください。 

商工費使用料及び手数料の中の１の使用料、６目の商工費使用料で１節の湧水

トンネル使用料につきましては、２,５０９万８,６２０円の収入でございます。

これにつきましては、昨年度より若干、数量的には落ちておりますけれども、昨

年度が夏場の時期が非常に雨が多かったため、入込み客のほうが相当減っており

ます。今年度につきましては、８月までの比較をしてみますと、去年よりも少し

ですけれども、少しといいますか１５％ほど今の段階では伸びてきております。

ただ、今年につきましても雨等が非常に多くて、土日も天候次第では非常に大き

く今後も左右されるかと思います。 

続きまして、同じページの３節温泉館の使用料でございます。これが２,６２７

万７,５２２円ということで、これにつきましても湧水館等と同様、天候次第でご

ざいまして若干の、こちらは２％ほどですけれども収入等は減少しているところ

でございます。 

続きまして、５０、５１ページ、１６款の財産収入でございます。１項財産運

用収入の中の１節土地建物貸付収入です。この中では収入金額６２８万２,９３３

円となっておりますけれども、この内訳的には商工会ほか貸付けしています町有

地の貸付けの分で８３万６,８１１円と、温泉館のほうの売店収入のほうが４９５

万４,１２２円、温泉館のほうの外のうどん屋さんと中のマッサージのほうに貸し

ております分の貸付けのほうで４１万２,０００円となっております。合わせまし

て６９３万９,０００円となります。 

続きまして、５６、５７になりますけれども、２０款の諸収入で４項雑入の２

目雑入のうち２節の雑入で２,７４４万８,２３１円収入があっておりますけれど

も、生活環境課関係では墓地の使用料６万８,０００円、下刈補助１８万９,２３

０円、温泉館のロッカーにつきまして２２０万７,８５０円、湧水館の賽銭のほう

が６９万３,４９９円となっております。このうち２,７４４万８,２３０円のうち

が、今の内訳が生活環境課関係でございます。 

続きまして、歳出のほうに移らせていただきたいと思います。 

６６，６７ページですが、２款の５目財産管理費の中で１５節の工事請負費で

すけれども、工事請負費５,１２９万８,８７７円のうち、尾下小学校ほか２件の

解体工事で８６４万円使用しております。６６ページにつきまして、同じく６目

町有林管理費の中で７の賃金及び１４節の使用料及び賃借料につきましては、６

５万と２０万以上の不用額を出しておりますけれども、これは本来、冬場の時期
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に管理のほうで賃金等、機械使用料で毎年何箇所かづつ入れておりましたけれど

も、昨年につきましては冬場ちょっとできないということになりまして、その分

が不用額という感じで落ちてきたところでございます。今後につきましては、な

るべく早めの時期に賃金等、使用料等使った管理のほうをやらせていただきたい

と思います。 

９６、９７ページの河原総合センターにつきましても不用額等は直接２０万以

上の不用額等はしておりません。 

続きまして、１１０ページになります。 

１１０、１１１で４款の衛生費、１項の保健衛生費、１目の保健衛生総務費に

つきまして、１１２、１１３に書いてあります１９節の負担金補助及び交付金が

１億６,９７０万９,０００円出ております。これのほとんどにつきましては、広

域の負担金でございます。火葬場やし尿処理施設等に対する負担金でございまし

て、１億６,８１８万２,０００円が生活環境課関係の負担金補助及び交付金の分

でございます。 

１１４、１１５ページの４目の環境衛生費につきましては、２０万以上の不用

額等は出しておりません。 

続きまして、１２４、１２５ページの５款農林水産費の１項農業費の中の１０

目物産館等管理費、この中で１５節の工事請負費でございますけれども、これに

つきましては２４８万２,７２０円歳出しておりますけれども、この内訳的には、

バンガローの前の部分が一部舗装にしました。というのが非常に水がたまったり

しておりました関係で、その分を扱っております。それと、すべり台のほうを昨

年撤去させていただきました。といいますと、年数もたっておりましてちょっと

危険ということで、遊具屋さん等に見てもらいましたところ相当な金額がかかる

ということでございました。その中で改修等にかけるよりも撤去のほうがいいと

いうふうに結論づけられましたので、約９０万程度で撤去することになりました。

物産館等に出ております需用費で３６０万ほど使っておりますけれども、これは

電気料等でございます。 

続きまして、１３０ページ、１３１ページ以降になりますが、実質では１３２

ページになります。１３２、１３３。６款の商工費、１目の商工費、４目の湧水

館管理費でございますが、この中で、１３４、１３５の中にいきます。この中で

１１節の需用費で５８万７,９９０円不用額が出ておりますけれども、これにつき

ましては光熱水費ですね、電気料等で２４万８,２１７円不用額ということで出し

ております。これは最初の調整時点では３カ月以上見込まなければなりませんの

で、若干多めだったかとは思うんですけれども、不足にならないように確保して
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おりましたので、その分が不用額として上がってきております。その１５節で工

事請負費で、７４６万７４０円利用させていただいております。これにつきまし

ては、湧水トンネル公園の床の張り替え工事、これが１１.５スパン、大体１スパ

ン４メーターで１１.５スパン床を張り替えております。これが３３５万６,７４

４円ということでございます。また、湧水トンネルのほうの内壁の補強工事、補

修ですね、２５年度に委託の中で中の検査のほうを行いましたところ、危険個所

が、すぐということではございませんでしたので、翌年の２６年度に扱うという

ことで協議しまして、２６年度に危険箇所１３カ所ですけれども、雨漏れ染みて

るということから内壁の部分が落ちかけてる部分等がございましたので、そのあ

たりを改修しております。これが４１０万４,０００円でございます。 

続きまして、同じページの５目温泉館管理費でございますが、１１節の需用費

で、１７１万６,７２１円ほど不用額を出しておりますけれども、消耗品のほうで

２２万ほどあっております。燃料費のほうが１００万２,７７２円、光熱水費のほ

うで４７万５,８７０円ほど不用額を上げております。これにつきましては、先ほ

ど同様３カ月を見込む中で燃料費と電気料等につきましては、ちょっと小さいと

こまでは認めないということでしたので、不用から出てきてるとこでございます。 

続きまして、１３６ページの７目商工費降灰対策費の中で需用費と備品購入費

を使用しております。６８万３,６４０円と１２万９,６００円でございますが、

これは昨年の降灰によりまして、温泉館の配管のほうでヨナのほうがたまりまし

て下のほうに漏れてきました。それの改修等に６８万３,６４０円かかっておりま

す。これは何分、温泉館のほうは樋が中樋になっておりますので、中をはぐって

といいますか、中からするもので非常に外から見えない分で漏っておりましたの

で、ちょっとかさんでおります。備品購入費に１２万９,６００円出ておりますけ

れども、これは、ヨナ等の除去のために温泉館用にポリシャーを買っております。

これがその分でございます。 

続きまして、１６２ページをお開きください。１６２、１６３ですね。 

５目で社会教育施設費の１１節で需用費を７７万５,７０２円不用額を出してお

りますけれども、これにつきましても、電気料や修繕料が全体をみておりました

ので結構な額でございますので、そのうちの２６万９,０００円ほど最終補正の時

点では見込めておりませんでしたので、その分不用額というふうになっておりま

す。１５節の工事請負費で８４５万６,４００円使用しておりますけれども、これ

につきましては、草部生涯学習センターの体育館の防水工事でございます。これ

は旧草部中学校の体育館でございますけれど、この天井のほうが雨漏りがすると

いうことで、前年度に委託で予算を上げまして、２６年度に工事のほうを行った
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わけでございます。これが８４５万６,４００円となっております。 

飛び飛びになりましたけれども、生活環境課の主なものにつきましては以上で

ございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、生活環境課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。岩下委員。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

各指摘もあっとるとですけども、やっぱり流用とか充用された時に不用額とい

うのはどこで使うのかは、ちょっと今さっき電気料とか燃料代とかという話を、

社会教育施設のほうもそういうことでしたけれども、燃料代は別として電気料は

３月に検針して翌月払いかな。１カ月ということで読めないということかな。

じゃなくて、２月分を３月１日大体そこまでで、３から年度というか４月から３

月まで請求があった分で払うのかな。ちょっとそこを教えてもらえませんか。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 生活環境課補佐、田上でございます。 

今の件につきましては、４月から３月分までということで、請求のほうが来る

のが、４月分につきましては４月末かぐらいになりますので、最終の３月分につ

きましては、差引きのほうが５月に入るぐらいになるとですよ、差引き自体が。 

ですので、実質の使用料自体は２月中旬から３月中旬ぐらいまでの分が３月分と

いう請求になりますので、来るのが４月になって後半ぐらいに差引きが早くてな

りますので、予算組む時が１月には原則最終補正になりますので、その時点では

まだ３カ月ですかね、１月、２月、３月分の請求等が分かりませんので、ちょっ

と言っては何ですけれども、一番多い月とか前年度の同等額程度を組んでおりま

すので、それで３カ月をみないといかんものでですね、ちょっとぎりぎり２０万

以下は額が多い時にはちょっと難しいかなと思ってます。 

○委員長（芹口誓彰君） 岩下委員。 

○委員（岩下健治君） あれはあるじゃないですか。３月いってから専決をされるけ

ん、そこら辺で分からんかなまだ。金額が大きいと非常に。 

○委員長（芹口誓彰君） 田上君。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐、田上でございます。 

専決につきましては、３月３１日現在ということで実質上は４月２日か３日ぐ

らいに最初はされておりますが、その時点で、あと１カ月ははっきり言って分か

りません。３月分についてはまだ届いておりませんので。本来はその専決の時に

全部間に合えば、それで入れたほうがいいかと思うんですけれども、ただ、いず

れにしろ４月後半ぐらいの専決があれば、それはちょっと組んでますので、実質
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上、現段階の方式、４月から３月分の検針という感じでいっておりますとちょっ

と間に合わないということでございます。 

○委員（岩下健治君） 分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑がないようでございます。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２６年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定につきましては、認定することに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

続きまして、議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきまし

てを議題といたします。生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤でございます。 

補正予算につきまして、課長補佐のほうから御説明をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐、田上でございます。 

まず、歳入のほうでございますけれども、１０ページをお開きください。 

１６款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、４節土地建物貸付収

入過年度分で１５万４,０００円計上させていただきました。これにつきましては、

説明に書いてありますとおり携帯電話用の光ファイバーケーブルの貸付料という

ことで、ＮＴＴのほうから２６年度分を振り込みがございました。本来、昨年度

に分かっておれば入れておったんですけれども、昨年度、２６年度中にはちょっ

と把握ができませんでした。その分、今年度に過年度分ということで入れさせて

いただいたところでございます。今後につきましては、毎年入ってくるというこ

とでございますので、その分については現年度処理が可能ということでございま

すので、現年度処理にするようにいたします。 

続きまして、歳出のほうに移ります。１４ページをお開きください。 

３款の民生費で１項社会福祉費、３目河原総合センター管理費の１８節備品購

入費でございます。４万８,０００円計上させていただきました。これにつきまし
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ては、総合センターのほうに、現在ストーブのほうが壊れかけておりまして、そ

の分の補助ということで、４万８,０００円のストーブと計上させていただきまし

た。 

続きまして、１６ページをお開きください。６款の商工費、１項の商工費、７

目観光施設管理費で７節の賃金と１４節の使用料及び賃借料で、７万２,０００円、

１２万８,０００円を計上させていただいております。これにつきましては、九十

九曲り等の高森自然公園ですけれども、草切りのほうを行っていただいておりま

す。入札のほうで行っております。その中で、昨年、一昨年等でも話からも上の

ほうが石が多いということでございました。それで今回、入札の中でもその旨、

今後どうかしてもらえないだろうかという要望等もございましたので、その中で、

今、石等が多い部分につきましては重機等ちょっと入れまして、どれくらいでき

るか分かりませんけれども、重機等を入れて、少しですが石があるところ辺りを

補修しながら、今後にしやすいように今回出させていただいているところでござ

います。随分、今、委託の中で１カ月以上、大体実質三十四、五日かかって切っ

ていただいております。ですので、このあたりをすると少しは刈るのもしやすく

なるんじゃないかなということで、今回上げさせていただいたところでございま

す。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で生活環境課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） ４番の興梠です。 

予算とは関係ございませんけども、現在、生活環境課ということで名前が変わ

りまして、そしてまた、別名「すぐやる課」ですか、ということで町の要望を対

応されて今頑張っておられるかと思います。その中で湧水トンネルの前の清掃か

何かをされとったと思うとですよね、それが常時そういう状態になるというのは、

ちょっとお話しを聞いたんですが、今後、ノロかなんか除去されたのかな。そう

いうのが除去してまたそういう状態になるというような話をちょっと聞いたんで

すが、今後そういう除去について恒常的にされていくのかを、ノロがたまらない

ような対応をされるのか、ちょっと一遍、どのような計画を持っておられるかで

すね、ちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長、津留です。 

ただいまの湧水トンネルの池の汚れ、ノロの件につきましては、６月の人事異

動後に観光係のほうからイベントするに当たってとても汚いということで、施設

を管理している我々のほうに話が上がりました。そこで何とかしようというとこ
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ろで、まずは業者を入れまして、３日間業者のほうの清掃作業をしました。しか

し、湧水トンネルの池というのが完全に水が抜けきりません。ですので、そこに

たまったノロはなかなか排除することはできませんでした。その３日間かけて業

者にお願いしたんですが、およそ半分も取れなかったぐらいだったと思います。

しかも、その後ノロの原因が恐らく生物です。微生物です。藻のですね。それが

増殖をします。なので、完全に排除してもまた増えてきてしまいます。根本的に

水質を改善するような対策を取らないと、いくら取ってもまた発生してしまうと

思われます。ただし、係としてそういった汚れているというものは認識してます

ので、できるだけきれいにはしたいというふうなことを考えて、今は我々の中で

どうにか改善したいなというところで、いろいろ試行錯誤やっている状況です。

それで、月に数回そういった作業を行っているという状況です。今の現状はそう

いう現状です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

大変ですが、頑張っていただきたいと思います。それから、予算の中で一つ説

明があった、これは高森公園ですかね、桜がある所の場所は。面積はどのくらい

あるんですかね、あそこの、要するに桜まつりするようなところ一帯ですかね。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤でございます。 

今考えておりますのは、２,０００トンタンクがあるやつの上を主にまずはやろ

うかなというふうに考えております。あそこは特に岩が多いところでして、草刈

りをするにしても刃を何枚でもいるからという話だったもので、とりあえず一応、

６日分ぐらいでどの程度やれるか分からないけども、一応、重機を入れてどこか

石を寄せるなり、小さい石は穴掘っていけるなりせんと、業者も毎年、入札、大

変嫌がる場所ですので、少しずつ悪いところから取り除こうと思っております。 

それと、業者さんの希望として、今、国道あたりは３年間ずつ業者さんが切る

のが続けてやるように土木事務所がやっているそうですので、うちもそれを

ちょっといろいろ勉強しながら、１カ所３年ずつぐらいやって、やれればもう

ちょっと自分たちでも自助努力をしますという話もあっておりますので、そうい

うふうなこともございまして、今回は重機を入れて邪魔になるというか、小さい

石なんかは穴掘っていける、大きいやつのそばにこがんとは寄せるとかですね、

その場その場の対応はしていきますけども、そういうことをまずはやりたいとい

うふうに思っております。よろしくお願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。本田委員。 
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○委員（本田生一君） ８番、本田です。 

今の興梠委員ほうから、今、湧水トンネルの今の掃除をしていただいたんじゃ

ないか。ちょうど、高ＳＰＯとの関係でイベントやるじゃないですか。ですから、

その時もそんなふうに出ておりました。できますなら、あそこの環境もいくらか

生活環境課で一番目迷惑かけますから、何でも皆さんに言えばやってもらえる感

じで住民の方が勘違いをされておりますけれども、あそこの周辺整備、駐車場な

んかあるじゃないですか、向こうの、あそこら辺の草刈等、今何遍ぐらいやって

ますか。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐、田上でございます。 

今、湧水トンネルのほうの公園整備につきましてですけれども、年間５回、倒

木・低木等については２回切ってもらって、一遍ずつ切ってもらってという感じ

でございます。あとは消毒等も２回やってもらってまして、単純に芝等の草切り

につきましては年間５回ということで、今回は６月が入ってますけれども、６，

７，８月ともう１回がクリスマスファンタジーに入ります前の１０月ぐらいに入

れて、最後に３月２０日前後に入れる計画でございます。３月に入れるのは、ど

うしても伸び始める時期でございますので、その時に入れておけばゴールデンウ

イークの時が、少しはちょっと、いつも入札の契約の中でどうしても遅れになり

ますので、ゴールデンウイークの時に職員等で少しは切りますが、きれいにはな

りませんので、なるべくならその時点に入れておけば、ある程度少なくなるので

はないかなと思ってその計画でやっております。 

以上でございます。 

○委員（本田生一君） ８番、本田です。 

一応、湧水トンネルはやっぱり高森町の観光としてはもう、ほかの観光地はご

ざいますけども、特に高森の観光地と言えば、今、湧水トンネルみたいな感じに

なっておりますので、そこら辺の周辺整備ですね、御迷惑かけますがよろしくお

願いしておきます。終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに発言ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。議案第４８号、平成２７年度高森

町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ありま
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せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、生活環境課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。 

お疲れでございました。 

では、ただいまから１０分間休憩いたします。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時２５分 

再開 午前１１時３５分 

－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 休憩前に引き続きまして、本委員会を開会いたします。 

本委員会に付託されましたＴＰＣ事務局関連の認定第１号、平成２６年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定につきましてを議題といたします。 

説明をお願いします。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） おはようございます。ＴＰＣ事務局長、東でござ

います。 

それでは早速ですね、係長のほうから平成２６年度の歳入歳出の決算の御説明

申し上げます。 

○ＴＰＣ事務局情報管理係長（芹口孝直君） ＴＰＣ事務局の芹口です。 

それでは、平成２６年度一般会計の決算を、座って御説明させていただきます。

よろしくお願いします。 

それでは、決算書の３６ページをお開きください。 

こちらまず歳入のほうから説明させていただきます。第１４款、２項、２目、

第１節マイナンバーシステム整備補助金。こちら予算現額６８５万９,０００円、

収入済額が６８６万円となっております。歳入については以上です。 

続きまして、歳出、６２ページをお開きください。 

まず、文書広報費、第２款、１項、２目、第１１節需用費。こちら予算現額が

１９２万３,０００円に対しまして、支出済額が１８１万９,９６１円となってお

ります。 

続きまして、電算費、７２ページをお開きください。 

第２款、１項、１３目電算費の役務費１３８万６,０００円に対しまして、支出

済額が１２４万８,００５円となっております。 

続きまして、１３節の委託料です。こちら１,０２４万１,０００円の予算現額
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に対しまして１,０１２万８,９５４円となっております。 

続きまして、１４節の使用料及び賃借料です。こちら予算現額が２,５２１万２,

０００円に対しまして、支出済額が２,４９４万８,０００円、こちら不用額が２

６万４,０００円出ております。こちらの不用額の理由としましては、こちら電算

関連の各種機器のリースの端数分ですね、こちらを合算して２０万を超えたもの

となっております。 

続きまして、７６ページの情報管理費。第２款、１項、２０目の情報管理費の

７節賃金です。予算現額が１３４万５,０００円に対しまして、１３０万１,４０

０円となっております。 

続きまして、１２節の役務費１５４万４,０００円に対しまして、１４４万６,

８７５円の支出済額となっております。 

続きまして、１３節委託料、予算現額が７０４万７,０００円に対しまして、６

３９万５,２２０円、不用額が６５万１,７８０円出ております。これにつきまし

ては、番組の制作委託を行わなかったため、それと編集作業委託料ですね、こち

らの日数が減ったために不用となったものとなっております。 

次の７８ページをお開きください。 

こちらの１８節備品購入費３６２万４,０００円に対しまして、支出済額が３５

８万６,０３２円となっております。 

主なものは以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 決算は以上ですか。 

○ＴＰＣ事務局情報管理係長（芹口孝直君） 以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） これでＴＰＣ事務局の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、立山委員。 

○委員（立山広滋君） はい、立山です。 

今、係長のほうから説明がございましたけれども、中の内訳をちょっと、金額

だけは聞きましたけれども、中の内訳を説明していただきたいと思います。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東でございます。 

先ほどの７７ページですね。役務費、委託ですね。役務費に関しましては電算

システムのシステム料金が主なものです。委託に関しては先ほど申しましたよう

に、編集作業の委託料になります。 

マイナンバーシステムの整備の補助金に関しましては、３７ページですね。こ

れはシステムの改修の補助金になります。 
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以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 立山委員、よございますか。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。６３ページの一番下。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 広報たかもりの印刷代でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○委員（立山広滋君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに、ございませんか。岩下委員。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

委託料とかを契約するわけでしょ。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） はい、そうです。 

○委員（岩下健治君） その時点で変更とかで取れんかな。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） ２月に辞められた方が１人いらっしゃいます。も

う辞める時に。委託処理する方がですね。 

○委員（岩下健治君） そういう委託も。番組の委託料とかなんとか言ったけん。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 一つは編集作業員が途中で辞めるということで。 

○委員（岩下健治君） そういう意味か。作業員がやめられたと。いわば賃金みたい

な感じかな。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） そうですね。それと若干、番組をよそから買う時

に一応予算を組んでおったんですけど、最終的には買わなかったということで、

その分と合わせたところでございます。 

○委員（岩下健治君） で、できないということかな。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） と、残がですね。はい。 

○委員（岩下健治君） 分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本件につきまして採決いたします。認定第１号、平成２６年度高森町

各会計歳入歳出決算の認定につきましては、認定することに御異議ございません

か。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

続きまして、議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきまし

てを議題といたします。 

ＴＰＣ事務局の説明を求めます。 

○ＴＰＣ事務局情報管理係長（芹口孝直君） ＴＰＣ事務局の芹口です。 

それでは、一般会計補正予算（第４号）の今回は歳出のみとなっております。 

１２ページをお開きください。 

総務費の総務管理費の２番の文書広報費ですね、こちらの第１８節の備品購入

費。こちら、広報用カメラのストロボとなっております。こちらを７万１,０００

円計上させていただいております。カメラに付帯しているストロボですね、現在

のものは光量（光の量）が足りないため、なかなか暗いところ等では使いづらい

ため、防水機能を備えたストロボを購入する費用を計上したものです。 

続きまして、電算費、委託料、マイナンバー制度対応ネットワーク整備委託料

９２３万９,０００円を計上しております。こちらは、前回、中間サーバーを整備

設置しておりますが、来年度のマイナンバー制度の開始に伴い、自治体等ほかの

組織の間で符号を用いて連携をすることとなっております。データを集中的に管

理する、この個人情報を格納するサーバーを利用することが必要となってきます。

中間サーバーに接続する際には全国の団体がネットワーク上で接続されることに

なるため、自治体それぞれでセキュリティ対策が必要になってきています。その

ため、ネットワークと中間サーバーとの間の通信を、他者、ほかのところからア

クセスできないようにシステム整備をする費用を計上したものです。これは年金

の個人情報の流出問題等が起こったために、高度なセキュリティ対策を自治体ご

とにするという国の指針もあったため、今回この対応になっております。制度面

では組織的・人的安全管理を考慮する必要があって、システム面では物理的・技

術的安全管理装置を考慮する必要があるため、今回システム面でマイナンバーを

活用するネットワークと通常のネットワークを別系統にするために、今回の整備

をすることとなっております。 

続きまして、その下の１４節の使用料及び賃借料、こちら２３万４,０００円、

総合行政システムの子ども・子育て支援分の使用料を計上しております。こちら

は幼稚園・保育園等の入所・退所管理、保育料負担額の決定等を管理するシステ

ムが追加されたため、その整備費用を計上したものとなっております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 
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○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） すみません。事務局長、東でございます。 

今、マイナンバーのネットワーク整備の件について係長が説明しましたが、補

足説明を若干させていただきます。今まだ、情報流出関係をセキュリティで今回

上げておりますが、まだ中間でですね、今後まだ出てくる予定です。それは国の

ほうが全額補助するという形になっております。年金問題等ありましたので、そ

の結果として、今後マイナンバーのネットワークと通常のネットワークを別にし

て、完全に切り分けるという作業が今から出てくる予定です。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりました。ただいまから質疑を行います。どう

ぞ。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

今、私もお尋ねしようと思いよったんですけども、この電算費の委託料ですね、

マイナンバー制度対応ネットワーク、これにつきましては、今、交付金とか補助

金というのは全然ないということ。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 今回のはなかったんです。すみません、東です。

今回の制度に関しては国の単独ですね、それを受けまして自治体からいろいろ意

見が出まして、その次の段階で国が補助を出すという話になっているようです。

年金の個人の情報の流出がなければここまで整備する必要はないと思うとですよ

ね。それを受けてからの多分、整備という形になってます。 

○委員長（芹口誓彰君） 岩下委員、いかがですか。 

○委員（岩下健治君） はい、もうちょっとそれは国のほうに要望して、実際、地方

公共団体単独でせにゃいかんもんか、国の制度でこういうふうになったんだった

らということで、やっぱり各自治体ともうちょっと手を組んで要望していっても

らいたいと思いますね。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） どうぞ、牛嶋委員。 

○委員（牛嶋津世志君） １番、牛嶋です。国の補助というのは各全国の市町村まで

確約ができてるんですか。出しますということの。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東でございます。 

確か３週間以上前の新聞には載っておったと思うんですけれども、国が補正す

るという形で、それが新聞に掲載されておりました。それがこの後の段階ですね。

あくまでも中間ですので、最終的にはセキュリティ切り分ける段階を補助すると

いうような形で載っておりました。 

○委員長（芹口誓彰君） よございますか。 
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○委員（牛嶋津世志君） はい、大丈夫です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（興梠壽一君） はい、ちょっとすみません。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。今のシステムの内容をちょっと確認したいんです

が、今、町が持っているサーバーというかデータ、いろんな情報ですね、その情

報と別なサーバーを持つということですね。それは一緒にならないようなセキュ

リティをするということですかね。それはちょっと意味があれですけど。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東です。 

今言われたのは、この次の段階でやるということです。 

○委員（興梠壽一君） 次。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） はい。今、中間サーバーというのを前回の補正で

成立しました。それに、その中間サーバーという情報が入るサーバーがあるんで

すけど、そこにアクセスできないようなシステムを今回やる。それでも完全では

ないから、今度は総務行政システムという、今、住基ネットワークとか入ってま

す。そのサーバーを切り離すのを国が補助してやるというようなことです。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） すみません、ちょっと分からんもので。要するにマイナン

バー専用のサーバーを持つということですかね。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） そうです。 

○委員（興梠壽一君） それにつきましては国が補助をすると。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） そうです。 

○委員（興梠壽一君） 現在はそれを構築するための段階ということ。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 途中ですね。 

○委員（興梠壽一君） その前の。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） はい。その中間サーバーというのに、そのマイナ

ンバー関連の情報を入れる。そのセキュリティ、そこによそからアクセスできな

いようなシステムを今回、この期の予算で整理すると。それを完全にだから、ほ

かのと切り離すというのは国のお金です。これは国も流動的でよくそこまで詰め

とらんと思うとですよ。だから何段階でもこういう形で出てくると思うんですよ

ね。最終的には年金の情報の流出がなかったらここまで多分しなかっただろうと

いう話です。ということです。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 先ほどから話出てますが、一般財源に９２０万てかなり大き



 － 2 7 － 

いかと思うんですがね。今、岩下委員が言われたように、できれば国のほうに要

望していただいて、少しでもですね、情報管理するのには変わりないと思うとで

すよね、その作業の一環だろうけんですね。十分お願いしたいと思います。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東です。 

隣接町村には確認したんです。どこまで制御するかと。そしたら、これは完全

じゃないんですね、中間サーバーでの制御が。よそはこれよりもまだ、町でする

とこもあるしですね、それをちょっとみんなに言ったがいいんじゃないかという

話は県にもしたんです。県も国に投げてるような感じでですね、県もあんまりそ

の辺がよく分かっとらん部分があるとですよ。実際の声を受けて、じゃあ、最終

的には国が補償しましょうという形に今回なってると思うんですね。 

○委員（興梠壽一君） はい、興梠です。 

そのデータですね、アクセスできる職員というのは限られてくるんですか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） そうですね。東です。うちは電算室に大本があり

ます。そこで管理する方針をとってます。そこはいつも鍵がかかるようにしてま

す。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

要するに暗証番号のような何かが必要なんですか、入るのにパスワード。分か

りました、終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） 牛嶋委員、そうぞ。 

○委員（牛嶋津世志君） １番、牛嶋です。 

もうあんまりあれですけど、今からのことですけど、さっき言われたように各

自治体で共同でどこかに１カ所にサーバーを集めて、阿蘇郡なら阿蘇郡とか、熊

本とか、そういう話は今から出そうですか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東です。 

多分それはないと思います。そこに集中させるとそこでまた情報を分散するた

めに各自治体に割り振られたところがありますので、それは多分一局でやっても

らっても。これは各事業所からのデータが来ますので、役場だけが情報管理する

とではなくて、企業のも詰めをちゃんとしとかんと難しいとこが出てきます。 

○委員（牛嶋津世志君） 分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに発言はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） いずれにしましても、これは住民の情報を守ってるのはで

すね、これは大前提でございますので、セキュリティにつきましては万全を期し

ていただきたいと思いますし、また、今まで意見が出ておりますように、やはり
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国の制度としてマイナンバーを導入したならば、やはり国の責任としてこういっ

たセキュリティ関係につきましては、予算する措置も国にお願いしますというよ

うなことにつきましても、一つ働きかけていただきたいというふうに思います。 

それでは、ないようでございますので、これから討論を行います。討論はござ

いませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第４８号、平成２７年度高

森町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案どおり可決すべきものと決定

しました。 

以上でＴＰＣ事務局に関連する付託案件につきましては終了いたしました。 

どうも御苦労さんでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、これで休憩したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、１時まで休憩したいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、休憩前に引き続きまして、総務常任委員会を再

開いたします。 

総務常任委員会に付託されました総務課関連の認定第１号、平成２６年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定につきましてを議題といたします。 

説明をされる前にお願いをいたします。決算の内容説明につきましては、執行

額１００万円以上、不用額としては２０万円以上の分につきまして理由をお願い

をいたしたいと思います。また必要があれば、また説明を付け加えていただきた

いと思います。なお、流用、充用等につきましては、その理由等につきましても

説明を併せてお願いしたいというふうに思います。 

それでは総務課の説明を求めます。 
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ちょっとその前に、総務課で全体的な決算の概要等について説明が必要であれ

ば説明をさせたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員（岩下健治君） してもらわれるといいですね。 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、総体的な決算の概要分につきましても、説明を

お願いしたいと思います。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務課長補佐、岩下でございます。おつかれさまで

す。 

総体的な決算の概要ということですので、こちらの歳入歳出決算書の概要書及

び付属資料というところで、概略を説明させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。決算書後ろのほうです。 

○委員（本田生一君） ３分の１ぐらいのところです、後ろから。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） その前です。その辺、その前のほうです。あと１０

ページぐらい前です。 

○委員長（芹口誓彰君） 立山委員、よかですか。 

○委員（立山広滋君） はい、よかですよ。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、ではどうぞお願いします。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） そちらの４ページを御覧いただきたいと思います。 

一番上には、１決算規模ということで書いてございますが、こちらから説明さ

せていただきたいと思います。財政係、総務課のほうでお出ししておりますこの

資料につきましては、普通会計ということでございまして、一般会計と鉄道特別

会計、それから農業用水供給事業特別会計の三つの会計がございますものですか

ら、監査委員さんの報告でございます、一般会計の監査意見書と若干ずれがござ

います。ですので、そのあたりを御了承いただいて御覧いただければと思います。

歳入につきましては５４億７,４１１万６,０００円ということです。歳出５３億

２,８３７万６,０００円、これが６月の決算統計で県あるいは国に報告している

数値でございます。 

右側の５ページ面、歳入につきましては、それこそ何度も申しますけど、普通

会計規模ということでございます。前年度よりも３億１,６００万円増加、５４億

７,４００万円という数字でございます。 

はい、１枚おめくりいただきまして、税収は特にございません。７ページの歳

出のところですね。歳出、前年度よりも３億１,７８０万８,０００円増加という

ことで、５３億２,８００万円とうことです。この中で、その下のところで、民生

費あたりで色見保育園の新築事業ですとか、これで１億円以上の増加と、あるい

は町道整備事業あたり等がございまして、特に平成２６年度につきましては、が
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んばる地域交付金というのがございまして、その関係もございまして、普通建設

事業あたりですね、このあたりがかなり増加しております。例年ですと、通常で

すと４５億程度、ここ数年では予算規模が行っておりましたけれども、平成２６

年度が５３億円、歳出ベースでですね、平成２５年度は５０億円ということで、

情報通信基盤整備事業もございますけれども、そういったハード事業関係で例年

よりもかなり、２５、２６年度は大きくなっております。 

それから、１１ページまで飛んでいただいてよろしいでしょうか。 

将来にわたる財政負担ということでございます。地方債の現在高ということで、

真ん中の表とグラフを御覧いただければと思いますが、地方債の残高総額につき

ましては、４８億８,６００万になりました。昨年度よりも約４億円ほど増えてお

ります。これにつきましては、情報通信基盤整備事業の関係で約４億３,０００万

の過疎債借り入れを行っております。その関係で前年度よりも増えております。

ただ、町長がきのうの提案説明の際もございましたけれども、この１４番目の臨

時財政対策債ですね、１９億３,４００万、これが増えているということは、この

臨時財政対策債につきましては、１００％地方交付税措置がございます。ですの

で、地方債の残高にはありますけれども、実際は全額これは国から財源措置され

るものですので、その４８億のうちの約２０億弱、これが臨時財政対策債という

ことですので、実質の過疎債ですとか、ほかの通常の一般債でいきますと３０億

程度ということですので、これを平成１４年から臨時財政対策債というのが出て

おりますけど、その当時、起債残高が６５億円ほどございました。６５億円ほど

ございまして、なおかつ、臨時財政対策債はない時代でございましたので、そう

いう時代に比べますと、一目瞭然かと思いますけど、かなり地方債に関しては、

改善といいますか、いい方向に向かっているのではないかというふうに考えてお

ります。 

１枚めくっていただいて、１２ページのところでございます。 

下の表、基金の状況ということで、こちらもきのう、監査委員さんからも報告

でもございました。一番上の１番ですね。財政調整基金が国債の運用に去年切り

替えた関係で、現金が８億６,１４０万４,０００円と、有価証券が４億３,２８１

万５,０００円、これは額面４億５,０００万円の有価証券でございます。４億５,

０００万円額面を４億３,２８１万５,０００円ということで、トータル財政調整

基金は１２億９,４００万ということです。２６年度中に４,０００万円ほど減額

いたしております。一般財源として４,０００万円ほど使わせていただいていると

いうことですね。財政調整基金につきましては、年度間の財源不足を補うといい

ますか、そういう財源調整をするためということでもございますので、昨年度に
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つきましては、４,０００万円ほど減額ということでございます。この財政調整基

金の残高がいくらぐらいが適当かということも、いろいろいわれてますけれども、

例えば、平成２４年度の九州北部豪雨災害の時に災害復旧費あたりで予算組みを

する時に、４億数千万円を繰り入れるという予算を立てました。あの規模の災害

の時に４億数千万円の基金が必要だったということを考えますと、例えば、この

１３億円が適当かどうかというのも、一概に十分とも言い難い部分もあると思い

ますので、余裕がある時には積み増しをしていければいいのかなというふうに財

政としては考えています。 

続きまして、あと１４ページ以降は平成２６年度の主な政策一覧ということで、

事業関係ですね、１４ページ以降それぞれ各課ごとに取り組みました主な事業に

つきまして記載させていただいております。 

ちょっと戻っていただきまして、９ページのところを戻っていただきまして、

言います。最後になりますけれども、９ページの一番下のところでございます。

経常収支比率が８４.５％ということで、ちょっと財政の硬直化が見られるのでは

ないかという監査委員さんの御指摘もございました。確かに、２５年度に比べま

すと若干増えております。ただ言えますのは、高森町でも９０％を超えた時代も

ございますし、ここ数年では８０％台前半ということで、２５年度の８２.６もそ

うなんですけど、大体この数値でここ数年はいっているという現状でございます。

次の実質公債費比率ですけれども、これは年々数値が少なくなっているというこ

とは、財政の硬直化を少しは緩めてるといいますか、少しは財政的にも安定して

きてるということで言えるのかなと思っております。ただ８.７％という数値は熊

本県内でもどちらかというと下のほうです。いいほうではございませんので、こ

の数値は低ければ低いに越したことはございませんので、今後も地方債の残高等

を見ながら、この数値が改善していければいいのかなというふうに考えておりま

す。一番下の財政力指数につきましては、毎年０.２１程度でいっております。０.

２１から０.２２ということでいっております。これはもうずっと、ここ数年変わ

らない状況であるということを御報告させていただきたいと思います。一応、総

体的にはここ数年、財政的には安定している状況であるのかなというふうに感じ

ておりますけれども、ただ、どうしても経常経費、例えば施設の維持管理、ある

いは扶助費あたりですね、そのあたりが確実に毎年上がってきておりますので、

これは３月の当初予算の時なんですけれども、当初予算の御説明させていただい

た時にも、過去５年間も完全に右肩上がりでなっている状況です。ですので、そ

のあたりを見てみますと、ちょっと扶助費、物件費、施設の維持関係で今後

ちょっと厳しくなってくるんじゃないかなというふうに私は見ているところでご
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ざいます。 

一応、全体的な財政的な状況ということで概略を御説明申し上げましたが、こ

れぐらいで、何かこの時点で御質問等あればお答えさせていただきたいというこ

とでよろしいでしょうか。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、財政係長のほうから全般的な財政状況につきま

して説明がございました。この件につきまして、質疑があればお受けしたいと思

いますが。ありませんか。ないようでしたら、決算書の内容につきまして、ただ

いまから説明を行っていただきたいと思います。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務課長補佐の岩下でございます。 

引き続き、決算書のほうをお開きいただきまして、１７ページをまずお開きい

ただければと思います。決算書の１７ページをすみません。 

決算書の１７ページで、今までの大まかな財政状況の流れということもござい

ますが、ここで実質収支に関する調書というところを、今、御覧いただいている

と思います。この５番目の実質収支額ということで、９,３５３万円、これはプラ

スということで、これが平成２６年度の実質収支額で、９,３５３万円を平成２７

年度に繰越しをいたしております。ですから、繰越金、余った額、つまり不用額

といいますか、歳入から歳出を引いた分、歳入歳出の差ということでございます

けど、９,３５３万円を平成２７年度に繰越しをいたしました。繰越金につきまし

ては、当初予算で６,０００万円組んでおりましたが、３,３００万円ほど増額を

いたしております。きのう、監査委員さんからの意見書の中にも若干触れられた

かと思います。もう少し精査をすれば不用額が少なくて済むのではないかという

御指摘もございました。実際、私もこの数字を見まして、そのあたりの精査が足

りてないのかなという感じもいたしております。それを踏まえまして、説明をさ

せていただきたいと思います。 

６３ページをお開きいただきたいと思います。 

６３ページ、総務費の総務管理費、１の一般管理費でございます。右側のペー

ジに細かく載っておりますので、この第２節の給料が４４万７,０００円残と、次

の職員手当等、これも５６万８,０００円、次の共済費１３１万９,２６５円とい

うことで、このあたりの主に職員関係の人件費等でございますけれども、やはり

３月の補正の際に、もう少し精査すれば落とせていたのではないかと、もう少し

といいますか、かなりの額落とせていたのではないかということで出ております。

ですので、やはり３月の補正予算ということで、最終の定例会で補正ですので、

そのあたりを精査が足りていなかったということで反省をいたしております。今
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後、気をつけたいと思います。このあたりも、共済費も特に１３１万ということ

ですので、もう少し、かなり減らせていけたのではないかと思っております。９

節の旅費、それから１０節の公債費、１３節の委託料、更に１９節の負担金補助

及び交付金につきましても、それぞれ６７万９,０００円ですとか４０万２,００

０円、委託料は３５万４,０００円、負担金補助及び交付金につきましても３８万

７,０００円ということですので、このあたりにつきましても、もう３月の時点で

はある程度見込みが立てられるはずでございました。ところが、そのあたりの精

査が足りず、これだけ残っているということでございます。 

この一般管理費につきましては、以上でございます。 

続きまして、６９ページをお開き願います。 

６９ページの一番上は訴訟費でございます。訴訟費につきまして２１万６,００

０円、こちらにつきましては、突発的な訴訟、突発的なそういう経費、これが必

要かもしれないというところを見込んで、２１万６,０００円見越しているところ

でございます。次の高森総合センター管理費の需用費、１１番、１１節、３７万

円需用費として残っておりますが、これにつきましては、内訳で細節がございま

して、光熱水費で１５万、修繕料で１７万５,０００円と見込みですので、寒い時

期、まだ２月、３月とございますので、そのあたりの予算ということで残ってい

るということでございます。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 総務課長補佐の後藤でございます。 

７５ページをお開きいただけますか。 

ちょうど真ん中にございます、朋遊館の管理費でございます。これにつきまし

ては、賃金と需用費の部分で２８万８,９９３円と８３万９,３０２円というふう

に上がっております。これにつきましては、既に御承知かと思いますが、昨年、

レジオネラ菌が発生いたしまして、それに伴いまして、途中から実際的には１２

月から本年の６月までを休館せざるをえないような状況になりました。この間の

ですね、原因究明も含めましていろんな手当てをしてもらったんですが、ただ、

いつ片づいて、終息していつ再開するか分からなかったというところで、そのま

んまの状態で、最終的には不用額になってしまいましたけども、このまんまの状

態でこのまんま予算を残していたということでございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務課長補佐、岩下でございます。 

８５ページをお開き願いたいと思います。 

８５ページ、上から３行目、４節の共済費です。こちらにつきましては、戸籍

住民基本台帳費ということで、こちらの職員給料関係でございます。人件費、共

済費につきまして２４万１,０００円、こちらも精査がもう少しできれば落せてい
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たのではないかというふうに見込んでいます。 

続いて９５ページをお開きいただきます。 

９５ページのこちらが社会福祉費関係です。こちらも住民福祉課関係の人件費

関係で共済費ですね、４節の共済費が９１万７,５４３円ということで、こちらも

やはり人件費関係精査、もう少し精査をすればというところで考えています。今

後、注意したいと思います。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 総務課長補佐、後藤でございます。 

続きましては、すみません、１４７ページをお開きいただきます。 

まず、消防費でございますけども、１目の常備消防費、広域消防事務組合への

負担金の分です。この分につきまして、不用額が２８万６,０００円となっており

ます。これは１１月の予算の補正時点では、全ての計上しておりました予算でい

くところでございましたが、最終になりまして、３月に広域の負担金のほうの減

額が行われたことによりまして、この額が残りました。一番下の消防施設費の工

事請負費でございます。これが１,３９５万３６０円となっております。これは昨

年、三つの防火水槽を整備いたしました。これにつきましては、それ以前にある

条例のほうを制定をさせていただきまして、従来の公共的施設整備事業では、３

分の２の負担で上限が１５０万でございましたので、防火水槽をつくるには、現

在単純に考えて四、五百万かかりますので、そのためにこちらのほうの条例を整

備しまして、国のほうの補助金を６４７万円、この中で充てまして整備をさせて

いただきました。整備させていただいたのは、村山地区と昭和地区とそれと色見

の総合センターで、以上３地区の分でございます。 

続きまして、１４８と１４９ページをお開きいただけますか。 

４目の防災管理費ですが、３０万７,４３０円余っておりますけども、これにつ

きましては、各細節の積み上げでございます。それぞれにつきましては２０万以

下でございます。それと、その次の委託料でございますけども、これにつきまし

ては、現在上に乗っております庁舎太陽光システムですね、太陽光の電源のシス

テムですが、それの設計委託料としまして２５７万４００円がこの中でございま

して、その中に繰越明許費ということになっております１５０万というのは、そ

の分の管理委託費を２７年度に繰り越しております。それと防災管理費の使用料

及び賃借料の４８５万５,０００円ですが、この分につきましては防災無線の使用

料が１０年目、当初は昭和６１年に設置しておりますが、平成１６年に更新をか

けまして、新しい機器を入れております。その分の１０年支払いの最終年でござ

いまして、この年の７月まで支払をしておりますので、金額的に通常ですと１,２

００万を超える額でございましたが、この額になっております。その下の１５の
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工事請負費でございます。この額は３,１４１万６,０００円となっております。

この分につきましては、全額が繰越明許費で２７年度になっております。これに

つきましては、上に乗っております庁舎の太陽光パネルの工事費分でございます。

それと、次に防災管理費の繰越明許の分の工事請負費がございます。これが２,４

２９万２,０００円になっておりますが、この分につきましては、２５年度からの

繰越しで、その下の目の前にございます、風力と太陽光の避難の誘導の標識です

ね、その分の１５基をつくった分で、ここで２５年度の繰越しで２６年度で工事

をさせていただいております。 

消防費につきましては以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） すみません。課長補佐、岩下です。 

２枚めくっていただいて、１５３ページの学校教育費関係の第４節共済費で、

こちらの３４万９,０００円ほど不用額として残っております。こちらは町費教職

員関係の共済費が主でございますが、こちらはやはり年度末精査をすれば落とせ

ていたのではないかと思っています。 

以上でございます。 

最後に１７３ページをお開きいただきたいと思います。 

１７３ページを、これが予備費ということで、すみません、その前から１７１

ページからつながってますけれども、予備費関係でございます。予備費の充用を

行った項目が、合計１１件のトータル５１６万８,０００円ということでございま

す。監査委員さんの御指摘もございました。安易な予算流用と予備費充用が見受

けられてる感もあるということでございました。財政としましては、やはり補正

予算、補正すべきなのか、予備費で対応するべきなのかというのをその都度その

都度、判断、検討させていただいた上で、この１件１件この状況であれば、じゃ

あ、予備費でいいんじゃないかということを、じっくりと協議した上でやってる

つもりではございます。トータルとして１１件、昨年度は予備費の充用を行った

ところでございます。 

それから、すみません。歳入で交付税のところをちょっと説明させていただき

たいと思いますので、２７ページの第１０款地方交付税でございます。トータル

２１億１,００６万６,０００円ということで、昨年度よりも減っております。２

５年度よりも若干減額をされておりまして、普通交付税が１９億３,３００万とい

うことです。ここ５年間で一番低い数値になりました。ただ、その前につきまし

ては、トータルで１９億円台という年も二、三年ほど続いてましたので、ここ５

年間で一番低い数値ということではございますが、昨年、一昨年よりも落ち込ん

でいるというところではございます。決算の報告につきましては交付税ここまで
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でさせていただいて、今年の補正予算の関係で、若干また交付税の分につきまし

ては御説明をさせていただきたいと思います。 

一応、決算の報告につきましては、以上で終わらせていただきたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、総務課の説明が終わりました。 

これから質疑を行いたいと思います。質疑はございませんか。 

岩下委員、どうぞ。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

先にお断りをなされたので、あんまり言いませんけれども、財政のほうで、

やっぱりチェックはかなり厳しくされて、不用額なり流用なり減らすような方法

を取られたらと思って質問しようと思っておりましたが、一通り言われました。

ちょっとお尋ねしますけれども、コンピューターで予算見れるには総務課さんと

財政係長さんと会計課で管理者が出てくるかな。町長のとこでも見られるかな。

だけんあそこらを駆使してなるべく不用額が出ないというのと、流用と補正をす

べきかどうかとさっきおっしゃいましたけれども、なかなか議会の中でも臨時会

をしてという気持ちもあるようですので、そこらはもうちょっと注意されとった

ほうが、私も額を見てちょっとどうかなという気はしておりました。そこらはす

みません、どうでしょうか。管理について。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長、佐藤です。 

今、岩下委員さんが御指摘のとおりでございまして、ここに決算の説明を申し

上げる時に、非常にちょっと私たちもここで謝れば済むという問題ではないとい

うのは、非常に思っていたところです。少しですね、人件費につきましては

チェックが甘かったというのは、非常に大きな反省です。それから、流用につき

ましては、やっぱり１件１件を見てみますと、それぞれ担当はいろいろやってい

るんですけれども、もう少し、もう一歩進んで予算は大丈夫かというのをやって

おけば、防げた流用ももしかしたらあると思いますので、その分につきましては

今後、全職員注意をするようにやっていきたいと思っております。大変、今回は

総務課は足元の金額があまりに大きくてですね、大変恥ずかしいところでござい

ますけれども、今後注意していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○委員（岩下健治君） 十分注意されてほしいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。ないようでしたら私のほうからもちょっと質問さ

せていただきたいと思います。 

まず、９６ページ。これも人件費の流用なんですが、これは目間の流用ですね、

これについて予算の人件費は弾力的条項がありますので、目間の流用ということ
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で認められると思いますけれども、これがあまりにも、流用金額が大きいもので

すから、この流用について一応説明をお願いしたいというふうに思います。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長、佐藤です。 

この件につきましては、実は６月でしたか、人事異動をした際に、臨時に異動

した際に判明したものだったと思います。なぜかといいますと、これは健康推進

課長補佐の給料ですけれども、当初、誤って違う費目のほうに貼り付けておりま

したので、そちらから歳出をした経緯があったというふうに記憶しております。

ですから、本来の形に戻さなければいけなかったので、ここで流用をさせていた

だいております。これは人事と給与というのが一体に動かしていかなければいけ

ないんですけれども、担当者のほうも少し勘違いがあったというのは、これはも

う正直なところですね。そういう事情がございましたので、流用せざるをえな

かったというところでございます。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。６月に異動ということですね。昨年６月で

しょ。 

○総務課長（佐藤武文君） はい。 

○委員（芹口誓彰君） 昨年の６月であれば、年間の給与というのは組んであるはず

ですので、９月でも補正を前にすれば間に合ったはずだと。どんなですか。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下です。 

もうちょっと詳しく御説明させていただきますと、健康推進課長補佐の職が健

康推進係長と兼務ということがございまして、その前まではそうだったんですが、

今度は介護保険係長との兼務になったものですから、介護保険係につきましては、

介護事業費のほうから差し引きをします。健康推進係は、また違う費目から差引

きというのがござまして、その関係で４月の分からですね、実際足りてなかった、

そもそも。そして、介護保険は二人しかいないものですから、１人ずれると大き

く違ってくるというのがあったもので、そういうことで払えなくなったというの

が現状だったということですね。 

○委員（芹口誓彰君） 分かりました。もう１件、いいですか。１４９ページ。さっ

き需用費、防災管理費ですね。１１節の需用費。これにつきましては、８.１.４

の１４、これは使用料及び賃借料からの１６万円流用してある。流用したにもか

かわらず、不用はわずか３０万７,６００円。これがそれぞれの細節の費目をトー

タルしたところが３０万７,０００円になりましたというような説明を聞きました

けれども、細節間の流用というのは、これはもう予算書にできるはずですから、

わざわざ１４節から持ってくる必要もなかったし、持ってきた結果また３０万７,

０００円も不用額を出している。非常におかしい取扱いになっておりますので、
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今後気をつけていただくか。できれば細節間なら細節間で流用可能ですので。気

を付けていただきたいと思います。 

ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでしたら、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論がないようでございますので、これから本件につきま

して採決をいたします。認定第１号、平成２６年度高森町各会計歳入歳出決算の

認定につきましては認定することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

次に、議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算について議題とし

ます。総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下です。 

一般会計補正予算書のまず５ページをお開きいただきたいと思います。 

予算書５ページ、第２表債務負担行為補正ということで、追加の項目で３項目

ございます。債務負担行為につきましては、財政のほうで取りまとめを行って、

予算に計上させていただいておりますので、御説明させていただきますが、それ

ぞれこの三つの項目をですね、平成３２年の９月までリースをさせていただきた

いということで、債務負担行為の設定でございます。 

続きまして、次のページの６ページ。こちらも財政のほうでまとめております。

第３表地方債の補正でございます。町道整備事業（辺地債）ということで、これ

につきましては、町道片山下山線の改良工事を行っておりまして、施設の移転補

償調査業務委託というのが新たに発生すると。こちら歳出予算でも３００万円増

額あっておりますけれども、この折につきまして辺地債の３００万円の増額とい

うことで、地方債の補正を予算計上させていただいております。 

続いて、１枚めくっていただいて、９ページをお開きいただきたいと思います。 

歳入でございますが、地方交付税です。今回１億６,１０７万円ということで出

させていただきました。平成２６年度まで減額が続いておりましたけれども、今

年は平成２６年度から比べますと、４％増ということになっております。ちなみ

に、県内の市町村の平均はマイナスです。減額でございましたが、本町は増額と

いうことになりました。しかも４％の増額ということです。県内では０.９％の減
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額です。この余裕につきましては、新しくできた算定費目で、人口減少等特別対

策事業費というのが、新しく平成２７年度、今年から盛り込まれた関係で、新し

いこの項目で、高森町が９,９１４万７,０００円、そこで該当することになりま

した。この人口減少等特別対策事業費ということで、どういう特別対策なのかと

いうと、例えば、減少率ですね、平成１４年度から平成２６年度までの人口減少

率の数値ですとか、１５歳未満の人口の減少率、あるいは、これは減少率ではな

いですけど、農産物の販売金額の規模別農家数ですとか、あるいは製造品の出荷

額とかそういうのをまとめて、それで９,９００万ほどうちは増えているというよ

うな現状です。ちなみに、他町村の状況を見てみますと、西原村は７％減です。

去年からのとですね。うちは４％増です。逆にいうとそれだけ人口が減っている

危ない状況、違う、危ないと言ったらいかんですけど、そういう減少が著しいと

いうような部分もあるのかな。隣の南阿蘇村は０.４％の減です。去年からですね。

産山村は２％の増です。小国町が３.２％増、南小国町はほぼ同額、阿蘇市も０.

２％減ということで、大体県下平均０.９％減ですけど、うちは４％です。ちょっ

と複雑な心境であります。それだけ、そういう地域に手厚く交付税を配分しま

しょうというところの趣旨はあるのかなというふうに見ますけど。私もこれを見

てびっくりしたんですね、全国平均下がってると聞いたにもかかわらず、４％も

増えたというのでですね。町の財政にとってはありがたいところかなというとこ

ろで、一応、見たところでございます。そういう状況です。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 総務課長補佐の後藤でございます。 

同じ９ページの一番下の７目の土木費県補助金でございます。それは１０ペー

ジの表のほうにきておりますので、すみません。先ほど、お手元にお配りしまし

た、土砂災害危険住宅移転促進事業補助金ということで、県から入ってくる分で

ございます。３００万円でございますが、もう一度、歳出のほうに出てきますの

で、そちらのほうで詳しくは説明させていただきます。 

以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 同じく１０ページの一番下の繰入金で、財政調整基

金繰入金を１億２,８２７万９,０００円減額させていただきました。普通交付税

が増額の関係で、基金から繰り入れる予定だったの分を減額させていただきます。

ただし、まだ今年の繰り入れる見込みが７,８００万ほど、まだ財政調整基金から

繰り入れるということで予算を上げているところでございます。 

次のその下ですね、次のページに移りますが、繰越金につきましては、先ほど

御説明しました６,０００万の予算でしたが、３,３５２万９,０００円の増額とい

うことでさせていただいています。最後に２１款の町債につきましては３００万
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円、辺地債の増額ということでございます。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

これから歳出の分の各項目について御説明を申し上げます。 

１２ページをお開きください。 

総務費、５、１総務管理費、目１一般管理費のうち１９負担金補助及び交付金

について、２項目の補正を計上させていただいております。まず、創造くまもと

の会負担金ということで、こちらについて御説明申し上げます。この会の主な活

動の目的としては、県と市町村との共同体制に基づく地域活性化を掲げられてい

る団体で、例えば、県を初め県内の各自治体の動向に重点を置いた政策の研究団

体として、本町における各施策の推進、さらには先駆的なモデルケースの導入等

について事業を採択するためにも重要な団体として位置づけておりますので、今

回、その年会費として１万円を上げさせていただいております。 

次に地域活性化協議会負担金６,０００円について御説明申し上げます。この会

は国会議員や地方議員、また地方首長等に、各関係者間による最新かつ詳細な情

報共有により、特に国の緊急経済対策や補正予算の動向など、国が実施を予定し

ている重要な各施策について常に把握して、各自治体における事業の企画及び採

択に伝えるかというのを最重視されてる団体です。こちらにつきましては、２項

目とも本町における各施策の実施について特に有意義な団体だと認められると思

われますので、今回２項目提案させていただいております。地域活性化協議会負

担金６,０００円です。 

以上説明終わります。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下です。 

次の２段ほど下、２１目の庁舎等管理費で、１３節委託料として４４万３,００

０円、急速充電器の保守点検委託料ということで、これは草部出張所に電気自動

車の急速充電器を設置しておりますが、これが今年の１月に設置しております、

年間の保守、年に１回保守、それと電話サポートとやっていただくということに

なりますけれども、こちらの保守点検委託料を新たに計上させていただきました。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

１７ページをお開きいただきたいと思います。 

１７ページの一番上の消防費のほうです。２目の非常備消防費でございますが、

これにつきましては、役務費で１０万５,０００円を上げさせていただきます。こ

れにつきましては、携帯電話の通話料ということでございます。従来ですね、そ

れぞれの職員は、それぞれの自分の携帯で仕事をしております。いろんなことを。

特に消防主任であります、そのポストの分につきましては、担当が変わる度に、



 － 4 1 － 

防災関係機関あたりへの連絡の電話番号を、その都度その都度変えておりました。

そこをちょっと検討いたしまして、そこは一つ１台役場のもので番号を同じもの

が必要ではないかということで、今回こうやって計上させていただいた次第でご

ざいます。 

続きまして、次の防災管理費でございますけども、同じく役務費で２万６,００

０円を上げさせていただいております。これにつきましては、防災無線の免許の

講習会に参加する分の受験料であります。今一番若い人で私より三つ上ですので、

５４歳の免許持ちの方が一番下でございますので、今、予定しておりますのが、

２６歳を今度受験させようというふうに思っております。それと１９節の負担金

補助及び交付金でございます。これが先ほど、歳入で御説明申し上げました土砂

災害住宅の移転促進事業の県からの、入ってきた分をそのまま出すだけでござい

ます。これについて、若干説明をさせていただきたいと思います。昨年の広島の

豪雨災害以降ですね、土砂災害防止法自体が改正になっております。それにより

まして大きく動いておりまして、要するに土砂災害防止法に係る危険地域という

のは、県の管轄の範囲でございます。従来、その地域はありましたけど、しっか

りとした調査がなされておりませんでした。それで、現在で高森町におきまして

は８６件の危険箇所がございます。その中でレッドゾーンといわれる、この土砂

災害危険住宅移転の対象となる家ですね、そのレッドゾーンの中に１５１戸の家

がございます。これは住家でございます。住んでらっしゃる家。イエローゾーン

に７９件の家がございます。今回対象となりますのは、このレッドゾーンの１５

１件が土砂災害危険住宅として、移転ができる移転の補助金の対象となっていま

す。一応、この中で定めておりますのは、県内までの移転でござまして、県から

外に出られるのにつきましては対象外と。この３００万に対して、もう一つ言う

なれば、崖地の近いところに使える補助金が、国のほうが出しますけども、それ

が８００万使える、その場所次第になりますけども、それを合わせれば１,１００

万という形になります。それで、県は全国で初めてというところで、今回これを

組んでいただきました。県のほうにはですね。今、高森の段階では２４件、県の

ほうの調査が終わって、今月と先月で２回ずつ地元説明会を行っておりますけど

も、今の段階では希望される家は１件もまだございません。それといいますのが、

従来何百年と高森に住んでらっしゃった方ばかりですので、おいそれと高森から

出て行かれると、そういう意図はないというふうに私たちは捉えております。 

この件に関しましては、以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） はい。課長補佐、岩下です。 

最後の１８ページをお開きいただきたいと思います。 
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１８ページの諸支出金で、ふるさと応援基金費への積立金ということになりま

すが、これにつきましては、税務課のほうでやっております、ふるさと納税の専

用サイト、こちらの広告料を今度、歳出予算で上げられております。その財源に

ついて、寄附金を積み立てるところで予算組んでいた分を、その２１万１,０００

円を寄附金への積立から事業費に充てるということで、今回、寄附金の減額をさ

せていただきました。最後に予備費でございますが、５００万円追加をさせてい

ただきました。今のところ、５００万円追加いたしますと、予算上は１,２３９万

円ということでなりますけれども、現時点で７件の２５２万６,０００円、既に充

用をいたしております関係で、実際の予備費の残額につきましては９８６万４,０

００円ということになるところでございます。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で補正予算の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑がないようでございますので、これで質疑を終わりま

す。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第４８号、平成２７年度高

森町一般会計補正予算につきましては原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、総務課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。総務課

の皆さんお疲れさまでした。 

それでは、しばらく休憩したいと思います。２時１５分まで休憩いたします。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５８分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたし

ます。 
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本委員会に付託されました政策推進課関連の認定第１号、平成２６年度高森町

各会計歳入歳出決算の認定につきましてを議題といたします。 

まず、平成２６年度高森町一般会計歳入歳出決算の認定につきまして説明をお

願いいたします。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） はい。政策推進課長の甲斐です。 

決算事項の説明につきましては、事前に配付してありました資料のとおり、事

業費１００万円以上、不用額２０万円以上を中心に、係長が説明を行いますが、

予算額で１００万円を超えてますけど、単体の事業費では超えてない分につきま

しては、割愛させていただきます。それと１００万円以下ですね、特にこちらの

ほうで説明が必要であると認めるものについては説明させていただきますので、

よろしくお願いしたいと思います。それでは係のほうから説明させていただきま

す。 

○委員長（芹口誓彰君） ちょっとまだあるんですね、そのほか流用と内容ですね、

その必要性等につきましても説明をお願いしたいと思います。それではよろしく

お願いいたします。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 企画観光係長の馬原でございます。お世話になりま

す。 

それでは早速、決算書の７１ページのほうをお開きください。 

こちらが企画費のほうとなっておりまして、こちらの１０段目、１９負担金補

助及び交付金、金額が４,０７２万５,９８６円となっておりますけれども、こち

らの内訳といたしまして、阿蘇広域事務組合の負担金１,１６９万３,０００円、

それと町民バスになります地方バス運行特別対策補助金２,７７５万円、こちら等

含めて４,０７２万５,９８６円となっております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。 

同じく７０ページ、７１ページの２款総務費、１項総務管理費、１１目企画費

の中の８の報償費の３万１,０００円分の流用分なんですけども、こちらのほうは、

財団法人の地域活性化センターより補助交付金をいただきまして、「高森じか

ん」という滞在型プログラムを開催しておりましたけども、そちらの分で予算の

執行上、不足分と多い分がありましたので、そちらのほうで３万１,０００円を流

用しております。その下の９の旅費の分になりますけども、こちらのほうは当初、

業者のほうに委託するつもりで、向こうの業者の分の交通費として組んでおりま

したが、町のほうで直接するようになりましたので、その分を視察研修のバス費

用に充てておりますので、その分の１６万７,０００円を流用しております。その

下の１３の委託料の３２８万１,８８０円ですけども、主なものとしましては、観
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光人数調査を昨年度しまして、その委託料としまして２９８万１,８８０円を支出

しております。 

次の１２目の地域振興費について説明いたします。９の旅費の不用額が３１万

１,７４７円出ておりますけども、こちらは、主なものとしましては、最終補正時

には新年度に実施する事業についてする予定でありましたけども、視察等行う予

定であったのですが、向こうとの調整がつかずに不用額が生じております。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 企画観光係長の馬原でございます。 

次の７３ページのほうをお開きください。 

同じく地域振興費の上から２段目、負担補助及び交付金、こちら４５４万７,０

００円となっておりますけれども、こちらのうち２５０万円が宝くじコミュニ

ティ助成事業となっております。こちらのほうでは上在区での防災の無線等のほ

うを設置しております。同額また歳入のほうでも上がっております。 

続きまして、同じページの負担金補助及び交付金になりますけれども、こちら

のほうは、太陽光発電の補助とペレットストーブの補助のほうがございまして、

太陽光発電の設置補助金のほうが交付件数５件の２５万円、ペレットストーブ等

設置等補助金のほうが７件の６５万４,０００円となっております。 

同じく７９ページになりますけれども、こちらの上から３段目、情報管理費の

負担金補助及び交付金になりますけれども、こちら４億３,０８１万円のうち４億

３,０００万円のほうが情報通信基盤整備事業を行っております。こちらのほうは、

高森光ネットワークとの契約により、光ケーブルを各世帯に設置し町内全域にお

ける高度な情報環境整備を進めておりまして、昨年度は草部、野尻地区の整備を

実施しております。こちらのほうが２５年度のほうで高森、色見地区のほうの整

備が終了しておりまして、２６年度をもって全地区の整備が終了しております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。 

２１目の地域づくり対策事業費になりますけども、こちらのほうは全て現在、

地域おこし協力隊のほう１名雇用しておりまして、その分の隊員に係る費用とし

て全てその分を負担金になっております。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 企画観光係長の馬原でございます。 

同じページの２２政策推進費、こちら需用費、委託料、使用料合わせて５８０

万２,０００円となっておりますけれども、こちらのほうは、農林水産省の交付金

事業であります「美しい農村再生支援事業」のほうを活用させていただきまして、

草地保全啓発のための自主放送番組の制作、草地保全啓発カレンダーの制作及び

配付、草地保全学習教育の制作（こちら紙芝居になっております）、それとあか

牛を用いた食育の日の啓発活動を実施しております。こちらは２カ年事業となっ
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ておりまして、今年度も予算のほう計上させていただいております。１０分の１

０補助となっております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。 

８０ページ、８１ページをお開きください。 

２６目の過疎集落等自立再生緊急対策事業費になります。こちらのほうの１９

節の負担金補助及び交付金の８０６万４,３５４円ですけども、こちらのほうは、

総務省の過疎集落等自立再生対策事業で８００万円の採択をいただいておりまし

て、山と森の暮らし研究会を事業主体として、観光立町推進基本計画に基づいた

４つの事業を行っております。 

続きまして、１３２ページ、１３３ページをお開きください。 

６款の商工費、１項商工費、３目観光費の中の１９節負担金補助及び交付金の

ほうで、不用額が５５万３１４円出ておりますけども、こちらのほうは、最終補

正時に額が決定したものについては減額を行っておりましたが、地域コミュニ

ティ活動推進事業を２０件募集しておりましたが、結果１４件の申請であり、ま

た事業期間も３月３１日であったため、減額できずに不用額が生じております。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上ですか、歳入は。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 歳入ですか。歳入、主なものだけ。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） 主なものだけ。まちづくり係、今吉です。 

３６ページ、３７ページをお開きください。 

歳入のほうになりますけども、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目総務

費国庫補助金の４節過疎地域等自立活性化推進交付金になります。これは先ほど

御説明いたしました、山と森の暮らし研究会で行いました事業費について、国の

ほうから８００万円の歳入を上げております。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 続きまして、４５ページのほうをお開きください。 

上から７番目、子育て世帯プレミアム商品券事業補助金、こちらのほうは３,６

２２万２,４００円国庫補助のほうで上がっておりますけれども、事業のほうは今

年度へ繰り越しております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。 

５６ページ、５７ページをお開きください。 

２０款の雑収入、４項雑入、２目雑入の２節雑入なんですけども、この金額の

うちの２００万円のほうを、一般財団法人地域活性化センターから移住交流によ

る地域活性化事業助成金としまして、２００万円いただいております。こちらは

先ほど御説明いたしました企画費の中で行いました体験プログラム「高森じか

ん」の助成金になっております。 
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以上です。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 企画観光係長の馬原でございます。 

同じく５６ページ、４項雑入の２目雑入の、この２,７４４万８,２３１円うち

の２５０万円につきましては、先ほど御説明申し上げました、宝くじコミュニ

ティ事業として歳入が入っております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。以上、政策推進課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。ありませんか。 

なければ、私のほうから一点。６７ページ。すみません。７１ページだったで

す。地域振興費、賃金の６万と報償の５,０００円、これは全く執行がなされてお

りませんけれども、何か。ないなら後で調べて。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） いいですか。後で調べて、また報告いたします。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか、立山です。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。立山委員。 

○委員（立山広滋君） さっき言ったテレビ、世帯については終わったてばってん、

加入率はどのくらいになる。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 加入率がですね、現在９０％は超えております。ま

た、こちらも詳しいパーセンテージもこちらで確認して。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） よろしいですか。加入率ということですけど、住民

票をそのまま置いた方で、例えば施設に入られてるという、そういう方はいらっ

しゃるんですよね。ですから、そういう方は私のほうに名簿をもらって、私のほ

うで調査して、落としてるんですよね。ですから、そういうような調査がまだ進

んでないところがありますので、多分今９２％か９３％いってると思いますけど、

そういうことを落としていけば、もうちょっと加入率は上がるんじゃないかとい

うふうに思ってます。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○委員（立山広滋君） はい。よろしいです。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに発言ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） なければ、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本件につきまして採決をします。平成２６年度高森町一般会計歳入歳
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出決算の認定につきましては認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

次に、平成２６年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出決算の認定

について、政策推進課の説明を求めます。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 企画観光係長の馬原でございます。 

３１８，３１９ページをお開きください。 

高森町鉄道経営対策事業基金特別会計といたしまして、歳入のほう基金の繰り

入れが４００万円、それと民間基金３万４,０００円、自治体基金２４万円の４２

７万３,５９４円を調定で上げさせていただいております。 

続きまして、３２１ページのほうお開きください。 

こちらも、４２７万３,５９４円を負担金及び交付金積立金として、歳出で上げ

させていただいております。 

以上となります。 

ちなみに、現在の基金残のほうが、１億８,１７９万７,９９４円となっており

ます。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま本件につきまして、政策推進課の説明が終わりま

した。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようですので、これで討論を終わります。 

これから本件につきまして採決をいたします。平成２６年度高森町鉄道経営対

策事業基金特別会計歳入歳出決算の認定につきましては認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

続きまして、議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきまし

てを議題といたします。政策推進課の説明を求めます。 
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○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。 

一般会計補正予算（第４号）につきまして、予算書に沿いまして歳入歳出、係

長のほうから説明いたします。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 企画観光係長の馬原でございます。 

予算書の９ページのほうをお開きください。 

歳入といたしまして、１４国庫支出金、２国庫補助金、２総務費国庫補助金、

３地域住民生活等支援のための交付金といたしまして、地方創生先行型交付金上

乗せ分、タイプⅡ、１,０００万円計上させていただいております。これは地方版

の総合戦略を策定した市町村のほうに支払われる予定の交付金となっております。 

続きまして、１５県支出金、２県補助金、２総務費県補助金、６地域づくり夢

チャレンジ推進補助金といたしまして、５００万円計上させていただいておりま

す。こちらのほうは、後ほど歳出のほうで説明させていただきますけれども、地

方創生先行型交付金の給付に伴いまして行う事業をより効果的にするために、併

せて県の地域づくり夢チャレンジ推進補助金のほうを申請するものとなっており

ます。 

続きまして、１０ページをお開きください。 

１５県支出金、３県委託金、２総務費県委託金、こちら統計調査費委託金とい

たしまして、２１万９,０００円減額させていただいております。こちらのほう、

国勢調査費として１６万４,０００円、工業統計調査費として５万５,０００円減

額させていただいております。こちらは県からの委託金の確定に伴う減額となっ

ております。 

続きまして、１１ページ、２０諸収入、４雑入、２雑入の２雑入といたしまし

て、６４万円上げさせていただいているうちの、阿蘇地域元気再生支援事業助成

金として５０万円上げさせていただいております。こちらのほうは、６月の補正

で採択いただきました高森町のパンフレットの作成に伴いまして、阿蘇地域振興

デザインセンターのほうに補助金の助成申請のほうをしましたところ採択されま

したので、雑入のほうで上げさせていただいております。 

歳入については以上となります。 

続きまして、歳出。１２ページをお開きください。 

２総務費、１総務管理費の２４住民生活等緊急支援総務事業費、こちらのほう

の１３委託料といたしまして、プロジェクションマッピング等周知広報業務委託

料を１,０５０万円計上させていただいております。こちらの内訳といたしまして

は、５００万円のほうを先ほどの地方創生先行型交付金上乗せ分も、それと５０

０万円のほうを地域づくり夢チャレンジ推進補助金で、残額の５０万円のほうを



 － 4 9 － 

一般財源のほうから上げさせていただいております。こちらのほうも、６月に採

択いただきました湧水トンネル公園のプロジェクションマッピング等の設置に伴

いまして、その効果をより高いものとするために開催するイベントでありますと

か、周知広報事業に係る経費となっております。 

続きまして、同じく２４住民生活等緊急支援総務事業費の１９負担金補助及び

交付金のほう御覧ください。こちらの、女性が輝く地域づくり事業市町村負担金

といたしまして、５００万円計上させていただいております。こちらのほうは、

本年の８月２８日に成立いたしました女性活躍推進法に伴いまして、地方創生の

実現のために女性の活躍推進は不可欠であり、時代のニーズにあった政策となり

うるために計上いたしたものです。こちらについては、本町と菊池市それと合志

市の３市町共同で取り組む事業となっております。またですね、民間にも広く募

集をいたしまして、女性中心として官民広域連携で組織する組織体制を築いてい

く予定としております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。 

その下の段になりますけども、まちづくり会社（仮称）実践事業補助金としま

して、３,０８８万６,０００円のほう計上しております。この会社は観光立町推

進基本条例に基づきました計画の中で、最優先科目でありました観光事業推進組

織の構築と併せまして、人口が少ない町であることを強みに、行政主体の町づく

りから民間活力を生かした官民共同の町づくりと転換し、町の課題を解消するた

めの組織の設立準備のための費用として計上しております。なお、この事業は地

方創生先行型交付金（上乗せ）タイプⅠで現在申請中であります。今期の採択、

不採択にかかわらず実行する予定であるため、今回計上しております。 

以上です。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 続きまして、１３ページをお開きください。 

２総務費、５統計調査費の２工業統計調査費、こちらのほう６万５,０００円計

上させていただいておりましたが、全額減額させていただいております。こちら

のほうが本年度、国勢調査のほうの実施年となっておりまして、工業統計調査の

ほうが実施されないための減額となっております。 

続きまして、同じく２総務費、５統計調査費の３国勢調査費のほうとなってお

ります。こちらのほうは交付金の決定に伴いまして、報酬のほうを１８万８,００

０円、職員手当等のほうを１５万円、それぞれ減額させていただいております。

また、共済費のほうを２,０００円、賃金のほうを１６万９,０００円、需用費の

ほうを４万８,０００円増額させていただきまして、計１１万９,０００円減額さ

せていただいております。 



 － 5 0 － 

続きまして、１５ページをお開きください。 

１５ページの一番下になります。６商工費、１商工費、３観光費のほうとなっ

ておりますけれども、こちらは１３の高森町観光立町人材育成業務委託料を１０

０万円減額させていただきまして、１９の負担金補助及び交付金のほうで、同じ

く高森町観光立町人材育成業務負担金６０万円計上させていただいております。

こちらのほうは、阿蘇デザインセンターのほうが観光庁のほうに申請をしており

ます、観光圏関係事業というものがございまして、こちらのほうに本事業のほう

が採択されたことに伴いまして、観光庁から４割補助金が出るような形になって

おります。事業内容は高森町でするのと変わりませんけれども、事業主体が阿蘇

地域振興デザインセンターのほうとなりますので、委託料を全額減額させていた

だきまして、その４割、４０万円を引いた６０万円をデザインセンターへの負担

金という形で計上させていただいております。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、政策推進課の説明が終わりました。この補正予

算につきましては、この議題の前のほうに補正予算概要書等につきまして詳しく

記載をされております。この件につきまして補足説明なり、また質疑等があれば

お受けしたいと思います。どなたか。岩下委員。 

○委員（岩下健治君） 補足説明をしていただきましょう。 

○委員長（芹口誓彰君） もう少し何かこの件について何かあれば、説明をしていた

だきたいと思います。概要書につきまして。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課の甲斐です 

今、進めております地方創生につきまして、上乗せ交付金が今回申請をいたし

ております。先ほど申し上げましたように、タイプⅠ、タイプⅡというのがあり

まして、タイプⅠというのは先ほど言いましたまちづくり会社の設置ですね、こ

れの費用を現在、国のほうに申請中であります。しかし、これにつきましては、

大変ハードルが高いということで、歳入予算のほうに充てまして立てておりませ

ん。タイプⅡにつきましては、先ほど申しましたプロジェクションマッピングと

女性が輝く地域づくり事業、それに充てるようになっています。それにつきまし

ては、タイプⅠよりもタイプⅡのほうが採択率が高いとみて、それは歳入予算に

計上させていただいております。きのうの新聞だと思いますけど、出ておりまし

たタイプⅠ、事業費で３,０００万から５,０００万の分ですけど、これは県で１

７町村が申請をされております。４５町村のうちですね。国全体で６５９町村で

４１７億円の申請が上がっております。それと、タイプⅡにつきましては、県で

２３カ町村、３カ市町村申込みがあっております。国全体では６９８市町村で、
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事業費としまして６８億円の申請が上がっている状況です。最初申し上げました

ように、３００億の枠につきまして、現在合計４８５億円の要望があっていると

いうことで、ただ、厳しい査定が行われるというふうに思っております。こっち

を見てもらってよろしいでしょうか。補正予算の概要書のほうですけど、プロ

ジェクションマッピングと周知広報ということで、タイプⅡで申請しております

関係上、５００万円の国庫補助、それと夢チャレンジで５００万円と、一般財源、

この対象にならない分がある可能性がありますので、一般財源を５０万みており

ます。このプロジェクションマッピングにつきましては、現在入札の準備をして

おりまして、大体１２月、いつかな。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 一応、今現在は１２月末に、はい。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） １２月末にはプロジェクションマッピング自体はで

きあがりますので、その後に、この周知広報事業を展開していきたいというふう

に思っております。 

２番目の女性が輝く地域づくり事業市町村負担金ですけど、これは先ほど申し

ましたように、合志市、菊池市、それと高森町が３町で広域連携による官民広域

連携による事業です。これは先ほど説明しましたように、タイプⅡで申し込んで

おります。 

それと３ページ目のまちづくり会社実践事業ということで、これをタイプⅠの

事業で申請しておりますが、いずれにしてもこの事業は町長の政策提言にも掲げ

てありますように、来年４月１日立ち上げたいと思っておりますので、タイプⅠ

の事業の不採択の場合にもこの事業はぜひ取り組みたいと思っておりますので、

予算計上させていただきました。 

以上、予算の概要書に記載されている政策推進課分です。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、予算書並びに概要書につきまして説明がありま

した。これにつきまして御質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。岩

下委員。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

けさの新聞かな、きのうですね。そもそも、まちづくり会社（仮称）の実践事

業の補助金は町長の政策集にものっとるからもうやりたいと。今の現状で見ると

全然つかめてませんか。１０月末としてあったかな。 

○政策推進課長補佐（定光貴史君） 早く伝えたくもということですか。 

○委員（岩下健治君） うん。 

○政策推進課長補佐（定光貴史君） 政策推進課の定光ですけれども、現状では８月
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末日に申請書を出して、今審査されているところですけれども、国のほうでも、

国から手を放してというか、有識者会議においてこのタイプⅠ申請書の全団体分

を審査します。いったところで、まだ手応えみたいなところは、実際、聞きこめ

てないところです。 

○委員（岩下健治君） 付けばいいんだけど結構金額は大きいものだから、付くとと

付かんとでは１０月末まで待てんわけでしょ。予算がどうこうということじゃな

くて、その動向がですね、分かればよかがなと思って質問をいたしました。 

○政策推進課長補佐（定光貴史君） ０１になるのか、減額になっての採択になるの

か、そういったところも全くまだ分からないところです。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長です。 

今、岩下委員言われたように、新聞に載っておりましたけど、総件数で１,２５

５件募集があってます。うちのこのまちづくり会社の設立は、まちづくり事業で

申込みをしてるわけですよね。観光が３５７件、まちづくり事業が１７１件とい

うことで、そうなればちょっと観光よりもハードルが低かったからということを

考えてます。 

○委員（岩下健治君） 少しは希望持っとるわけ。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 大いに希望持ってます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。はい、興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

今の件ですが、まちづくり会社ですね、会社ということになれば、この３,００

０万のうちから出資かなんかをされる予定なのかな。途中がないですよ、３００

０万の使い道について。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。 

この中の３,０００万は組織を立ち上げるための準備で、内訳としましては、空

き家の改修が１,２００万を考えております。それ以外は、外への情報発信を

ちょっと強化したいというところで、その組織の情報発信のツールとしまして、

ホームページの立ち上げと、あとは外国人観光客もかなり多くいらっしゃってい

ることも考えまして、そのあたりにタブレットを活用した多言語での御案内がで

きるようなものの構築を併せて、その分が主な予算分けになります。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長、甲斐です。 

今の説明に補足したいと思います。このタイプⅠの事業につきましては、あく

までもソフト事業が主体なんです。ハードにつきましては、５０％以下に抑えろ

というような指示がきております。今お話ししましたように、この空き店舗を利

用しまして、まちづくり会社をつくるところですね、そこの改修費用に約１,２０
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０万みております。これは具体的に所有者の許可を得て、あとは認可が下りれば

すぐ着工というような形にもっていっております。それと、ホームページの立ち

上げにつきましては、やっぱり一番広報するのはホームページがいいだろうとい

うことで、それについて約１,１００万ぐらい考えております。そういうことで、

約３,０００万ということです。ですから、資本金として使うものじゃありません。

今後は、町からの資本金とかは次回の予算とかでまた必要になってくると思われ

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

要するに、町とは独立した会社を将来設立されるということですね。そこで運

営をしていくと。それに対してのいわゆる補助金というような感じで取っていい

んですか。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） これですか。はい、そうです。 

○委員（興梠壽一君） 分かりました。それと、トンネルのプロジェクションマッピ

ングですね、当初の予算と合わせて、もう２,５００万になるのかな。全てじゃな

くて、前回はこれ見ますと、約７００万ほどは一般財源ですかね。 

○企画政策係長（馬原孝平君） 他の収入のほうもありましたのでですね。 

○委員（興梠壽一君） 今回、見たら１,０００万ですか。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） １,０５０万です。 

○委員（興梠壽一君） 合わせて２,５００万ほど、このマッピングに予算がいくよう

な感じですか。ほとんど補助金ということですけども、効果は課長のほうがずっ

と前回から説明されておりますけども、先ほど、生活環境のほうにもですね、公

園の整備もちょっと指摘があったんですよ。その辺も合わせた方向でしないと、

誘客が本当にできるのかなという心配はしてるんですよ。中のほうはこんなにお

金かけて整備される、外のほうはまだ手作業で整備されているような感じですの

で、できればこのあたりも一緒に生活環境と併せて誘客にしていただくならとい

うふうに思っておりますけども、どうですかね。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。 

御承知のとおり、トンネルの中につきましては手数料を取っております。ふだ

んは手数料を取っているところは補助金はつかないわけですよね。今回は、プロ

ジェクションマッピングは６月の補正予算で計上しておりますけど、１,５００万。

これは単独分で補助金はつきませんので行います。ただ、これの宣伝につきまし

ては、今回、国の地方創生の関係で、つくということですので、そこに充ててい

るわけですよね。トンネルの外につきましては、今後、料金を取っておりません

ので、いろんな補助金とかも見つければあると思いますので、その辺は生活環境
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課ともっと協議をしながら、現実的に整備していきたいというふうに思っており

ます。 

○委員（興梠壽一君） 内容につきましては、そういったプロジェクションマッピン

グでやる、外は担当が行って手作業で泥のけや草切りをしよっと、観光政策とし

て一体的に取り組みがどれだけかという質問。 

○政策推進課長補佐（定光貴史君） 政策推進課補佐の定光ですけれども、まず中を

整備させていただいて、まず、トンネルに来たことのない方、また今まで来てた

方も中が変わればもう１回来てくれると、そういったところで入園料が増えれば

ですね、また外に回せる金というのもその中でできてくると思いますので、その

財源なんかも活用しながら、今後、外も一体的に整備していこうというような考

えをこちらのほうでも考えてはおります。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。はい、どうぞ岩下委員。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

今、湧水トンネルの話が出ましたけれども、藻の話を観光に言っていいのかど

うか分からんですけども、これは非常に農業用水との問題が絡んでおりますので、

そこ辺も話をぴしゃっとしていかんと、あの藻はちょっと解決せんと思いますけ

ども、いかがでしょうか。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。 

トンネルの中から出た水につきましては、その末端で津留南在のほうの農業用

水に使用されているということは事実です。あまりにも冷たすぎて今のような施

設がつくってあると、農業用にするためには少し温めないといけないだろうとい

う、そういうようなことを私も聞いております。まだ、緩やかな流れにして、そ

して温度を上げて、それから田んぼの水に引くということになってるということ

です。ですから、そうした場合、藻の発生がどうしても必要になってくるわけで

すよ。ですから、私たちとしては、あそこの流れを急にしてですね、ワサビとか

そんなのの栽培も考えておりましたけど、そういうようなまだ条件というか、そ

ういうことがついていくということで、今のところ手は出せないという状態でし

たので、藻の発生については、手で取るしかないのかなというふうに考えており

ます。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

ただ、農業用水がいる用水時期と、非灌漑用水時期とで違うのかな。灌漑用水

時期でない時は、こっちに流されるということで、結局、ある程度藻も流れるよ

うに、河川のほう放流というかそういうふうにしてるからですね。問題は一番暖

かい時には、今言ったような話になるもんだから、あそこが藻が生えるというこ
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と。そこら辺を農業用水の組合というかそこらと話ができて、例えば仮に、雨が

降る梅雨時は二遍とか三遍とかそんな全部流させてくださいとかいう話ができれ

ばですね、月に、なんて言うとかな、そうすればちょっと違うのかなという感じ

はしてますけど、そこは組合との約束事もあるようですので、そこ辺をちょっと

調べて、できればそういうふうにしてほしいなというふうには思っております。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） 本田委員。 

○委員（本田生一君） ８番、本田です。 

先ほどの生活環境課とお話をしまして、一応、観光地になって観光地に人が来

る、そして今回は特にこのプロジェクションマッピングつくって金をかけてやる、

そして湧水トンネルに客がいっぱい来るけどもですね、先に周辺整備がなされて

ないと、やっぱりつくった意味がないんじゃないかとの話がさっき出て、それは

どうにかせないかんなという話をさっきしよったんです。課長から今答弁があり

まして、農業用水で温度を、つくり勾配をなんかこうしながらできて、水の流れ

を速くしてあとは藻ができないようにできないかなとかと皆で話したんですよ。

だからそこら辺があればですね、やれる。そこらあたりを協力しながらですね、

やっていかんといかんし、特にこういう観光地はそこら辺の周辺整備もよろしく

お願いをできますなら協力してやっていきますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○委員長（芹口誓彰君） どうぞ。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。 

岩下委員が言われたとおり、相手方との話合いを持ちながら、できるだけ観光

地としても成り立っていくし、農業用水でも成り立っていくような両方役に立つ

ような方法を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに発言はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第４８号、平成２７年度高

森町一般会計補正予算につきましては原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案については原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

以上で、政策推進課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。政

策推進課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 本委員会に付託されました、議会事務局関連の認定第１号、

平成２６年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

議会事務局の説明を求めます。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） はい。議会事務局の佐藤です。 

まず決算ということでございますので、牛嶋委員も今回初めてということでご

ざいますので、節ごとにちょっと詳しく係長のほうから説明をさせますので、ま

た議会活動の中身と予算はどんなものかということも分かっていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。それでは、係長お願いします。 

○議会事務局係長（白石孝二君） 議会事務局庶務係長の白石です。よろしくお願い

します。 

平成２６年度高森町歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

お手元の決算書６１ページをお開きください。６０，６１です。よろしいで

しょうか。 

議会事務局で所管しております歳出予算につきましては、１款議会費、２項議

会費、１目の議会費のみです。今回、改選後の初の決算ということで、各項目に

ついて簡単ですが御説明をいたします。まず１節の報酬につきましては、こちら

は議員さんの報酬になっておりまして、不用額が２円残っておりますが、こちら

は昨年１２月に常任委員長の交代がありましたので、日割計算上でその端数が２

円残っております。 

続きまして、２節の給料につきましては、事務局職員の給料、人件費として支

払っております。３節の職員手当等につきましては、議員さんの期末手当として

６月と１２月に支払いを行っている分であります。４節の共済費ですが、こちら

は、現在、退職された議員さんに退職年金を支払っておりますが、そちらの給付

費の公費負担分として議員共済会に支払っている分となっております。 

続きまして、８節の報償費です。２６年度については、本町の議員さんの研修

会の講師謝礼ということで、１０万円を計上しておりましたけども、改選後の２

７年度に実施したほうがより効果的ではないかということで、３月補正で１０万

円を減額しております。その関係で節が上がっております。 

続きまして、９節の旅費ですね、不用額が１４万４,７４０円となっております
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けども、こちらは、急な上京とか出張等に対応できるように余裕をもって積算を

していたため、少し多めに残っております。 

次の１０節交際費、こちらは町内に限らず各種行事に対する御樽代などとして

支払っている分であります。１１節需用費につきましては、各種書籍の追録代、

また燃料費、あとは議会広報の印刷代ですね、こちらのほうを需用費として支

払っております。 

続きまして、１３節の委託料、こちらは不用額が２８万５,６９２円出ておりま

す。こちらは、会議録の作成について本会議や常任委員会で延長がある可能性が

ありましたので、あと臨時会の開催があるのも考慮して余分に計上していたため

に、不用額が２０万以上ございます。 

次の１４節使用料及び賃借料につきましては、こちらは議員の全体研修時のバ

ス借上料が主になっております。１８節の備品購入費につきましては、昨年の１

１月、こちらの委員会室に常設しておりますブルーレイディスク内蔵テレビを購

入しております。こちらはＴＰＣの本放送に伴います議会中継内容を確認するた

めに中継を撮っておりますので、こちらをＤＶＤに入れて確認するために購入し

ております。 

最後に１９節負担金補助及び交付金につきましては、こちらは阿蘇郡の議長会

の負担金ですね、こちらが主となっております。 

以上、御説明しましたけども、議会費の決算については以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、本件につきまして議会事務局から説明がありま

した。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑がないと認めます。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論なしと認めます。 

これから本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２６年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定につきましては認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

次に、議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきましてを議

題といたします。 

議会事務局の説明を求めます。 
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○議会事務局長（佐藤幸一君） 議会事務局、佐藤です。それでは係長のほうから、

また詳しく御説明しますのでよろしくお願いいたします。 

○議会事務局係長（白石孝二君） 議会事務局庶務係長の白石です。 

それでは、平成２７年度高森町一般会計補正予算について御説明申し上げます。 

補正予算書の１２ページをお開き願います。 

１２ページの一番上ですね。議会費のところです。１款、１項、１目の１３節

委託料につきまして、会議録ＰＤＦ作成業務委託料を４２万２,０００円計上いた

しております。これは過年度の議会の会議録を町のホームページ上に載せるため

の経費となります。現在、会議録を作成委託しております株式会社アクセスとい

うところに、過年度の元データの議事録がございます。その元データをＰＤＦと

いう、変更とか修正ができないファイル、要するに閲覧するだけのファイルに変

換をして、その変換したファイルをホームページに載せるということで、平成１

３年からデータを変換しますので、約１５年分。１年分が２万８,０８０円かかり

ますので、合計で４２万２,０００円を計上しております。過去の会議録をアーカ

イブ化することにより、より開かれた議会を推進するものと考えております。 

以上、簡単でございますが、補正予算の説明とさせていただきます。 

○委員長（芹口誓彰君） 本件につきまして議会事務局から説明がありました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑がありませんので、質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第４８号、平成２７年度高

森町一般会計補正予算につきましては原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、議会事務局に関連する付託案件につきましては終了いたしました。議

会事務局の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして、日程第２、所管事務の閉会中の継続調査につ

きまして審議いたします。 
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   閉会中の継続調査につきましては、１、行財政の運営に関する事項、２、地域

振興に関する事項、３、町有財産の管理に関する事項、４、環境衛生に関する事

項、５、町税に関する事項、６、防災に関する事項、７、地籍調査に関する事項、

８、商工の振興に関する事項、９、観光の振興に関する事項、以上、９事項を閉

会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

これで総務常任委員会を閉会いたします。 

長い時間、御苦労さまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後３時２０分 
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平成２７年第３回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２７年９月１１日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） おはようございます。定足数に達しましたので、文教厚生

常任委員会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１、本委員会に付託されました議案について審議い

たします。 

まず、本委員会に付託されました住民福祉課関連の認定第１号、平成２６年度

高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言してくださ

い。また、事務局より通達してあると思いますけれども、事業費１００万円以上、

不用額２０万円以上、その他それに該当しなくても説明が必要な場合は説明方お

願い申し上げます。 

それでは、住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南と申します。よろしくお願いしま

す。 

それでは、決算書に基づきまして報告させていただきますが、福祉部門につき

ましては、ほとんど事務的なものが１００万円以上ありますので、必要な分につ

いてだけというのでよろしいでしょうか。 

○委員（佐伯金也君） ああ、よろしいです。 

○住民福祉課長（阿南一也君） それでは、決算書に基づいて御報告させていただき

ます。 

○委員（佐伯金也君） 係長、決算において事業を進行していく上において、人件費

とかなんとかでの不用額が出た分についてはもう私はいいと思う。それ以外に委

員から質問があれば、それは答えてください。それとあと、事業費、要するに当

初予算で事業を打ち出してその事業費がもう大きく誤差があったとか、それにつ

いては理由も添えて説明するぐらいですね。もう細々と、監査委員さんもいらっ

しゃいますから、そんな説明というのはもう省ければ省いてください。気づいた

ところがあれば委員さんのほうから質問します。 

○委員長（立山広滋君） 名前を言って発言をお願いします。 
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○委員（佐伯金也君） 佐伯でした。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

それでは、歳入歳出決算書の説明をしたいと思います。決算書の２９ページを

お開けください。 

歳入の１２款、第２項、第３目の第３節と第４節でございますけども、児童福

祉費の負担金の現年分と滞納繰越金の金額となっております。現年分の収入未済

額は１０万３,０００円、滞納５名の方の分です。その次の第４節の滞納繰越金と

いたしまして４５万８,９７０円、滞納１９名の分です。この金額につきましては、

現在現年分につきましては１名のみとなっております。金額的には３万円が残っ

ております。第４節の滞納繰越額につきましては、人数は変わりませんが金額が

２万円減りまして４３万８,９７０円となっております。 

続きまして、３１ページの１３款使用料及び手数料、第１項の使用料の第３目

民生使用料の第２節と第３節の児童福祉施設の使用料につきまして、現年分と滞

納分があります。現年分につきましては１万２,０００円の収入未済額ありますが、

現在これは全て完納しております。滞納繰越分はありません。 

続きまして、３５ページをお願いします。 

第１４款、第１項、第３目の第７節臨時福祉給付金と第８節子育て世帯臨時特

例給付金でございますけども、こちらは全額国からの補助を受けまして、臨時福

祉給付金で２,１０７名の方に１万円を支給しております。その内１,３０３名の

方につきましては加算額が付きまして１万５,０００円の給付をしております。次

の第８節の地方自治体福祉特例給付金につきましては、５９８名の児童に対しま

して１万円の支給をしております。こちらも全額国庫補助です。 

続きまして、４５ページをお開けください。 

こちらは、民生費県補助金の繰越明許費でございますけども、第１０節の子育

て世帯プレミアム商品券事業補助金といたしまして６５万円が入っています。こ

ちらは平成２７年度、今年度において現在実施中です。次の第１１節の緑の産業

再生プロジェクト促進事業補助金につきましては、色見保育園の園舎の新築工事

の補助金となっております。次の１４節の子ども・子育て支援新制度に係る電子

システム構築事業補助金といたしまして、本年４月１日から施行されました子ど

も・子育て支援新制度に伴いますシステムの構築に係る補助金です。こちら全額

国から補助金が来ております。 

○人権同和啓発係長（高崎康誌君） 人権同和啓発係の高崎です。 

５７ページを御覧ください。 

２節住宅新築資金貸付金元利収入と３３万５,３３０円、これが未納となってお



 － 3 － 

ります。３節の住宅新築資金貸付金元利収入過年度分ということですね、収入額

が１５４万７,４５１円、未納が２,２９７万６,２４６円未納で滞納者が８名とい

う形でなっております。 

以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

５９ページをお開けください。 

第２１款、第１項、第３目の第１節保育園建設事業債といたしまして、町債の

ほうで先ほどの緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金と併せまして、色見保

育園の園舎の新築工事の費用をここで受け入れております。町債のほうです。 

歳入につきましては以上です。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯ですが、歳入についてはもう補助事業、地方債、予算の

中でいろいろやってますから、それについては問題ないと思うんですが、あと歳

出については不用額、大きいのがあればよろしくお願いいたします。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉、阿南です。 

それでは歳出につきまして、不用額を主体に進めさせていただきます。よろし

くお願いします。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

９５ページをお開けください。 

第３款、第１項、第１目、第１９節の社会福祉総合費の負担金補助及び交付金

でございますけども、こちらで４９万８,７２５円の不用額が出ております。こち

らは、社会福祉協議会の退職者１名分の人件費の返還金が共済費として１９万５,

８７４円と、社会福祉協議会の芙蓉館の駐車場整備事業費として５００万円を補

助しておりましたが、その事業費の残が３０万１,２５１円ありました。その合計

額がこの不用額として出ております。 

続きまして、９７ページをお開けください。 

同じく、第３款、第１項、第２目の障害福祉の１９節負担金補助及び交付金で

ございますけども、こちらで２８万５００円の不用額があっております。こちら

につきましては、阿蘇圏域地域療育センター負担金並びに自立支援審査会負担金

等、いろいろ負担金がありますけども、こちらの実績値に応じまして、阿蘇管内

の人口割で負担金定められております。その負担金の見込みよりも実績値が少な

かったということで、この残が出ております。 

○人権同和啓発係長（高崎康誌君） 啓発係の高崎です。 

１００ページ、１０１ページをお開きください。 

９目同和対策費の１９節負担金補助及び交付金で歳出額４０８万１４０円の歳
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出となっております。これは、町内にあります運動団体の助成金、２団体ありま

すが、と熊本県市町村人権啓発事業推進協議会の負担金等の支出となっておりま

す。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

続きまして、１０３ページをお開けください。 

第３款、第２項、第１目の２０節扶助費でございますけども、こちらは出生祝

い金ですね、出生祝い金のほうが３０万円の不用額が出ております。こちらにつ

きましては、年度末までの出産予定を考慮しまして３月のほうで減額補正をしま

したけども、年度内の申請がなかったためにこの３０万円の不用額が出ておりま

す。 

続きまして、１０５ページをお開けください。 

同じく第３款、第２項の第３目、２０節扶助費でございますけども、こちらは

ひとり親家庭の医療費の助成金でございます。こちらにつきましては３６万８,５

５４円の不用額が出ております。こちらにつきましては、月平均の助成額から歳

出して３月に増額補正をしましたけども、年度末までの助成申請額が少なかった

ために、３０万ほどの不用額が出ております。ひとり親家庭医療費につきまして

は、１年前までの診療分までさかのぼって申請することが可能ですので、このよ

うな残額が出ております。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

以上、主に２０万以上の不用額について説明させていただきました。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。認定第１号、平成２６年度高森町各会計

歳入歳出決算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

続きまして、議案第４７号、高森町手数料条例の一部改正についてを議題とし

ます。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 
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提案のときにも説明しましたように、平成２７年１０月５日からマイナンバー

法が施行されることに伴い、住民票を有する全ての方に、マイナンバーを通知す

るための個人番号通知カードが地方公共団体システム等から郵送されます。その

後、平成２８年１月から本人の申出につき個人番号カードの送付が始まります。

各カードも初回交付手数料は国が費用負担するため無料となりますが、滅失、盗

難等の理由により再交付する際の手数料については国の負担はないため、受益者

負担を考えにより有料となります。このため、通知カード及び個人番号カードの

交付手数料について定める必要があることから、条例の一部を改正するものであ

ります。具体的には通知カード再交付手数料１件につき５００円、個人番号カー

ドの交付手数料１件につき８００円としております。この金額は平成２７年４月

１１日付、総務省から事務連絡でありました、通知カード及び個人番号カードの

再交付手数料の取扱いについて示された基準額とさせております。今後の事務手

続につきましては、先ほど資料配りましたので、担当の住民係長の石田係長に説

明させていただきます。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係、石田です。 

先ほどお配りしました資料のほうを御覧ください。 

まず、最初にスケジュールを付けております。もう、全町民の方への付番（番

号付け）はもう終わっております。今、出生された方たちには順次付番している

状況です。下のほうの、今度１０月から通知カードのほうが配られるんですけれ

ども、ちょうど真ん中くらいですね、発送開始は１０月１４日からになっており

ます。ですので、１０月１日から始まるんですけど、すぐ通知カードが手元に届

くわけではございません。ここに書いてありますとおり、おおむね１０月中で約

過半数の世帯にお届けして、おおむね１１月中には全世帯のほうに届けられる、

これ国が発送されるんですけど、届けられる予定となっております。 

次に２ページ目が送付物一式案１なんですけど、このような形で送られてきま

す。全世帯、簡易書留で送られてきます。 

３ページ目がその送られてくる中身です。まず宛名台シールそれと通知カード

が世帯で入ってきます。世帯の人数分で入ってきますので、それの説明用のパン

フレット、それと返信用封筒です。この返信用封筒の中にこの申請書に写真を入

れて返してもらうと、今度は個人番号カードができます。それが１月から交付さ

れます。３ページ、４ページ目は一応見本を付けておりますので、こちらのほう

を御覧ください。 

以上説明終わります。 

○委員長（立山広滋君） 以上ですか。はい、これから質疑を行います。質疑はあり
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ませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

通知カードとマイナンバーカードというけど、個人番号カードというのは別だ

けんね。 

○住民係長（石田昌司君） 別です。 

○委員（佐伯金也君） 一応、通知カードをもらって、それをこれでいえば返送する

ことで番号カードがまた送ってくるわけですか。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係、石田です。 

通知カードは全員に送られてきます。それを、通知カードは手元に持っておら

れて、下の申請書ですね、この切取りのこの申請書、ここを国のほうに返します。

そしたら町の役場に個人番号カードが送られてきます。それを、この通知カード

を持って取りに来られた方と交換するんです。個人番号カードと。本物のカード

とですね。ですので、この通知カードは仮のカードみたいのものです。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

ちょっと補足させていただきます。最後から２枚目の資料、個人番号通知カー

ドを見せていただきたいと思います。今、先ほど石田係長が言いましたように、

まず、１０月１４日以降にこの２番目の通知カード及びこの申請カードが、先ほ

どの封筒で送られてきます。必要に応じて、本人がそのカードが必要と思われる

方につきましては、右側に自分の写真を付けて申請するようになっております。

申請して完成しますと、１月以降までに役場のほうに一番最後に付いております

ところの個人のキャッシュカードみたいなプラスチックのカードが送られてきま

す。これはあくまで希望される方になりますので、希望される方が申請すれば差

し上げます。このカードが欲しい方が申請される方になりますので、申請されな

い方は、もう申請されなくて結構です。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

ということは、もし通知カードを交付申請書は国から送ってきたときに、自分

とこで保管しとって、いるときに出せばいいということになるんですか。いつで

もいいわけ。期限があるど。何月何日から何月何日まで何々申請しなさいとかい

うふうになってるわけですか。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

いや、先ほど言いましたように、個人についてはあくまで本人の申請ですので、

はい。申請するまでに、先ほど言いましたように、通知カードをなくされた場合

とかあるじゃないですか。そのための手数料ですね。一番最初につきましては無

料ですが、それがなくなったとかしたときに、そのためのあれで今回５００円と
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８００円を付けておりますので、全員が個人通知カードが写真付きのは必要とし

なければ、ございません。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

じゃあ、このカードはどういうときに必要になるわけ。写真付きのカードとい

うのは。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

今、テレビとかでやってますけども、消費税の還付とか今言ってますよね、そ

のときに、実現可能か分からないんですけども、買物するときにキャッシュカー

ドとかして使えれば、その２％限度で４,０００円をとか今あってますけども、基

本的に年寄りがこれを常に持ち歩くと落としたときとかのリスクが大変ですので、

これによるところを今、国のほうで論議されてる部分ですよね。ですので、基本

的には個人を証明するカードですので、必要である方は申請しておったがいいん

ですけども、必要でなければわざわざ申請されなくてもいいと思います。だから

今後、国のほうでこの前から改正法もありましたので、銀行とかの口座のときも

ありましたよね、そのときに個人証明でこういうところが提示されるということ

であれば別ですけども、基本的には本人の希望に基づいての申請になります。こ

の写真付きのはですね。 

○委員（牛嶋津世志君） １０番、牛嶋でございます。 

マイカードに関しては、まだまだ国のほうから確定してないからいろいろ難し

いと思います。町のほうにですね、ただ一つ、写真付きのカードをつくりますね、

先ほど言われた新生児も今準備されておるところですが、新生児なんかの写真付

きで、仮に付けてつくったとしたときに、小学校、中学校、成人したときには変

わりますね、そのあたりのときもこの５００円手数料を取ろうということになり

ますか。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

はい、基本的には最初の初回だけを無料ということになりますので、どの時点

でつくるかというのは、あくまで本人さんのですね。必要はありませんので。 

○委員（牛嶋津世志君） １０番、牛嶋です。 

あんまりはっきりと顔が変わったときに身分証明書にならんことなるから、そ

のときは、やっぱり必要に応じて役場としては手数料取るのかというのを、

ちょっと今のを聞いてみて確認しておきたいんですけど。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

今の時点では、最初の無料ですね。 

○委員（牛嶋津世志君） それ以外は取る。 
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○住民福祉課長（阿南一也君） はい。そのカードだけ持っておけば、当初のカード

だけでいらっしゃればいつでもできますので、番号自体は一生変わらないでずっ

といくとですよね。盗難でいろいろあったですけど、一生番号を使います。 

○委員長（立山広滋君） ちょっと、立山です。 

今、話ありよるけど、今、課長のほうから話があった通知カードは、出しても

出さんでもいいと。通知カードのほうは。 

○住民福祉課長（阿南一也君） いや、通知カードじゃなくて申請書ですね。申請書

はあくまで希望される方ですね。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯ですが。 

要するに、この個人番号のカード発行を希望する人は希望しなさいと、希望す

る際にこの通知カードは出せということでしょうが。さしより言うように、金融

機関の口座あたりを新規開設するときには、今後はその個人番号、マイナンバー

というのを提示せないかんようになるかもしれんけども、現在つくっておる口座

についてこれから閉鎖されるということはないわけだから、もし、あんまりため

すぎて定期預金をするときには、新たな定期を始めたりするときにはおそらくそ

の個人番号がいるわけで。でもカード発行しとらんなら、この通知カードにある

番号を言えばいいというわけね。だから、あえて急々に、そうだったらすぐカー

ドをつくっとけというわけではないわけでしょ。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

はい、今言われるとおりそういうことです。銀行のほうは、まだ、この間の改

正で通ったのは本人の同意に基づきという話だったと思うとですよね、２０１８

年以降ですね。多分その３年後２０２１年だったと思いますけど、そこが次、義

務化されるという話は聞いております。これは新聞上ですけども。それまでは、

本人さんの同意の基にという話ですので、まだ、ということは導入も今から入っ

ていくばかりですので、いろんな形で改正とかいう形で、定着するまでにはいろ

んなまだ、消費税の例の食料品の分も含めて、年寄りがいちいちカードまで持っ

ていくのでという議論もありますし、今後まだいろんな形で変更されていくと思

います。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

じゃあ、もうマイナンバーは、要するに、ここでもう通知カードを送ってきた

ときに、マイナンバーは入ってるわけだからね、通知カードの中に。この通知

カードを大事に保管しておけば、もし何らかの申請とかいろいろ、税金の申告や

らする際にマインナンバーを書いてくださいと言われたときは、通知カードの番

号を書けばいいわけであって、あえてカードというのは今現状において、無理や
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り発行する必要は、したい人はしていいんだけども、心配な人は持っとかんなら

持っとかんでもいいというわけだからね。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

はい、そのとおりです。今回はマイナンバーカードですけども、今、住基カー

ドというのもありますよね、だからそういうのもありまして、基本的に同じ考え

方ですよね。マイナンバーじゃなくて住基カードも今そういう番号で、皆さん１

人１人振られてます。カードも今、税務申告するときに自分で、それはもう同じ

ような感じなんですけども、持ってらっしゃる方もいますし、持ってらっしゃら

ない方もいらっしゃいます。私自身も持ってませんけども、それと同じような考

えでいいと思います。必要な方が個人番号を申請してつくるという形で、あとは

通知カードであった番号をちゃんと保管しておけば、いろんなときにその番号を

書きなさいというときには、その番号で記入するだけで大丈夫と思います。 

以上です。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

だから、要するに今回の改正する条例が個人番号通知カードの再交付手数料と

個人番号カードの再交付手数料、分かれるわけですね。 

○住民福祉課長（阿南一也君） はい、そうです。 

○委員（佐伯金也君） 要するに、通知カードだけで通常の日常の生活をやっていこ

うと思う人たちは、通知カードだけでいいわけですよね。だから、もし通知カー

ドを紛失したなら再発行だから５００円ですよと。通知カードを利用して個人番

号カードを発行してた人がこのカードを紛失したなら、その通知カードをなくし

てないなら、もう一遍それを持ってくると再発行は８００円でできますよと。両

方なくしてる人は１,３００円ですよということですよね。 

○住民福祉課長（阿南一也君） はい。 

○委員（佐伯金也君） はい、分かりました。以上です。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。 

○委員（佐伯金也君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４７号、高森町手数料条例の一部



 － 1 0 － 

改正については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

次に、議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

します。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

それでは、補正予算としてページに基づきまして、担当係長より説明がござい

ます。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

ページに基づいてなんですが、本会議の中でも質疑があっとったんですが、こ

の住民福祉課の分についてはね。一番、今後において懸案となるところ、重点事

項についての説明を、その他、委員さんたちが気づいてる部分があれば質問しま

すから、重点事項、変わったところがあればそういうところを説明してください。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係、石田です。 

住民係関係の予算について説明させていただきます。 

まず歳入のほうです。９ページをお開きください。 

第１４款、第２項、第２目の５節の個人番号カード交付補助金ですけれども、

こちらのほうは、平成２６年１月１日現在の住民基本台帳人口を基に国が各市町

村に交付するもので、事業費として２４２万６,０００円、事務費として２１万９,

０００円が交付決定したことにより計上したものでございます。 

○委員長（立山広滋君） 歳入はどんなですか。歳出に行ってください。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係、石田です。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

１３ページをお開きください。 

第２款、第３項、第１目の戸籍住民基本台帳費ですが、通知カード、個人番号

カード関連事務の委任に係る負担金として、先ほどお話ししました事業費分の２

４２万６,０００円を計上しました。これは、通知カード、個人番号を作成する地

方公共団体情報システム機構に支払うものでございます。 

以上、説明終わります。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係、岩下です。 

１４ページをお開けください。 

第３款、第１項、第１目の社会福祉総務費で、１３節の委託料及び１４節の使
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用及び賃借料ですけども、こちらで災害要援護者台帳管理システムの保守委託料

とシステムリース料があります。こちらにつきましては、現在福祉係と社会福祉

協議会のほうで、この災害時の要援護者台帳管理システムを導入しておりますが、

これは平成２１年度におきまして、地域支え合い事業といいまして、国の事業で

全額補助対象でこのシステムとその機器を入れております。しかし、今回ここで

上げさせていただきましたのは介護保険のほうで、介護のほうのシステムが今年

度リース契約が終わるということで、新たなリース契約をするに当たりまして、

機器の入れ替えをすると同時にこのシステムを導入しまして、この災害要援護者

の台帳管理システムと連携した一体的なシステムを構築しようということで、今

回、介護保険のほうと併せて予算を計上させていただいております。介護保険の

ほうで使いますのが、先ほど言いました地域包括支援センターシステムと配食

サービスとか外出支援サービスの管理システムが入っております。それと、この

福祉係と社会福祉協議会の中で今まで使っておりました災害時要援護者台帳管理

システムをデータを共有させまして、一つのシステムとすることで有事の際には、

日ごろの見守りを含めた介護保険などのデータが入った個人ごとの台帳管理を基

に、災害時の要援護者の避難計画とか救助とかができるものと思われます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） それでは、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

きのうのテレビでも茨城のあれがあって、あそこは大体もう避難指示が出てた

とこたいな。あんなふうにしてまだ残っとらしたたいね。まだ、行方不明者が何

人おるかは現状でまだ分からんのだろうと思います。ですから、そういうことが

ないように、今回の要介護者あたりのこういうふうなシステムをつくっていくん

だと思うんですが、社会福祉協議会がやりよる、何でした、避難のあれは、災害

の、自主避難かねあれね、自主防災組織。どの程度、地区的にいけば現在できあ

がってるか、報告受けてますか。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

今日、一覧表を持ってきましたけども、一応１８組織と一つ連絡協議会で１９

はですね、できてると思います。名簿は私のほうで持ってますので後からでも、

はい、報告は受けております。１９だったと思います。１８か１９だったと思い

ます。 

○委員（佐伯金也君） 意外なところが壊れるわけたいね、うちは外輪山の中ですか

ら、東外輪山、ここあたりも崩れないとう既成概念はあるわけなんですけども、

おそらく、今みたいに想定外のやつがあれば分からないわけですね。ですから、
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村山はできてるわけです、私のところの村山、この前自主、あれ防災組織はでき

てると思う。上在とかあのあたりはできてないんでしょうね、あと天神あたり、

町中がどうなってるかも分からんけれども、やはりそういうようなところ、山付

きなところは早急にそういうようなことができるように指導していくようにお願

いしておきます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

はい、村山は南在とか津留とか、そっちのほうは主に比較的できてたと思いま

す。 

○委員（佐伯金也君） できてました。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 色見のほうも、上色見にはできていたんですけど、

色見のほうとそれと町中ですね、山東部のほうは結構組織がされたと思います。

社会福祉協議会のほうは、また新たな設立に向けて、平成２７年度は取り組んで

いくという話は聞いております。 

以上です。 

○委員（佐伯金也君） はい。よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） お願いしておきます。ほかに発言はありませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

今の佐伯委員の意見に対しての追加ですけども、この間、県の自主防災ですか、

防災訓練あったでしょうが、あれで各地区からいくつかの団体が参加しとったと

思うんですが、そのときの出席というか、参加された動員数ですね、どのぐらい

の割合があったのか、町で把握されてますか。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

はい。訓練自体は総務課のほうの防災担当のほうでやっておりますので、うち

のほうでは数的なものは把握しておりません。ただ、自主防災組織で草部駐在区

での防災組織とそれと菅山地区、それと北部、それと上色見、それと横町、今の

五つですかね、その自主防災組織がこの間の県と町の訓練に参加したという話は

聞いております。ただ個別の参加者数等は私たちのほうではちょっと把握してお

りませんで、総務課の防災のほうが把握してると思います。 

○委員（興梠壽一君） 分かりました。興梠です。 

もう１件お願いします。先ほどの１３ページでマイナンバーの委託金、これは

マイナンバーカードを作成したときに支払う金ということですかね。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係、石田です。 

はい、そうです。個人通知カードと個人番号カードの作成代としてこの金額を

上げています。今のところ、概算でしかまだ、実際に個人番号カードを何人つく
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られるか分からないので、概算でしかきておりません。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

説明させていただきます。先ほど、説明のときに申し上げましたように、マイ

ナンバーの通知カードを発行しますよね、そこが地方公共団体情報システム機構

というところに業務を全国に一任するとですよ、そこに全部支払う部分の負担金

ですね。その分につきましては、先ほど歳入で申し上げましたように、国から全

額補助といってますので、そのままそっくりシステム機構にやっていただく形に

ですね。 

○委員（興梠壽一君） はい。興梠です。 

となると、先ほどの条例の変更についても、再発行の際はここでまた作成され

るということですか。 

○住民係長（石田昌司君） はい。住民係、石田です。 

つくられるところは、その地方公共団体情報システム機構というところがつく

られます。 

○委員（興梠壽一君） はい。興梠です。 

その際、再発行で５００円、８００円、以後払わなんとですよね。そのお金に

ついては、町が一応受けて、ここに支払うというような形になるんですかね。 

○住民係長（石田昌司君） はい。住民係、石田です。 

はい。そのとおりでございます。町が再発行手数料を取って、その分はこれと

は別でまた地方公共団体システム機構に支払う。 

○委員（興梠壽一君） はい。興梠です。 

２４０万を単純に５００円で割るとどしこにのかな。 

○住民係長（石田昌司君） ４,８００円です。５００円で割ったらですね。 

○委員（興梠壽一君） 本当は８００で割らなんとかな。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係、石田です。 

これに２４６万は通知カードも個人番号カードも入った金額です。二つ。さっ

き言った５００円と８００円が入った金額です。 

○委員（興梠壽一君） 分かりました。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 
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これから、本案について採決します。議案第４８号、平成２７年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で住民福祉課に関連する付託案件については終了いたしました。 

福祉住民課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは、本委員会に付託されました健康推進課関連の認

定第１号、平成２６年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題をしま

す。 

まず、平成２６年度高森町一般会計歳入歳出決算について、健康推進課の説明

を求めます。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言してくださ

い。 

それでは説明をお願いします。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。おはようござい

ます。 

予算書ではなくて、決算書に基づきまして課・係に別でなくその決算書の

ページで進めさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係、二子石です。よろしくお願いします。 

ページ数の２８ページ、２９ページを御覧ください。 

１２款分担金及び負担金の２項の負担金の３目の民生費負担金の中の１節老人

福祉費負担金現年分ということで、収入金が５０６万５,９５４円入ってきており

ます。これは養護老人ホーム入居者の負担金ということで、今、湯の里荘と益城

の花へんろに入居者がおりますので、そちらから入居者の負担金で入ってきてお

ります。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

続きまして、３０、３１ページです。 

同じく１２款の４目衛生費負担金の中の２節、３節健康増進事業健康診査負担

金と健康診査負担金です。これは２１２万３,７００円と１１２万３,８００円、

これはいずれも健康診査に係る自己負担金として入ってきているものです。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係、丸山です。 
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３５ページの１４款国庫支出金、１項国庫負担金、３目民生費国庫負担金です

が、このうち４節保険基盤安定負担金、予算現額が３５５万９,０００円に対して

増額している分です。 

続きまして、４１ページをお開きください。 

１５款県支出金、１項県負担金、３目民生費県負担金ですが、これ２節ですね、

国庫支出金と同じく保険基盤安定負担金として予算現額５,３７７万２,０００円

に対しまして、同額収入済みです。すみません、失礼いたしました、訂正いたし

ます。調定額が５,３７７万２,８５２円に対して同額収入済みです。 

歳入については以上です。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険、二子石です。 

続きまして、歳出のほうにいきます。 

ページが９８ページ、９９ページを御覧ください。 

３款民生費の１項の社会福祉費の４目の老人福祉費でございます。この中の１

３節委託料につきまして、予算額が１７３万４,０００円に対し、支出済額が１３

４万４,６０８円、不用額が３８万９,３９２円となっております。こちらは、梅

香苑へ委託しているデイサービス、ショートステイサービス事業等で支払いをし

ておりますが、利用者数の変動等により支払額が確定できなかったため、不用額

が発生しております。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金、こちらが予算額が９１８万２,００

０円に対し、支払額が８７７万７,７４０円、不用額が４０万４,２６０円となっ

ております。こちらの支払いの主なものは養護老人ホーム湯の里荘の負担金で５

６５万１,０００円、老人クラブ活動助成金で１８４万７,７４０円、社会福祉法

人施設の設備助成金として１２２万９,０００円支払っております。こちらの不用

額が発生してますのは、阿蘇広域行政事務組合の負担金、湯の里荘の負担金が年

度末で減額したために発生しております。 

続きまして、２０節の扶助費でございます。予算額が３,３１０万７,０００円

に対しまして、支払済額が３,２４８万５,６７１円となっており、不用額が６２

万１,３２９円となっております。こちらは、養護老人ホーム湯の里荘、花へんろ

の老人保護措置費で支払っておるものでございます。不用額が発生した理由とし

ましては、施設の利用者数の変動によりまして、こちらの支払額が確定できな

かったために発生しております。 

続きまして、５目介護保険事業費の２８節繰出金でございます。こちらのほう

が予算額１億２,２４３万３,０００円に対し、支払済額が１億２,２４３万４９６

円となっております。こちらは介護特別会計への繰出金となっております。 
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以上です。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 続きまして、同じページの３款民生費、１項社

会福祉費、７目後期高齢者医療事業費ですが、こちらのほうですね、市町村後期

高齢者の被保険者の保険税の軽減相当額を市町村が一般会計から後期の特別会計

のほうに繰り入れることで、国保被保険者の保険税負担の緩和及び国会の財政基

盤の安定課化を図る制度であります。負担の割合については都道府県が４分の３、

市町村が４分の１となっております。そのうち１９節負担金補助及び交付金です

が、こちらのほうは予算現額１億２７０万４,０００円に対しまして、支出済額が

１億２７０万３,１１４円、残が８８６円となっております。 

続きまして、１０１ページをお開きください。 

２８節繰出金ですが、こちらのほうが予算現額３,６７１万１,０００円に対し

まして、支出済額が３,６７１万４４６円、残が５５４円となっております。 

続きまして、８目国民健康保険事業費ですが、こちらのほうは、これも同じで

すね、市町村国保の被保険者の保険税の軽減相当額を市町村の一般会計から国保

特会に繰り入れることで、国保被保険者の保険税負担の緩和及び市町村国保の財

政基盤の安定化を図る制度でありまして、負担割合は、これは先ほどと同じく都

道府県が４分の３、市町村が４分の１となっております。こちらのほうは２８節

繰出金ですが、予算現額１億５,１９１万３,０００円に対しまして、支出済額が

１億５,１９１万２,１２３円、残額が８７７円となっております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

続きまして、１１２ページ、１１３ページになります。 

４款衛生費、１目保健衛生総務費の、１３節委託料です。３８７万８,０００円

に対し、３８４万８,３８０円。これは健診の委託料になります。 

続きまして、２目予防費、１１節需用費２５４万４,０００円に対し２１０万８,

１３４円、この主な支出は予防接種ワクチンの医薬材料代として２０４万６,００

０円支出しています。不用額が４３万５,８６６円出ておりますが、これは補正ま

でに予防接種人数が確定しなかったために出ております。１３節委託料１,４９８

万９,０００円に対し、１,４１２万７,４２０円。これは広域の予防接種の委託料

並びに町内の予防接種委託料として支払っております。不用額が８６万１,２８０

円でておりますが、これも補正予算までに人数が確定しなかったために出ており

ます。 

３目健康増進事業費、１１４，１１５ページに移りまして、１３節の委託料８

７２万２,０００円に対しまして、８６９万８,５２３円支出しております。これ

も健診に対する委託料で支払っております。 
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５目母子保健費、１１７ページ、１３節委託料です。４５５万４,０００円に対

しまして、４０４万２,８７０円支払っておりますが、これは妊婦健診に係る費用

となっています。５１万１,１３０円の不用額が出ておりますが、これも健診人数

が確定しなかったために出ております。 

２０節扶助費１,４４７万２,０００円に対しまして、１,３７２万６,９３６円。

これは、子ども医療費の扶助費となっております。７４万５,０６４円の不用額が

出ておりますが、これも人数が確定しなかったために、費用が確定しなかったた

めに出ております。 

以上になります。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

以上で一般会計の説明を終わります。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本件について採決します。平成２６年度高森町一般会計歳入歳出決

算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

次に、平成２６年度高森町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係、丸山です。 

まず、歳入の主なものについて説明を申し上げます。 

１８８ページをお開きください。 

１款国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税についてですが、これ

は税収の主なものになりますが、１節から６節までを併せて御説明申し上げます。

予算現額１億７,１６１万２,０００円に対しまして、調定額２億４,９９６万３,

４８６円となっております。そのうち収入済が１億７,９７２万２,９０３円、収

入未済額７,０２４万５８３円となっております。 

２目の退職被保険者等国民健康保険税ですが、こちらも１節から６節までを併

せて御説明申し上げます。予算現額７０７万６,０００円に対しまして、調定額９

４２万６５３円、収入済額７５９万７,６５４円、収入未済額が１８２万２,９９
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９円となっております。 

続きまして、１９０ページをお開きください。 

４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、こちらのほうは

予算現額が２億５,４６４万１,０００円に対し、調定額２億５,４６４万１,３５

３円となっておりまして、収入済額は調定額と同額となっております。 

２目高額医療費共同事業負担金、こちらは予算現額７３９万８,０００円に対し

て、調定額７３９万８,７４５円となっておりまして、収入済額は調定額と同額と

なっております。３目特定健康診査等負担金、予算現額１３６万５,０００円に対

し、調定額、収入済額ともに予算現額と同額となっております。 

続きまして、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、こちらのほうは１、２節

を併せて御説明申し上げます。 

○委員長（立山広滋君） １９１ページからお願いします。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険、丸山です。 

２項国庫補助金、１目財政調整交付金、これ１、２節併せて説明させていただ

きます。予算現額１億３,３７３万８,０００円に対しまして、調定額、収入済額

とも、予算現額と同額となっております。 

次に高額医療費共同事業負担金について御説明申し上げます。まず、これは高

額な医療費によりまして国保財政圧迫の緩和を図るために、市町村国保から拠出

金を財源として都道府県単位で費用を負担・調整、国及び県の支出金によって負

担するものでございます。これにつきましては、国保連合会が事業主となってお

りまして、高額医療費の発生に伴いまして８０万円を超えた分のレセプトに対し

て、１００分の５９を乗じた金額が国保連合会のほうから交付されるようになっ

ております。 

続きまして、２目の特定健康診査等負担金ですが、予算現額１３６万５,０００

円に対しまして、調定額、収入済額同額となっております。こちらのほうにつき

ましては、特定健診ということで毎年住民健診を行っておりますが、こちらのほ

うに係る分の県からの支出金となっております。特定健診については、国の指針

としては６０％ぐらいの受診を求められておりますが、高森町のほうはまだ５

０％いっておりませんで、ただし、ここ数年ぐらいこの事業が進んでおるおかげ

で、１％、２％ずつ上がってきておりまして、本年度も５０％目前ぐらいまでに

はいけるのではないかというふうに考えております。 

１９４ページをお開きください。 

２項県補助金、１財政調整交付金、こちらについては平成２０年度から高齢者

等の医療の確保に関する法律に基づいて行われ、先ほど申し上げました、特定健
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診の事業に係る分が国・県が３分の１負担ということになっております。予算現

額７,０８０万５,０００円に対しまして、調定額、収入済額ともに同額となって

おります。 

続きまして、８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目共同事業交付金

のほうですが、予算現額１億８,２１３万１,０００円に対しまして、調定額１億

８,２１３万１,５８４円、収入済額は同額となっております。こちらのほうは、

先ほど申し上げました８０万円以上のものに対して、高額な医療費に係る国保財

政圧迫の緩和を図るために、市町村の国保から財源を基にして都道府県単位で費

用負担を調整して、国保連合会から交付される。なお、県、国がこの費用の４分

の１を負担することになっております。 

続きまして、１０款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、これ１

０ページまでかかりますが、１節から３節までを併せて御説明申し上げます。予

算現額１億５,１９１万３,０００円に対しまして、調定額１億５,１９１万２,１

２３円、収入済額は同額となっております。こちらのほうは節にありますとおり、

保険基盤安定繰入金、出産育児一時金繰入金、財政安定化支援繰入金がもとと

なっております。出産一時金等については、１人当たり４２万円、費用の３分の

１が繰入れとなっております。 

２項基金繰入金、予算現額４００万円に対しまして、調定額、収入済額４００

万円となっております。こちらは、高額医療になりました５００万円を資金のう

ち必要なものが１００万で足りるということをもとに、４００万円については繰

り入れさせていただいております。 

続きまして、繰越金です。１１款繰越金、１項繰越金、２その他繰越金、こち

らのほうは、予算現額が４,０４０万円、調定額が４,０４０万６４８円、収入済

額は同額となっております。こちらのほうは、繰越しが決定した金額が入ってき

ております。 

続きまして、歳出の主なものについて説明いたします。 

２０２ページをお開きください。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費ですが、報酬、予算現額１５５

万５,０００円に対しまして、支出が１５５万４,４００円、残が６００円となっ

ております。こちらのほうは、レセプト点検のほうで雇用しております臨時職員

の報酬となっております。 

続きまして、１２節の役務費ですが１７９万４,０００円、支出が１７６万２,

５６８円、残額３万１,４３２円、これはほとんどが郵便料ということで、一部シ

ステム等の補修等についての手数料が入っております。１３節委託料１６３万９,
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０００円の予算現額に対しまして、支出が１５５万１,７３９円、不用額８万７,

２６１円となっております。こちらのほうは、システムの保守点検等の委託料と

なっております。 

２０５ページをお開きください。 

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費ですが、予算現

額６億２,３２９万９,０００円に対しまして、支出済額が６億２,３２９万８,８

１０円、不用額が１９０円です。療養給付金については、国民健康保険法に基づ

きまして、一般被保険者に対しまして疾病や負傷の治療を目的としました一連の

医療サービスの現物給付のことをいいます。国庫負担分を除いた保険者負担分が

町が７割、給付費についての給付費、医療費のことです。２目退職被保険者等療

養給付費、予算現額２,１４７万３,０００円に対しまして、支出済額２,１４７万

２,３０５円、不用額が６９５円となっております。こちらは先ほどの、一般被保

険者療養給付費と同じ内容ですが、退職者被保険者に対するものです。３目一般

被保険者療養費、こちらのほうにつきましては、予算現額３００万円に対しまし

て、支出済額２８５万１,９８６円、不用額が１４万８,０１４円となっておりま

す。こちらは一般被保険者に対する療養費についての負担となっております。 

続きまして、２０７ページをお開きください。 

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、１９節の負担金補助及び交付

金ですが、こちらは予算現額９,８１９万５,０００円に対しまして、支出済額９,

８１９万４,６２２円、不用額が３７８円となっております。これにつきましては、

一般被保険者に対しまして、高額療養費や先ほど歳入のほうでも説明いたしまし

たものが、こちらのほうの支払いとして支出しております。２目退職被保険者高

額療養費、こちらのほうは予算現額２９０万に対しまして、支出済額２５１万２,

７５２円、不用額が３８万７,２４８円出ております。これにつきましては、一般

被保険者高額療養費と同じ内容になりますが、不用額につきましては、年度末ま

で請求等がある可能性がございますので、３８万７,２４８円を残として、最終の

補正で計上しておりません。３目の一般被保険者高額介護合算療養費につきまし

ても、予算現額２０万に対しまして、支出は０となっております。こちらのほう

も先ほどと同じですね、年度末までに請求がある可能性がございましたので、減

額補正せずにそのまま残しております。 

続きまして、２０９ページをお開きください。 

４項の出産育児諸費のうち、１目出産育児一時金、１９節負担金補助及び交付

金ですが、予算現額７１１万に対して、７１１万支払っております。こちらのほ

うは先ほど歳入でもありましたが、出産費用として一人当たり４２万円の助成が
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ございますので、１人だけ３９万円を支出の方がいらっしゃいましたので、１７

名分ということで７１１万としております。 

続きまして、３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等、１目後期高

齢者支援金、予算現額１億３,９０８万９,０００円に対しまして、支出済額１億

３,９０８万８,１９０円、不用額が８１０円となっております。これにつきまし

ては、７５歳以上の高齢者を対象といたしました後期高齢者医療制度が、平成２

０年度に導入されておりまして、その医療費が現役世代の保険税４０％、７５歳

以上の高齢者の保険料１０％でまかなわれております。この現役世代が拠出する

後期高齢者医療制度の保険税を後期高齢者支援金と言っております。 

２１１ページをお開きください。 

５款介護給付金、そのうち負担金補助及び交付金ですが、予算現額６,９０３万

７,０００円に対しまして、６,９０３万６,５９３円の支出をしております。不用

額が４０７円となっております。こちらのほうは、国民健康保険には医療保険に

当たる医療給付分と介護保険の２号保険者が納付する介護給付分があります。医

療給付分については、全ての国民健康保険加入者に介護の納付金分には国民健康

保険に加入している方のうち、４０歳から６４歳までの方に保険税から収めてい

ただくことになっています。国民健康保険に加入している４０歳から６４歳まで

の方の場合、国民健康保険税の一部として介護納付金を高森町に収めていただき、

社会保険診療報酬支払基金に介護納付金として納入しております。 

６款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目共同事業医療費拠出金、予算

現額２,９４３万１,０００円に対しまして、２,９４３万６２６円の支出をしてお

ります。不用額が３７４円となっております。これは共同事業として町村の財政

のほうから県のほうに拠出をいたしまして、その分を支払いとしてあげておりま

す。 

２目保険財政共同安定化事業拠出金、これも内容的に同じものになりますが、

予算現額１億３,３００万に対しまして、支出が１億３,２９９万９,５８４円、不

用額４１６円となっております。こちらのほうにつきましては、医療費３０万か

ら８０万に係る分についての助成分となっております。 

７款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、こ

のうち７節賃金についてですが、予算現額３５７万４,０００円に対しまして、３

５７万３,８５０円の支出をしております。不用額については１５０円となってお

ります。この賃金につきましては、管理栄養士で１人、特定健診用の準備等に対

しまして２人の臨時を雇った賃金になっております。 

続きまして、２１３ページをお開きください。 
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先ほどの続きになりますが、１３節委託料、予算現額６９０万に対しまして、

６１１万１,７４５円の支出をしております。不用額が７８万８,２５５円となっ

ております。これにつきましては、住民健診等に係りました費用の支出となりま

す。委託の期間につきましては年度末までとなっておりますので、減額補正をし

ておりませんので、７８万８,２５５円不用額として残っております。 

続きまして、１０款諸支出金ですが、償還金及び還付加算金、こちらにつきま

しては次のページの２１５ページをお開きください。 

３目一般被保険者償還金、予算現額１,４１１万７,０００円に対しまして、１,

４１１万６,５６８円の支出となっております。不用額４３２円でございます。予

備費につきましては、不用額となっておりますが、これはそのまま収支の調整に

なっておりますので、そのままの金額となっております。 

支出につきましては以上です。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

先ほど、佐伯委員がおっしゃいました件について、ちょっと詳しくと言います

か、こちらのほうで説明できる範囲で説明をさせていただきたいと思います。 

監査委員さんの資料の２０ページを開けていただいてよろしいでしょうか。 

この中で、やはり滞納額について伸びがあるということで指摘をされておりま

す。１７表で見ていただくと分かりますけど、やはり現年分の残りと過年分の残

りとを合わせたやつが滞納繰越額になっていくわけなんですけど、過年分を一生

懸命がんばると現年分がどうしてもおろそかになる。現年分を一生懸命になると

過年度分がおろそかになるという部分がありまして、なかなかうまくいかないと

ころがある。特に平成２４年度に対しましては過年分の収入は５７０万円に対し

て現年分の繰越額が１,１００万という、この年が６００万増えたりということで、

若干、ちょっと職員の徴収の対応の仕方によってはこういった状態も出てくるの

も現状でございます。もう一つが、健康保険だけに係る住民税も一緒なんですけ

れど、収入があった翌年に課税ということなものですから、そこも滞納が残る要

因の一つとなると私たちは思っております。というのは、なかなか収入あった年

のお金が翌年残ってるかというと、自分たちもそうですけど、なかなかそれが

残ってないものですから、収入がポンとあって保険税、住民税が上がる、でも翌

年その収入がなければ、それを支払うためのお金がないというのが現状もありま

して、ですから、１回そういった部分で国保の滞納者になってしまうと、なかな

かそこから脱却するというのは難しいという現状もございます。それで健康保険

税だけではなく、やはり住民税であったりとか、あとは国民年金であったりとか

水道料であったりとかいうようにして、全部に掛かってくるものですから、そう
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いう者に対してなかなか健康保険だけ回収するというのは難しい問題であります。

そこで今プロジェクトチームをつくりまして、一応、課を超えてやってるところ

ございます。でも、その中でやってるのも税法に基づく、要は権利といいますか、

不納欠損ということですね、これも税法上も一応認められてるところでございま

すので、ただ単に不納欠損するのではなく、業務をやって、その流れで収納が難

しいということについては、法律に基づいて手続について不納欠損、不納財産を

手放すという部分ですね、そういったところも今後はやっていくことが必要に

なってくると思います。 

それからもう一つ、高額滞納者になかなか保険証の部分のお話をしましても、

病院にかからないから払わないという、これは本当は、おっしゃられることとし

ては私たちとしては違いますよと説明するんですけど、そういった部分で過年度

分についても、私は以前病院にかかってないのでこれは払う必要はないでしょう

という認識の方もいらっしゃるものですから、そういった方に対する健康保険の

相互扶助という考え方について説明するということについても、やはりなかなか

御理解いただけないところもあるというのも現状でございます。 

それからもう一点、弁償金についてでございます。弁償金については、委員さ

ん皆さま本人のことを御存じだと思いますけど、やはり個人的な内容もございま

して、今ちょっと収納が本人さんが不可能な状態になってるとの現状でございま

す。ですから、私たちも面談をしてお話はしますけれど、あとは本人さんの意識

といいますか、少ない中からでも本人が収めますという意識があれば、少しずつ

でも解消はするんですけど、なかなかそこまでは至ってないのが現状でございま

して、面談をしてお話をして終わりというのが現状でございます。ですから、こ

れについても法的手段によりまして、訴えまして、ぼちぼち解消しなくてはいけ

ない部分ではあるというふうに思ってるところでございます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい。佐伯です。 

今、課長のほうから説明があったとおり、健康保険税の収納状況、これはやっ

ぱり翌年に課税だから、非常に今の雇用形態、社会情勢というのが不安定ですね。

去年どんなに収入があっても、翌年にそれが継続するかどうかというのは分から

ん。ただ、取るがわからすれば、そのときに何で翌年分をある程度ためておかな

かったんですかという話になるんですが、取れたときに過年分を照会したりして

るわけよね逆に。そのときに翌年分は残らなかったりするわけですよ。ですから、

なかなか徴収についても難しいと思います。ただ、過年分が６,１００万ぐらいあ
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るわけですが、下手すればこれは弁済金と同じくらいの金額になってくる恐れが

あるわけです。どのあたりで不納欠損にするかということもあるんですけれども、

一番古いのは国民健康保険税、大体何年度分ぐらいからの数字になるわけ。単純

に考えれば６,１００万が２４年度のだから、平成１８年ぐらいからあるのかなと

思うんですけど。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険の丸山です。 

佐伯委員さんの質問にお答えいたします。今、現在持っている資料では、お名

前等はちょっと伏せますが、平成７年度がございます。 

○委員（佐伯金也君） 一番古いのがね。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） はい。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 補足いたします。過年度分については、一応、本人

の分納誓約書、私は未納がありますという認識ですね、それからいわば差押えで

すね、そういった部分で時効が来ないような感じで手続はしておりますので、で

すから、過年度分が全て時効になるかというと、そういうものではないというの

は補足させていただきます。 

○委員（佐伯金也君） 今のは徴収側の話たい。この厳しい社会を乗り切っておられ

る住民側からすれば、いい加減に不納欠損に上げてくれよという気持ちもあるん

だろうと思いますよ。もう２０年ということになってくれば、当時五十五、六歳

だった者たちは、もう７５歳。それから先、今の徴収状況を考えたときに、年金

の中から後期高齢者医療費は引かれるわ、介護保険料は引かれるわ、様々なもの

を天引きで引かれてきた中で、その中でもあえて生活をしていかなんということ

になってくると、非常に重荷を背負わせるような気もするんですが、ただ、やっ

ぱり相互扶助から考えれば、払わぬもうけはいけませんよという意識で、私たち

はおらないかんと思います、確かに。しかしながら、払わぬもうけはなくしてい

かないかんのだけども、じゃあ払えないと、どうしても払えないという人たちを、

どうやったら払えるようにするかということですよね。見ておれば、生活環境が

変わってて、自分で仕事自営業してやっておられる方もいらっしゃいます。そう

いう人たちが、やっぱり自己申告なものだから、現金収入ではないんだけども、

町で知らないところから所得を得た分については、当然、役場側は知らないまま

でいってしまう恐れがあるわけです。だから、そのあたりも日ごろから調査はし

ていく必要があると思います。特に、これだけの金額になってくると真面目に

払ってる方たち、そんな人たちが非常に不信感を持たれる。そうすると、このほ

うが、国民健康保険特別会計というのはどんぶりではなくして、目的ですから歳

出を計画立てたら、歳出予算だったら、それに併せて歳入を計算するわけですよ
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ね。だから、これだけ上がってくるとなかなか計算もしにくくなってくると思い

ます。ですから、徴収業務も大切なんですけれども、調査業務、滞納されてる方

たちがどういう生活をされてるかということも調査して、もし仕事等に就いてな

いようであれば、何らかの仕事も紹介していくようにやって、それから天引きす

るということも私はやっていく必要があると思ってます。一遍、家に持って帰っ

たなら払わんもん。持って帰る前に給料取りだったら、給料の中からやる。昔は

町県民税、住民税については事業所が立替え払いしてた。今はもう建て替え払い

せんと、こっちからお願いするんですね、事業所のほうに。そういうことを、各

町内の事業所あたりにお願いして回らんと仕方ないと私は思いますので、今後、

プロジェクトチームの中でこれも踏まえて話合いをしてください。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかになかですか。 

［ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本件について採決します。平成２６年度高森町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

次は１５分ぐらいで済むかな。よかですか。 

次に、平成２６年度高森町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係、丸山です。 

歳入のところからいきます。２２９ページをお開きください。 

後期高齢者医療保険料ということですが、こちらの数字のほうはよろしいで

しょうか。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） こちら後期高齢者医療の保険料は、１人当たり

の定額の保険料「均等割」と、所得に応じた保険料「所得割」を合算した額と

なっております。負担の額に応じて保険料を負担していただくこととなっており

ます。これは国民健康保険も同じですが、その部分につきまして、１款後期高齢

者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、こちらのほう

が予算現額が３,８５０万に対しまして、調定額３,８８６万２,６００円、収入済

額が３,９３５万４,７００円、収入未済額がマイナスの４９万２,１００円となっ

ております。還付未済額につきましては、本来は、例えば社会保険とかに入られ
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た場合についてはお返しするべきところが、まだお返しができてなかった分とい

うことになります。ただ、社会保険等に入られたときの申出については、年度を

超えたり、時期についてどうしても年度内に処理ができない分が出てきますので、

こういう金額が出てきます。 

２目普通徴収保険料、こちらのほうは特徴の場合は引き落とし等になっており

ますが、普通徴収保険分につきましては、納付書によって払い込んでいただいて

る分になります。予算現額１,３２９万９,０００円に対しまして、調定額１,３７

８万８,５００円、収入済額が１,３７４万７,０００円、収入未済額が４万１,５

００円となっております。 

続きまして大きいところで、３款繰入金ですが、こちらにつきましては、保険

基盤安定繰入金としまして、市町村後期高齢者の被保険者の保険税の軽減相当額

を、市町村が一般会計から後期特別会計に繰り入れることで、国保被保険者の保

険税負担の緩和及び市町村国保の財政基盤の安定化を図る制度であります。負担

割合が都道府県が４分の３、市町村が４分の１、金額は広域連合から１月ごろに

提示されてきます。予算現額が３６９万５,０００円に対しまして、調定額、収入

済額とも、同額となっております。 

続きまして、２３２、２３３ページをお開きください。 

５款の諸収入、４項の受託事業収入、１目の後期高齢者医療広域連合受託事業

収入ですが、こちらのほうは、平成２０年度から高齢者の医療の確保に関する法

律に基づきまして、広域連合から市町村へ業務を委託する健康診査事業の経費に

なっております。予算現額２４１万３,０００円に対しまして、調定額２４１万３,

９２９円、収入済額同額となっております。 

続きまして、歳出について御説明申し上げます。 

２３５ページをお開きください。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１

目後期高齢者医療広域連合納付金のうち１９節負担金補助及び交付金ですが、こ

れについては広域連合のほうで徴収等していただいておりますので、その分につ

いての納付になります。予算現額８,５７１万５,０００円、支出済額８,５７１万

４,２４６円、不用額７５４円となっております。 

続きまして、２３６ページ、２３７ページをお開きください。 

３款保健事業費、１項健康保持増進事業費、１目健康診査費、１３節委託料で

すが、こちらのほうは国民健康保険でもありました、住民健診等に係る委託料と

なっております。予算現額１９３万３,０００円に対し、支出が１９３万２,４０

０円、不用額が６００円となっております。 
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後期高齢者医療特別会計については以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本件について採決します。平成２６年度高森町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

続きまして、平成２６年度高森町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て健康推進課の説明を求めます。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係、二子石です。 

介護保険特別会計の歳入歳出決算について説明をいたします。 

まず、２５４ページ、２５５ページを御覧ください。 

歳入についてですが、１款保険料、１項介護保険料の１目第１号被保険者保険

料の１節が現年分ですが、現年分の収入額が１億１,８８６万１,５０３円となっ

ており、収入未済額がマイナス２９万４,２０３円となっております。これは死亡

者等の還付未済額が２１９件で１１６万２,５００円ありますので、実際の収入未

済額としましては、８６万８,２９７円となっております。 

次に、２節の滞納繰越分でございますが、収入済額が５８万６,８００円となっ

ており、収入未済額が４７６万３,４００円となっております。 

次に、第３款の国庫支出金、１項の国庫負担金につきましては、こちら介護給

付費負担金で国費の分となっております。こちらのほうが収入済額が１億５,８７

７万６,７４１円の収入となっております。 

次に、２項の国庫補助金につきましては、１目、２目、３目、４目とあります

が、合計で収入が９,５７１万２,５４７円となっております。内訳としましては、

１目が調整交付金ということで８,６２３万３,０００円、２目が地域支援事業交

付金のうちの介護予防事業費で１６２万９,９２６円、３目の地域支援事業交付金

の包括的支援事業で６５２万５,６２１円、４目の事業費補助金で１３２万４,０

００円となっております。４目の事業費補助金につきましては、これは生活介護

支援サポーター養成事業や介護報酬改定等に伴いますシステム改修に係った補助

金でございます。 
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次に２５６ページ、２５７ページの４款支払基金交付金です。こちらの支払基

金交付金のほうが全体で収入が２億５,３２３万８,０００円の収入があっており

ます。内訳としましては、１目が介護給付費交付金の基金分でございまして、２

億５,１３４万８,０００円、２目のほうが地域支援事業の支援交付金といたしま

して１８９万円の歳入となっております。 

続きまして、２５８ページ、２５９ページを御覧ください。 

５款県支出金でございます。１項の負担金につきましては、介護給付費負担金

の県費分でございまして、１億２,４３７万４,９１８円の収入となっております。 

続きまして、３項の県補助金でございますが、こちらが全体で４０７万７,７７

３円の収入がありまして、内訳としましては、地域支援事業の介護予防事業で８

１万４,９６３円、同じく地域支援事業の包括的支援事業で３２６万２,８１０円

の収入となっております。 

続きまして、６款繰入金でございます。１項の一般会計繰入金は１億２,２４３

万４６９円の収入額でございまして、内訳としましては、介護保険給付費の町負

担分といたしまして１億７１２万５,０００円、それから、２目の地域支援事業繰

入金及び３目の地域支援事業繰入金のこれが介護予防事業と包括的支援事業、そ

れぞれが８６万３,９６３円と３２１万３,５０１円の収入となっております。そ

れと４目のその他一般会計繰入金でございますが、こちら事務費等に係る繰入金

といたしまして１,１２２万８,０００円となっております。 

次に２６０ページ、２６１ページをお願いします。 

７款繰越金です。平成２５年度からの繰越金が２,６９８万８,２６０円となっ

ております。 

次に８款諸収入でございます。ページが２６２ページ、２６３ページへ移りま

す。 

この中の３項雑入の２目返納金、２節の滞納繰越金ですが、調定額が２０６万

８,５４６円に対し、収入額は０、収入未済額が２０６万８,５４６円となってお

ります。これは株式会社パスファインダーの返納金ですが未収入となっておりま

す。 

次に３目の雑入ですが、収入額が４５０万８,０２０円の収入となっております。

これは地域包括支援センター介護給付費として、国保連合会から入ってきている

ものです。 

次に２６４ページ、２６５ページを御覧ください。 

ここから歳出のほうに移ります。まず１款総務費の１項総務管理費、１目一般

管理費の１３節委託料を御覧ください。支出済額が４０９万７,７７５円を支出し
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ております。これは介護保険関係のシステムの委託料として支払っております。 

次に３項介護認定審査会費の１目介護認定審査等費の１２節役務費で２６０万

７,９００円を支出しております。これは介護保険認定申請の際に病院から必要な

主治医検証作成を依頼したときに係る費用でございます。不用額が３３万８,１０

０円となっておりますが、この作成依頼の件数が不確定のため支払額が確定しな

かったために不用額が発生しております。 

次に２目介護認定審査会費でございます。ページが移りまして２６６ページ、

２６７ページになります。こちらの１９節負担金補助及び交付金で３１８万２,０

００円支出しております。これは介護保険の認定審査会のほうが阿蘇広域のほう

で行われますので、そちらの負担金として支払いをしております。 

次に２款保険給付費でございます。１項の介護サービス等諸費の１目介護サー

ビス等諸費の１９節負担金補助及び交付金から７億４,９１６万４,８９４円を支

出しております。こちらが要介護者さんが介護サービスを利用したときに給付費

として支払ったものでございます。 

次に、２項の介護予防サービス等諸費の１目介護予防等サービス諸費の１９節

負担金補助及び交付金で４,３０８万２,９７８円を支出しております。こちらは

要支援者が介護予防サービスで利用した分として給付費で支出をしております。 

次に２６８ページ、２６９ページを御覧ください。 

４項の高額介護サービス費等でございます。１目の高額介護サービス費等の１

９節負担金補助及び交付金から１,７８１万５,８４７円を支出しております。ま

た、２目の高額医療合算介護サービス費等の１９節から２０４万３,７２３円を支

出しております。これらは介護サービス利用者で、月々の負担額が一定額を超え

た場合、その超えた分に対して支払いをしているものでございます。 

次に６項の特定入居者介護サービス費等の１９節負担金補助及び交付金でござ

います。こちらのほうは４,３４１万７７０円を支出しております。これは有料老

人ホーム利用者分に対する給付費として支出をしております。 

次に５款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防等事業費です。

ページが２７０、２７１ページになります。 

そちらの１３節委託料でございます。こちらが支出が５９３万６,３３９円を支出

しております。これは地域支援包括センター委託料としまして５３６万９,０１９

円、また介護二次予防訓練事業としまして５６万７,３２０円を支出しております。

不用額が２６万１,６６１円となっておりますが、これは二次予防訓練事業の参加

者の数が不確定のため支払額が確定できませんでしたので、不用額が発生してお

ります。 
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次に２項の包括的支援事業費の１目包括的支援等事業費の中の１節報酬と４節

の共済費につきましては、介護包括支援センターで非常勤をやってる方への報酬

と共済費になります。２節、３節につきましては、任期付き職員でございますが、

こちらは総務課のほうで計上している分になります。 

続きまして、１３節の委託料でございますが、委託料のほうで４６３万９,０４

０円を支出しております。これは食の自立サービス事業ということで、配食サー

ビス事業及び介護予防のケアプランの原案作成の委託料として支出をしておりま

す。 

次に２７２、２７３ページを御覧ください。 

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金の２目償還金の２３節償還金利子及

び割引料でございますが、こちらのほうで１,３２０万８,５３５円を支出してお

ります。これは平成２５年度の介護保険給付費及び地域支援事業費確定に伴いま

す国費、県費、基金への償還金でございます。 

次に３項の繰出金でございます。１目他会計繰出金、２８節の繰出金で２５８

万９,２７２円支出しておりますが、こちらにつきましても、先ほど言いました平

成２５年度の介護保険給付費及び地域支援事業費確定に伴います、町の分ですね、

これを一般会計のほうで操り出しをしております。 

以上で説明を終わります。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

二点ほど補足させていただきます。 

まず一点目が返納金についてでございます。パスファインダーと今訴訟のほう

を行っておりまして、大体２カ月に１回の程度のペースで今事務のやり取りを

行っております。なかなか内容まで入っていってないのが事実でございまして、

今度の１１月末にございますが、そのときにやっとお互いの書類的にやりとりと

いうことで、今までは書類のどうやってつくるかという、そういった事務的な話

でしたものですから、これからが、内容の審査に入ってもらいますので、また内

容につきましては少しずつ進みましたときには御報告させていただきたいと思い

ます。 

それからもう一点、すみません、２５５ページを開けていただいてよろしいで

しょうか。 

２５５ページの滞納繰越金についてですけれど、滞納繰越額で３８名と書いて

ございます。このうちの金額は収入未済額が４７６万３,４００円が入ってまいり

ますので、この５８万６,８００円は収入済額ということで、滞納繰越額ではござ

いませんので、すみません。消していただきますよう、よろしくお願いしたいと
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思います。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本件について採決します。平成２６年度高森町介護保険特別会計歳

入歳出決算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

お諮りします。しばらく休憩したいと思います。よろしいでしょうか。 

１時１５分から再開します。お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時１５分 

再開 午後１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 定刻より若干早めですけれども再開します。 

議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（馬原恵介君） はい。健康推進課長の馬原です。 

決算に引き続きまして、各係ごとではなくて、ページに則して説明させていた

だきたいと思います。 

では課長のほうで代わりに説明いたします。 

では予算書の５ページをお願いいたします。 

第２款の債務負担行為の補正について説明申し上げます。これについては午前

中、住民福祉課のほうで説明があったと思いますけど、地域包括支援センターの

システムをリースしようということで、リースの管理に伴いましてリースの変更

と、それから災害時の要援護者台帳管理システムのところですね、システムの整

合性をさせるための補正でございます。 

続きまして、歳入のほうに入ってまいります。１０ページをお願いいたします。 

第１８款の繰入金でございます。第２目の特別会計繰入金、これは特別会計介

護保険に対する繰入金になっております。 
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歳入は以上です。 

歳出です。１４ページをお願いします。 

第３款の民生費になります。第４項の老人福祉費です。委託料及び使用料及び

賃借料については先ほど債務負担のほうで説明いたしまいたけれど、地域包括支

援センターのシステムにつきましての補修委託料より機器のリース料になります。 

それから５款の介護保険医療費になります。介護給付費の町の負担金、それか

ら介護事務費繰出金ということでシステム改修費、これは補助事業の２分の１が

町負担分です。合わせて７９０万６,０００円の補正になります。 

続きまして、その下の１５ページになります。 

４款の衛生費です。１目の保健衛生総務費になります。委託料です。健康診査

委託料ということで、これは健康診査委託料として若干の不足が生じる恐れがあ

りましたので、その分について補正させていただきました。 

以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計

補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

次に、議案第４９号、平成２７年度高森町国民健康保険特別会計補正予算について

を議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（馬原恵介君） はい。健康推進課長の馬原です。 

予算書に基づいて説明をさせていただきます。 

補正予算書の６ページをお願いいたします。 

歳入になります。主なものを説明させていただきます。 

第８款の共同事業の交付金です。これは、共同事業交付金の事業の内容が確定した

ことに伴います財政安定化事業交付金の交付額１億３,８９５万８,０００円行われるこ

とによる歳入増でございます。 
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それから第１１款の繰越金です。その他の繰越金３３１万８,０００円になります。

これは２６年度の決算が確定したことに伴います繰越金増額でございます。 

続きまして、歳出になります。これも主なものを説明させていただきます。 

第６款の共同事業支出金です。これは歳入で説明しましたとおり、共同事業交付金

事業の拡張に伴います負担金補助及び交付金の増額でございます。１億３,８９５万９,

０００円となっております。 

それから１０款諸支出金の１目一般被保険者保険税還付になります。２３節の償還

金利子及び割引料ということで、これは一般被保険者の保険税、過年度分還付金とい

うことで、常に還付金は発生しておりますが、今年度はさかのぼっての健康保険の離

脱が多いものですから、脱退が多いものですから、その分のですね、結構かさむ金額

が発生する恐れがあるので２００万補正させていただきました。 

以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４９号、平成２７年度高森町国民健康

保険特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

議案第５０号、平成２７年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算についてを議

題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（馬原恵介君） はい。健康推進課長の馬原です。私のほうから説明さ

せていただきます。 

まず、歳入のほうから説明させていただきます。予算書の６ページをお願いいたし

ます。 

繰越金３０２万６,０００円です。これは平成２５年度分の繰越金が発生したことに

伴います繰越金が３０２万です。 

それから７ページです。歳出になります。 

予備費が３０２万６,０００円です。これは歳入の補正を行ったことによります歳出
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の調整になります。 

以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第５０号、平成２７年度高森町後期高齢

者医療特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

続きまして、議案第５１号、平成２７年度高森町介護保険特別会計補正予算につい

てを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（馬原恵介君） はい。健康推進課長の馬原でございます。私のほうか

ら説明させていただきます。 

補正予算書に基づいて説明をさせていただきます。６ページをお願いいたします。 

歳入につきましては、国庫支出金それから支払基金交付金、県支出金、繰入金につ

きましては、２７年度分の給付費に伴いまして、各費目の負担額が確定したことに伴

います補正でございます。 

介護につきましては、国、県、支払基金、町と負担割りが決まっておりまして、給

付費が確定すれば決定するわけです。その分の負担割りについては各予算のほうから、

その分を増やすことになっておりますのでその分の増額となっています。 

それから第７款の繰越金、これ７ページになります。第１節の保険給付費繰越金と

いうことで８４７万５,０００円を減額しております。これは平成２６年度分の決算が

終わったことに伴います繰越金の確定に伴います減額でございます。 

続きまして、８ページ、９ページになります。 

歳出について説明申し上げます。８ページと９ページの上段までは歳入補正予算に

伴います財源の組替えになっております。 

それから第７款諸支出金ですね。第２款の償還金になります。償還金利子及び割引

料１,０５７万５,０００円増額しております。これは平成２６年度分の決算が終わった

ことに伴いまして、先ほど申しました、国、県、支払基金に対する、２６年度で交付
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をいただきました負担金につきまして、補正予算をした分についての保険料還付額で

す。 

続きまして、１０ページになります。 

第７款諸支出金の他会計繰出金です。これは２５５万１,０００円の繰出金になって

おります。これは町負担分につきまして、一般会計への操り出しになっております。 

以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第５１号、平成２７年度高森町介護保険

特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

以上で、健康推進課に関連する付託案件については終了いたしました。健康推進課

の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは、本委員会に付託されました教育委員会関連の認定第

１号、平成２６年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言してください。 

それでは教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

それでは、認定第１号、平成２６年度高森町各会計歳入歳出決算につきまして、各

担当係長より御説明を申し上げます。まず、学校教育係長よりお願いします。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長の法花津です。 

２６年度の歳出決算について、不用額が２０万円以上超えてるものについて御

説明を申し上げます。 

決算書の１５１ページを御覧ください。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 委員長、すみません。事務局長の阿部ですけ

ど、歳入のほうから順追っていきたいと思いますけど。歳入からですね。すみま

せん。歳入のほうからお願いします。 
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○委員（佐伯金也君） 歳入はよか。佐伯ですが、歳出で不用額２０万円以上出たの

を主に説明してる時に歳入の根拠は言ってください。それでよかです。よろしい

ですね、ほかの委員さんたち。はい、それでお願いします。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長、法花津です。 

それでは、先に歳出のほうについて説明を申し上げます。 

予算書１５１ページになります。 

事務局費の需用費のほうが４４万円ございますが、これは主にガソリン代、燃料代、

食糧費の残額によるものです。 

続きまして、下の２０番扶助費ですが４２万６００円残額となっております。これ

は主に小学校に入学した子どもさんのところに送られます就学支援事業の支援券の使

用分ということで残額しております。 

続きまして、１５５ページを御覧ください。 

小学校費になります。こちらは小学校２校分と事務局が小学校分として予算を取っ

ている分の合計になります。１１番目の需用費ですが、主に事務局費のほうにおける

修繕料の残額がありまして、２校と事務局を合わせて９７万円の残となっております。 

また、１４番の使用料及び賃借料で２８万７,０００円ございますが、こちらは、ス

クールバスの校外活動の使用料として見込んでいた分の残額となります。 

続きまして、１５７ページに移ります。 

こちら中学校費になります。こちらも事務局分と中学校２校分の合計分となります。

１１番目の需用費ですが、主に高森東中学校の残額が残っている関係で、２校と事務

局合わせて７８万円の残となっております。１４番目の使用料及び賃借料ですが、こ

ちらは中学校のスクールバス校外活動分の残額ということで８０万６,０００円の残と

なっております。 

１５９ページに移ります。 

中学校の学校施設管理費となります。需用費で３２万２,８６４円ございますが、こ

ちらは事務局のほうで施設の突発的な補修に対応するための修繕費としてあげていた

のが主な内訳となっております。 

以上で学校教育係に関する分の説明を終わります。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。 

１６１ページをお開きください。 

４目の地域改善対策事業費で報償費が３０万１,５００円余っておりますが、これに

つきましては、上在憩いの家でふれあい子ども会の学習会が毎週行われております。

それが３月末までありますので、報償費が特定できなかったための不用とさせていた

だいております。 
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続きまして、１６３ページをお開きください。 

５目の社会教育施設につきましては、生活環境課と予算が２６年度は一緒になって

おります。その中で、需用費の７７万５,５０２円とありますが、これは生活環境課と

一緒に予算がなっておりますので、教育委員会分の不用としてはここに３０万の不用

が生じております。これにつきましては、電気代等の不用額が生じております。 

社会教育係からは以上です。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

学校給食係の中川係長につきましては、現場のほうに出ておりますので、私が代わ

りまして説明したいと思います。 

１６５ページになります。学校給食費の１１需用費です。不用額が６３万１,５２６

円出ておりますが、これにつきましては、燃料単価が下がっております、それから光

熱水費等が使用が少なかったということで、原因としては主な理由が挙げられます。

６３万１,０００円不用額が出ております。 

以上です。 

歳入歳出決算につきましては以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） 以上ですか。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本件について採決します。認定第１号、平成２６年度高森町各会計歳入

歳出決算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題とします。 

教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきまして、各担当係長よ

り御説明を申し上げます。 

○委員（佐伯金也君） これはもう、局長、あなたがまとめてしなさいよ。少ないと

だけん。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 私でいいですか。分かりました。すみません、

私のほうから説明させていただきます。 
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最後のページになります。１７ページになります。 

教育委員会の事務局費で予算を組んでおります。需用費、修繕料、これにつきまし

ては、高森東中学校のスクールバスの修繕料を計上いたしております。スクールバス

につきましては、東中学校に６台ありますが、この中の中型のスクールバスでござい

ます。平成７年度に購入いたしまして、約２０年経過しております。エアコンとか使

用できないということで、今回修繕料を上げております。それから１４節の使用料及

び賃借料、これコピー機の使用料ということで、コピー機が変わりましたのでこの分

の使用料を計上いたしました。それから備品購入につきましては、各中学校にアイ

パッドがあります。これの管理用の端末機ということで、各中学校に１台ずつパソコ

ンを購入する予定で予算を計上いたしました。 

それから、教育費の小学校費、学校施設管理費につきましては、高森中央小学校の

南側に立木が１７本ほどありますけど、ちょうど土手のほうにありますので、風が吹

いて倒れる危険性があるということで、地域の住民の方からも要望がありまして、今

回、賃金と機械使用料で伐採するということで予算を計上いたしました。 

それから、社会教育費につきましては、社会教育委員長の山邉さんが県のほうの役

員になられたということで、旅費と需用費のほうを計上したしました。 

以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計

補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

以上で教育委員会に関連する付託案件については終了いたしました。教育委員会の

皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議いたしま

す。 

閉会中の継続調査については、１、社会福祉と健康に関する事項、２、健康保険税
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に関する事項、３、保育園に関する事項、４、学校教育及び社会教育の振興に関する

事項、以上、４項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

これで、文教厚生常任委員会は閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時４０分 

 

 



 

 

 

 

平成 27 年第３回定例会  

 

 

 

建設経済常任委員会会議録 

 

 

平成 27年９月 14日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高  森  町  議  会  



 － 1 － 

平成２７年第３回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２７年９月１４日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） おはようございます。定足数に達しましたので、建設経済

常任委員会を開会します。 

それでは、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１、本委員会に付託されました議案について審議い

たします。 

まず、本委員会に付託されました農林政策課関連の認定第１号、平成２６年度

高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言してくださ

い。 

それでは、農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 皆さん、おはようございます。農林政策課長の後藤

と申します。お世話になります。 

高森町歳入歳出決算書の詳細につきまして、歳入項目より歳出項目という順番

で御説明を申し上げます。それぞれ担当係長が申し上げますので、よろしくお願

いいたします。 

それでは、まず歳入のほうからお願いします。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係長の甲斐です。 

３０ページをお開きください。１３款使用料及び手数料、１項使用料、５目農

林水産業費使用料、２節農業機械使用料３万７,８００円で、滞納が１名になって

おりますけど、６月１日に収納しております。３節農業機械使用料過年度分につ

いては未だ未納で、６月以降に文書による請求はしておりませんけど、電話をか

けても電話に出てもらえない状態です。使用料は以上です。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） ３４ページ、３５ページ、農林水産業費手数料

です。農業委員会手数料２万６００円でございます。証明書等の手数料でござい

ます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長の村上です。 

続きまして、４６ページです。歳入、５目農林水産業費県補助金、１節農業振

興補助金、１３阿蘇火山降灰対策事業補助金まで、調定額におきまして、全て収
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入しております。詳細につきまして、歳出項目で御説明させていただきます。 

続きまして、５目農林水産業費県補助金、繰越明許費です。５節林業振興費補

助金１,３００万円、こちらも収納しております。 

次のページです。４８ページです。５目農林水産業費県補助金事故繰越、調定

額、収入額２,９６３万８,０００円です。こちらも歳出項目で説明させていただ

きます。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） ５０ページ、農林水産業県委託金でございます

けれども、農業委員会委託金、それから農業者年金委託金、農地中間管理事業委

託金、全て収入済でございます。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係長の甲斐です。 

５２ページをお開きください。１６款財産収入、２項財産売払収入、２目生産

品売払収入、１節生産品売払収入で、１３万３,９２０円滞納とありますけど、６

万４,８００円は４月２日に収納しております。６万９,１２０円は６月１８日に

収納しております。２節生産品売払収入過年度分については未だ未納で、６月以

降、文書による請求は行っておりませんけど、何回か電話をかけましたけど留守

電で、メッセージを入れても返事が返ってきておりません。生産品売払収入は以

上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

歳入項目については、以上でございます。 

これより歳出項目に移ります。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

１１６ページをお開き願います。１１６ページ、５款農林水産業費、１項農業

費、１目農業総務費のうち７節賃金です。決算額１３９万５００円、こちらは多

面的機能支払事業に関します臨時職員の賃金となっております。補助対象です。 

続きまして、２目農業振興費、１節報酬、決算額３２７万４００円です。こち

らは昨年度より新農業プランに基づいて開催しております農業塾の講師謝礼、担

い手支援専任アドバイザー、草部出張所にアドバイザーとして甲斐幸一氏が勤務

されております。また、中山間多面的機能支払事業で雇用しております非常勤職

員の報酬の合計となっております。 

次のページをお開き願います。続きまして１１８ページ、１１９ページ、１９

負担金補助及び交付金です。支出、決算額７,３９９万４,３５６円です。こちら

の内訳の主たるものとしまして、中山間地域等直接支払交付金３,２２１万３,９

３７円です。水田１５３ヘクタールに補助をしております。 

続きまして、環境保全型農業直接支払交付金１１９万３,６００円、約３０町歩
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の畑に対して補助金を交付しております。 

続きまして、青年就農給付金２,７００万円、夫婦５組、個人４名に対してまし

て青年就農給付金の補助を行っております。 

続きまして、多面的機能支払交付金９６２万５９３円です。こちらは事業費の

４分の１を町で負担することになっておりますので、９６２万円、こちらは交付

しております。水田、畑、原野、合わせまして１,３２１ヘクタールを農地の維持

に関します補助金です。 

続きまして、２目農業振興費、繰越明許費のうち１９負担金です。支出済額１

億３８６万２,０９７円です。こちらは平成２６年１月からの豪雪によりまして倒

壊したハウスに対します撤去ですとか再建に関します補助で、繰越明許費で実施

しております。町内３３経営体の方が取り組まれまして、うち撤去のみが３件で

す。３０経営体がビニールハウスの再建に取り組まれました。こちらの不用額の

９,６９９万２,９０３円についてですが、畜産事業者の倒壊した牛舎を再建する

予定でしたが、畜産事業者の事情によりまして、撤去のみの実施となりましたの

で、再建分を見込んでおりました分が不用額となっております。 

ページをお開きいただきまして、１２０ページです。目３畜産事業費からいき

まして、畜産事業費のうち１９負担金補助及び交付金の額です。支出済額６６１

万９,０００円となっております。こちらが阿蘇あか牛草原再生事業と、阿蘇あか

牛草原再生事業補助金が３５６万８,０００円です。こちらは町内の牧野組合が１

０ございますので、１０牧野組合に対します放牧に関する補助金となっておりま

す。町単独の費用としまして、野焼きの実施団体に交付しております牧野火入れ

補助金が１７５万２,０００円です。昨年度実績としまして、火入れ実施団体が１

０団体、面積にしまして２８５.５ヘクタールの火入れが実施されております。 

続きまして、１２１ページ、２３償還金利子及び割引料です。こちらは１２１

万４,０７９円となっております。こちらは広域農業事業に関します最終年度の償

還金となっております。 

○農林政策課長（後藤健一君） 続きまして、農林政策課、後藤です。 

５目の農林業地域改善対策事業費につきましては、維持管理のための修繕とか

そういうものでございます。需用費は修繕料が９５万２,９９２円です。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農林政策課、古澤です。 

続きまして、１２１ページ、農業委員会費の１３の委託料ですけれども、４６

３万６,１３０円ですけど、内訳は農家台帳データ整備業務委託１８０万５９０円、

農業委員会議事録作成業務委託２８万８,３６０円、農家台帳システム端末バー

ジョンアップ経費３１万３,２００円、農家台帳システム保守点検委託料３２万４,
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０００円、農家台帳システム改修業務委託１６２万円、固定資産管理システム運

用支援保守業務委託、固定資産税との２分の１負担ですけれども、２８万９,９８

０円、以上でございます。 

１２３ページです。２２、２３ページです。８目の農業経営基盤強化事業費で

ございますけれども、１９節負担金補助及び交付金１３１万４,０００円でござい

ますけれども、平成２６年度から始まりました農地中間管理機構集積協力金でご

ざいます。１３１万４,０００円の内訳は、経営転換協力金が２件の８０万円、耕

作者集積協力金が３件の５１万４,０００円となっております。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

続きまして、１２２ページの９目農地費について御説明します。１２３ページ

の１９節負担金補助及び交付金です。支出済額５３３万９,３５１円です。不用額

が３３万５,６４９円発生しております。こちらは高森町公共的施設整備事業によ

りまして、町内の農林道の舗装を実施しております。昨年度の実績としまして、

農道が６件、牧野道１件、林道４件、合計１１件を公共的施設整備事業におきま

して舗装の整備をしております。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係長の甲斐です。 

１２４ページをお開きください。１１目農業活性化施設費で、報酬額の賃金が

不用額として８万円、旅費６２０円、需用費２万９,９４９円、役務費１万９,０

０２円、委託料７万５,８７５円、使用料及び賃借料１,０００円、原材料費で５,

８６０円。 

次の１２７ページをお開きください。備品購入費で９２０円、公課費で６００

円です。以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

続きまして、１２６ページ、１２目農業費、九州北部豪雨災害対策費について

です。１６節原材料費、支出済額１１６万２,９４４円です。こちらは前原牧野に

行きます東牧といわれます水兼道路の舗装を牧野組合の方の直営によりコンク

リート舗装しております。コンクリート舗装の原材料代です。 

続きまして、１３目がんばる地域緊急経済対策費の繰越明許費分ですね。１５

工事請負費、支出済額１億１,８５０万円です。すみません、飛びまして上の１３

委託料１,１３７万９４９円と併せて説明いたします。こちらはがんばる地域緊急

経済対策費としまして、国の経済対策事業によりまして横山地区の用水路整備、

草部第二地区です。隧道以外のオープン部分の整備を行っております。草部第二

地区が施工延長５６３.７５メートル、横山地区１,８００メートル整備が完了し

ております。 
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続きまして、１４目地域の元気臨時緊急経済対策費、支出済額１,０９４万７,

７０１円です。こちらは草部地区の隧道工事、事故繰越の予算で実施しましたが、

このうち補助対象にならない町単独費の部分の工事請負費をこちらで支出してお

ります。内訳としましては、隧道内の崩落危険箇所の天井の整備ですとか、それ

に関わります照明費ですとか、隧道の補充モルタルの追加ですとか、そちらの工

事請負費を出しております。 

続きまして、１４目地域の元気臨時緊急経済対策費、繰越明許費です。下の１

４目事故繰越分と併せて御説明いたします。工事請負費、繰越明許部分が１,２６

９万９,４７８円、事故繰越予算が２,９６４万１,０００円、総じて工事請負費で

す。合計しまして、草部地区の隧道部分３、４、５工区、合計９３９メートルの

整備か完了しております。 

続きまして、ページをお開きいただきまして、２項林業費です。１目林業振興

費のうち１２節役務費、支出済額２７６万円、こちらは林道下山久保線用地買収

に伴います登記代、こちらを支出しております。 

続きまして、１５節工事請負費、支出額１,０７４万４,７１１円です。こちら

は次のページで出てきますが、すみません、次のページと併せて説明いたします。

次のページの１目林業振興費（繰越明許費）のうちの工事請負費、支出済額２,９

２４万９,６１６円と、現年度分予算を合わせまして、林道下山久保線１,２７０

メートル開設が完了しております。 

前後しまして申し訳ございません。前のページにお戻りいただきまして、１２

９ページ、１７節公有財産購入費、支出済額４０５万４,７４２円です。こちらは

林道下山久保線開設に伴います用地を買収しております。関係者１６名、４６筆

の買収によりまして工事を完了しております。 

次のページをお開き願います。１３０ページです。２目鳥獣被害対策費です。

鳥獣被害対策費のうち１９節負担金補助及び交付金としまして、支出済額２,８２

８万５００円となっております。こちらは主たるものとしまして、国の緊急捕獲

活動事業を採り入れまして、イノシシの捕獲、幼獣を含む７３３頭、シカ９５０

頭、サル５１頭分に対する捕獲駆除の助成金がメインとなっております。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

以上をもちまして、支出項目の説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

すみません。１１９ページの２目の明許繰越の中の、この再建中止によるこれ
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はどのへんの段階で分かりましたか。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係、村上です。 

繰越明許を設定した後に予算協議をしていたんですけど、やはり畜産事業者が

もうこちらで営農しないということを決定されたのが遅れましたので、正確な時

期までは。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

当初、これは２５年度の予算で、予算枠を取ったわけでございますけれども、

実質的な撤去、再建とかいうのは、具体的に始まったのは２６年度になってから

でございます。当初は２億円程度で、畜産事業者のほうからうちのほうに見積書

とともに要求が上がってきました。ただ、その後、会社の内部の事情によって、

再建はしないということで、事業を縮小していくという方針に変更になったもの

ですから、その時点でちょっともう繰り越しとった関係で、途中で繰越分も残と

して残すしかなかったというのが事実でございます。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

その繰り越してから、それがこの不用になった時期がいつ頃だったのかという

ことをお尋ねしたんですけど、すみません、質問内容が悪かったです。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

確か秋ぐらいだったと思います。するかしないか、いろいろ紆余曲折がありま

したので。 

○委員（岩下健治君） ２６年の秋ということですね。 

○農林政策課長（後藤健一君） はい、そうです。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。ほかに質疑ございませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

３１ページと５３ページ、農業機械の使用料の過年度分、滞納が６万４,０００

円、それから５３ページの生産品売払いの過年度分で滞納、滞納が４万９５０円

ということになっておるんですが、これ同一人物なのか、それからその滞納はい

つ頃からなのか、それから今、電話で催促をされとると、文書ではないというこ

とですけれども、あとあとの記録を残すということであれば、やはり電話じゃな

くして、きちっとした文書で督促をするのが妥当ですので、そういった手続を今

後されるのかどうか、併せてお伺いしたいと思います。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係長の甲斐です。 

農業機械使用料の過年度分については、あと生産品売払収入は別事務でして、

これは２５年度からの過年度分になっております。でも、文書はもう今言われた

とおり、残すためにも文書で請求をしていきたいと思います。 
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○委員（芹口誓彰君） これはやはり電話をしても電話も出らんし、留守電に入れて

も、なお応対もないということであれば、やはり郵便でやって、書留か何か受取

証明あたりを取って、きちっとした請求をやっていかんと、いつまでたっても滞

納として残っていきますので、そこらあたりはきちっとした督促の手続をしてい

ただきたいと思います。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ありませんか。それでは、私のほうから一つ、１２１ペー

ジの畜産事業費の２１節の貸付金、初年度は３００万円あったのが、今年度、２

６年度は１５０万円ということで、この実績は今まで全然なかったのか。２６年

度はないということですけど。今年は相当減額されていると思いますが、残し

とったがいいのかどうかですよね。その辺をちょっと検討されたのかどうかお聞

きしたいと思います。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

当初、この制度を２５年度から創設したわけでございます。私、実は農林政策

課の課長として就任する人事を受けたときが４月以降だったということで、他町

村では繁殖牛の素牛導入に対して直接補助金等を支出している方法が多いです。

本町の場合は、もう補助金としてするよりも、その牛が育って、子どもを産んで、

市場に出荷されたときに償還をしていただくということで、５年間貸し付けて、

２年間の据置きということで、３年かけて返していただくということでしており

ました。農家さんの要望はどちらかといいますと、直接的な支援のほうが、今は

草原再生とか別のところからある程度の補助金が出ているということで、貸付金

までも利用して、導入に対してそれをしようという方が問い合わせはございまし

たけど、実質的に要望には出てこないというのが実情でございます。当初３００

万円準備いたしましたけれども、状況的に要望があるかどうか分からないような

感じがございましたので、準備につきましてはせっかく創設した制度でございま

すので、一度なくすということもいけないということで１５０万円に減額して、

いろんな働きかけはしたんですけれども、制度上、状況的にはもう余り農家さん

自体、その補助金とか云々は変わらないので、そちらのほうが使い勝手がいいと

いうことで、どうしても要望が上がってこないというのが実情です。今、後藤委

員長さん御指摘のとおり、これをどういうふうにしていくかというのは、また委

員さん方、皆さまの御意見を聞きながら、また部内でも検討して次年度、当初予

算に上げるかどうかというのも、また検討課題として持っていきます。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑はありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑がないようでございますので、続いて討論を行います。

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。 

認定第１号、平成２６年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については、認定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につ

いてを議題とします。 

農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

一般会計補正予算（第４号）につきまして御説明を申し上げます。 

１ページ目から順を追って、担当者のほうから説明をいたします。よろしくお

願いします。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長の村上です。 

補正予算書の５ページをお開き願います。 

５ページ、第２表債務負担行為の補正につきまして、３段目です。多面的機能

支払事業、町推進事務分、デジタル複写機リース料を計上しております。債務負

担行為の期間が平成２８年度から平成３２年度まで、限度額３２万９,０００円と

なっております。こちらは後ほど補正予算の項目で出てきますので、併せて説明

させていただきます。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） ９ページをお願いします。 

県補助金の農業委員会補助金でございますけれども、耕作放棄地解消緊急対策

事業補助金でございます。当初予算におきまして、１００アールの予算を計上し

ておりましたが、１７５アールの御希望があり、県との協議の結果、追加できる

ということでございますので、既定額に２２万３,０００円を追加して計上させて

いただきました。なお、これにつきましては８月の１３日付けで内示をいただい

ております。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長の村上です。 

続きまして、４節林業振興費補助金、歳入補正額１７万１,０００円です。歳出
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項目に伴います補助金の受入れですので、歳出項目で中身は詳しく説明いたしま

す。 

続きまして、５節鳥獣被害対策費補助金、合計しまして５０３万３,０００円で

す。こちらも歳出項目に伴います補助金の受入れですので、こちらも歳出項目で

御説明させていただきます。 

続きまして、１１節多面的機能支払事業推進費補助金８万１,０００円です。こ

ちらも先ほどの債務負担行為と歳出予算額に関係しますので、歳出項目で御説明

いたします。 

続きまして、予算書の歳出に移ります。歳出の１５ページをお開き願います。 

１５ページ、５款農林水産業費、１項農業費、２節農業振興費のうち、１４節

使用料及び賃借料です。こちらは多面的機能支払事業の推進交付金を利用しまし

て、デジタル複写機のリースを今回計画しております。やはり補助事業で５年間

の書類保存の義務が課せられておりますので、今現在、農林政策課で保有します

インクジェットのプリンターでは写真の写りが悪かったりですとか、やはりそう

いった鮮明に残しておく必要がございますので、この補助金を利用してコピー機

のリースを、こちらは今回計上しております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農林政策課、古澤です。 

その下、農業委員会費負担金補助及び交付金でございますけれども、最初に御

説明いたしました耕作放棄地解消補助金の歳出でございます。既定額に２９万７,

０００円の増額をお願いするものでございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

続きまして、２項林業費、１節林業振興費のうち、１９負担金補助及び交付金

についてです。補正額３４万２,０００円です。こちらは間伐材供給安定化緊急対

策事業の本町に対します割当が多く来ましたので、こちらは増額に伴います間伐

材供給安定化緊急対策事業について説明いたします。こちらは県より面積の割当

が多く来ましたので、歳出額で３４万２,０００円補正しております。こちらは財

源としまして県が２分の１補助がございますので、歳入額に１７万１,０００円予

算計上しております。 

続きまして、２節鳥獣被害対策費です。１９負担金補助及び交付金としまして、

有害鳥獣駆除助成金、合計しまして８５３万６,０００円の補正予算を計上してお

ります。 

お手元に配っております資料に基づいて説明いたします。こちらは分かりやす

くペーパー１枚にまとめました。 

まず、歳出予算額から御説明いたします。一番左側の①当初予算額で現在４６
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２万円の予算を持っております。今回、歳出見込額としまして、県からの予算割

当が来ました部分を含みまして歳出を計算しましたところ、１,３１５万６,００

０円事業費を見込んでおります。補正額としましては、この２番から１番を引い

た８５３万６,０００円を今回補正予算に計上しております。この②の歳出見込額

１,３１５万６,０００円の内訳としまして、（Ａ）の国費補助対象額といいます

のが８５８万１,０００円となっております。こちらは昨年度まで、イノシシ、シ

カ、サル、有害駆除した分は全て申請すれば補助金が来ておりましたが、昨年度

をもちまして緊急捕獲の事業を県が打ち切りまして、今回より町が申請した頭数

に応じて予算額の上限が決められております。農林政策課としまして、昨年の捕

獲頭数の実績に応じまして予算を要望したんですが、イノシシが２９５頭、隣に

いきましてイノシシの幼獣が２頭、シカが２９６頭、この分の予算配分が来てお

ります。イノシシ、こっちの国費を入れる分は、イノシシ２９５頭につきまして、

１頭当たり１万１,０００円、国費で８,０００円、町単独で３,０００円の、合計

１万１,０００円という見方になります。 

イノシシの幼獣、いわゆるウリボウですが、国費が１,０００円、町が３,００

０円、合わせまして４,０００円になります。こちらが２頭しか決定が来ておりま

せん。 

続きまして、シカが２９６頭の決定が来ております。こちらが１頭当たり１万

８,０００円になりまして、国費が８,０００円、県費が１,０００円上乗せが付き

ます。町が９,０００円を合わせまして１万８,０００円となります。こちらは合

計しまして、国費が入ります対象事業としまして８５８万１,０００円となります。 

次のＢの内訳です。４５７万５,０００円となります。こちらがイノシシが３０

０頭に合わせますために、５頭の町の単独分の３,０００円、シカが３８４頭です。

こちらは町の要領に基づいて出しますので、１万円となります。県費が１,０００

円、県費の１,０００円充当しまして、町の単独で９,０００円、合計しまして１,

０００万円となります。 

サルが１７頭です。１頭当たり３万円となります。県費の補助が１頭当たり１

万１,０００円、町が１万９,０００円足しまして、１頭当たり３万円となります。

サルの７頭分、単独費、こちらはもう実際捕れている分がありますので、こちら

の７頭分を加えて計上しております。（Ａ）（Ｂ）の合計しまして、歳出見込額

は１,３１５万６,０００円となります。 

この歳出に伴います県費の内訳分が予算書の９ページに出ております。この順

番どおりいきますと、有害鳥獣被害対策事業補助金、こちらはサルに対する補助

金です。決定額が１７頭分しか来ませんでしたので、今まで持っていました予算
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から引きまして７万７,０００円の減額。 

続きまして、２番、特定鳥獣適正管理事業補助金、こちらはシカに対する補助

金です。１頭当たり１,０００円の６８０頭分で６８万円決定が来ております。当

初予算から引きまして、３８万円の増額の補正予算となっております。 

３番、鳥獣被害防止総合対策事業交付金、こちらは県費で受け入れしますが、

大元は国費が入っております。それをこちらのイノシシの２９５頭の国費分の８,

０００円、イノシシ幼獣の１,０００円、シカ２９６頭に対します８,０００円の

上乗せ、合計しまして４７３万円となっております。 

最終的なものを参考として載せておりますが、大体１,３１５万６,０００円に

対しまして、国費の補助が４７３万円、県の補助が８６万７,０００円となってお

ります。残りは一般財源の持ち出しとなりますので、こちらの捕獲頭数をします

場合に、国費・県費４２.５％の補助金をいただいて補助に当たっているという参

考資料で付けております。以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

以上をもちまして、歳入歳出の説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

今、鳥獣被害の詳しく説明がありましたが、この幼獣というとが、これは恐ら

くウリボウか、以上の小さいイノシシだろうということですね。それで、これは

２頭しか捕れとらんということは、恐らく今後、いみる可能性というとは、これ

ば見るともう一目瞭然だもんね。親を２９５頭捕れとって、幼獣は２頭しか捕れ

とらんていうことは、これは１頭でどんどん、どぎゃん少なくとも２、３頭はイ

ノシシは子が出てくるわけで、それが１年に２回目は６頭か７頭ぐらいになるわ

けです。それで、イノシシのこの２９５頭もばってん、幼獣のほうにももう

ちょっと、これからの捕獲はしないとなると、１,０００円だけん、恐らくこれで

放しなはる人が多かっじゃなかろうかと、今疑問に思った。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長の村上です。 

町の要綱では、イノシシは成獣もウリボウも同じで３,０００円となっているん

ですけど、国からすると、県の規定が、イノシシが１,０００円しか割当が来てお

りません。やはり猟師さんたちの話を聞きますと、やはり皆さんが皆さんじゃな

いですけど、やはりウリボウは逃がしたとか、そういった話は聞いております。

しかし、研究結果を見ますと、１年１産なんですけど、子を全部捕ってしまうと、

イノシシが２回発情して、２回産む場合もあると、そういう話も出ております。
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ですので、あとはもうウリボウですので、箱罠を設置される猟師さんも、良識に

やはりもう委ねるしかないというのが現状じゃないかと思っております。 

以上です。 

○委員（森田 勝君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

ＩＣＴを使った、ちょっと事業名は忘れましたが、箱罠センサー等を高森色見

地区で、この進捗状況と、あれはメスを捕獲したいということでしたが、進捗し

ておれば実績をお願いしたいと思います。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長の村上です。 

まず、正式な事業名が「広域鳥獣クラウドプロジェクト推進事業」といいます。

現在の進捗状況としまして、システム開発を入札の結果、富士通が落札されてお

ります。今現在、システムの開発中です。現地サポート業務、罠の正しい設置の

方法ですとか、箱罠に有利におびき寄せの方法ですとか、それと専門知識を入れ

る業者さんも見積入札で九州自然環境研究所という、菊陽に本社を構えます会社

が落札して、今、業務に当たられております。 

業務の進捗状況としまして、現在２カ所で取り組んでおります。１カ所が色見

地区の西丁地区です、畜協の周辺ですね。畜協の周辺からこちらの色見環状線ま

での範囲を、エリアを設定しております。２カ所目がフォークスクールの裏の中

原の水田地帯です。事業を２カ所しております。西丁地区におきましては、今現

在、追い払い機、獣が前を通りましたら、センサーで音と光で追い払うというの

を５台付けております。この九州自然環境研究所と現場を回りまして、このへん

が獣の通り道とか、そういったので設置指導まであっておりますので、今そちら

に付けております。 

色見地区には、今この専門家の指導を仰いだ箱罠を４基設置して、併せて駆除

と追い払いをしております。やはり農家さんたちも電気木柵で自衛するというこ

とが大事ですので、今、県内の大手の末松電子工業という電気木柵のメーカーが

あります。そちらの担当者を呼びまして、現地で正しい電気木柵の設置方法、こ

ちらの研修会をしまして、非常に好評のうちに終わっております。皆さん、その

後、間違った仕方をされとって、大分張り直しをされております。現在、猟師さ

んたちに協力を依頼しているんですが、入ったら教えてくださいと、電木の間か

ら、もし被害があったら教えてくださいという話をしているんですけど、今のと

ころ、１件も入ってきてないです、今のところ連絡はですね。そのある程度、一

定の効果は出ていると思います。 
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今、富士通がシステムを開発しておりまして、手元でタブレットを持って、上

から見張りをする箱罠の設置は、大体１２月からを考えております。システムの

進行具合と、そのエリアの中でインターネットが通じる環境が出来上がる時間に

もよりますけど、やはり今、農繁期ですので、猟師さんたちは農家の兼業の方ば

かりですので、農繁期の本格的な運用を目指しております。 

上色見地区におきましては、現在のところ、電木の設置指導と、箱罠の設置、

そちらにまだとどまっております。今、委託製品の進行待ちです。そういうのが

現状です。おととい、金曜日に福岡市の富士通の九州支社におきまして、高森町

と業務を一緒に連携してあります福岡県の直方市、それとこの九州自然環境研究

所と、もう一つの専門機関、福岡県の農業試験場、富士通のビジネスパートナー

の開発機関、こちらが一堂に会しまして、こちらの鳥獣クラウドの協議会といい

ますか、そういった立ち上げの会場に参加しております。現在のところ、進捗状

況は以上です。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

できれば、収穫期に間に合えばよかったなという感じがしましたので、お尋ね

をいたしました。以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

この有害鳥獣の金額ですが、さっき決算では大体総額が２,８２８万円、その内

訳として、イノシシが７３３頭、それからシカが９５０何頭ですかね、サルが５

１頭というような報告がありました。今のこれでいきますと、かなり昨年の実績

と比べると、予算計上というのが非常に少ないと、去年の半分以下ということに

なっております。補助金等につきましては、上限があるということでありますの

で、仕方がありませんけれども、こういった頭数の差については、町単独として

上乗せでもして補助金をやって、もっと捕獲を推進されるのかどうか。やはり有

害鳥獣対策とすれば、やはり絶対数を減らすということが一番効果がありますの

で、やはりこういった有害鳥獣に対しては、捕獲をするというような方法でやる

とすれば、もう少し予算の補正なりをして、単独でも上乗せをして、有害鳥獣対

策をされるのかどうか、お考えをお聞きしたいと思います。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長の村上です。 

芹口委員さんがおっしゃるとおり、今の予算規模、もうこちらの補正予算が成

立した後の話なんですが、予算規模で約半分になります、捕獲の駆除はおっしゃ

るとおりですね。やはり私たちが心配するのが、この補助金が下がったことに

よって、猟師さんたちの今まで２年間でできてきた意欲ですね、捕獲意欲の低下
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が一番今懸念されているところです。この補助金を申請しますときに、やはり去

年の実績よりも少し多く出したんですけど、決定がこれだけしか来ておりません

ので、今のところ、町の要綱によれば、この補助金が乗らないのであれば、イノ

シシ１頭当たり３,０００円、シカが１万円しか払えない状況です。ですので、や

はり皆さんがこの補助金が減った後、猟師さんたちがどれだけ動かれるのかと、

そういった意欲も見ながら、補正予算の協議も進めていかなければいけないん

じゃないかと思っております。このままもう補助金が下がったけんといって、も

う猟師さんたちがもうお金が出らんならもう捕らんとか、そういったようになっ

てくると、私たちもそれはやはり駆除隊として委任をして行ってもらうわけです

ので、そういったところへんも協議なり指導なり入れていって、補正予算には臨

みたいと思います。以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

○委員（森田 勝君） 今、猟師さんが、今良識的にたい、金が出たり、捕るとか捕

らんとかじゃなくして、やっぱりそこは行政の中からも、猟師さんとの話合いの

中でやっぱり継続的に捕ってくれという話はしてもらわんと、金が出るけんする

とかせんということじゃないけん、そこはやっぱり行政との話の仕方で、私は猟

友会とも話ばしてもらいたいと思います。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

先月、猟友隊の隊長を寄せまして、こういった予算の払い方になりますと、９

月に補正予算は上がりますという説明はしております。この予算規模で昨年度の

実績のとおりいきますと、大体１０月いっぱいで予算は恐らく、この補助対象の

予算がなくなってしまう見込みです。ですので、その後にもう１回寄ってもらっ

て、どういった今から捕獲活動をしたいという協議はさせてくださいという話は、

その場でしております。ですので、その話も受けまして、また機会がございまし

たら、議員さんたちのほうにも相談なり、御報告なりしたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお
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り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、農林政策課に関連する付託案件については終了いたしました。 

農林政策課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 本委員会に付託されました建設課関連の認定第１号「平成

２６年度高森町各会計歳入歳出決算の認定について」を議題とします。 

まず、平成２６年度高森町一般会計歳入歳出決算について、建設課の説明をお

願いします。 

その前に、職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言

してください。 

それでは、建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

平成２６年度の歳入歳出決算につきましては、各担当係のほうから事項別明細

書におきまして、順次ページを追って説明させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係の野尻です。よろしくお願いいたします。 

資料の３２ページ及び３３ページをお願いいたします。 

歳入、１３款使用料及び手数料、使用料の第７目、土木費使用料といたしまし

て、住宅家賃の歳入ということになります。当初予算額４,６１９万８,０００円、

収入済金額のほうがそれに対しまして、４,６２７万５,３３０円ということにな

ります。これは現年度分です。滞納繰越分といたしまして、収入済額のほうが８

４万５,０８０円ということで、調定額がそれぞれ４,７０４万２,１５０円。滞納

繰越分のほうが、調定額１８８万３,７２０円となっております。 

続きまして、国庫支出金国庫補助金の目４衛生費国庫補助金といたしまして、

節のほうが環境衛生費補助金、これは浄化槽の補助金です。そちらにつきまして、

当初予算額のほうが４８４万１,０００円、収入済調定額のほうが３８０万２,０

００円となっております。 

以上です。 
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○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

同じページの７の土木費、国庫補助金の１、土木社会資本整備総合交付金、収

入済額１億１,９５０万９,０００円となっております。 

これは、１本１本路線ごとに言ったほうが、よろしいですかね。では、路線名

だけを申し上げます。中原線、西原・前原線、村山・高尾野線、片山・下山線、

牧戸線、橋梁補修工事です。 

続きまして、３の狭あい道路整備促進事業補助金、社会資本整備総合補助金の

率は６５％です。狭あい道路の促進事業補助金は５０％の補助となっております。

８３０万円入っております。これは、村山・旭通線です。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係の野尻です。 

同じページですね、３６、３７ページの第２節、住宅社会資本整備総合交付金

といたしまして、これは下町Ａ団地です。こちらのほうの外壁塗装ということで、

３棟行いました。収入済額のほうが３７１万４,０００円。調定額も同じで３７１

万４,０００円となります。 

以上です。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

３８、３９ページをお開きください。７の土木費国庫補助金の繰越金です。１

の社会資本整備総合交付金１,３７８万２,０００円、収入済額として入っており

ます。これは橋梁補修工事で、小倉原橋、それから上高根切橋、それと第二高根

切橋、この３橋を補修工事を行っております。 

それから、狭あい道路整備等促進事業費補助金４,０３３万２,０００円入って

おります。これは、社倉・水迫線、それから村山・旭通線、久原・東西線の１、

２工区です。それから円福寺・坊ヶ平線、それと男原線の分でございます。 

続きまして、４２、４３ページをお開きください。２の総務費県補助金、５の

道整備交付金７,８１０万８,０００円入っております。これは、大戸ノ口・本河

原線で、それと永野原・河原線の分でございます。道整備の補助率５０％となっ

ております。 

それから、総務費県補助金の繰越分です。３,０３７万８,０００円入っており

ます。この道整備交付金です。これも大戸ノ口・本河原線分です。 

以上です。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係の野尻です。 

資料の４４、４５ページをお願いいたします。 

第１５款、同じく県支出金の節のほうで、第１節、環境衛生費補助金といたし

まして、県補助金といたしまして収入済額のほうが３２１万２,０００円、調定額
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も３２１万２,０００円となっております。 

以上です。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課長補佐の荒牧です。 

続きまして、歳出に移らせていただきます。１３８、１３９ページをお開きく

ださい。 

２の土木費降灰対策費１６１万円を支出しております。これは降灰除去費、町

道の幹線道路、県と受託契約をいたしまして、延べ延長７０キロ、１キロ当たり

２万３,０００円で契約をしまして、路面清掃を行っております。 

続きまして、道路維持費の賃金です。これは維持関係の賃金を計上しておりま

す。それから１１の需用費９８８万５,８０１円です。支出済額がですね。そのう

ちの７９０万円が修繕費でございます。町道の維持・管理のための修繕を行って

おります。 

続きまして、委託料２,６０３万２,０００円の支出済額を計上しております。

これは社会資本整備総合交付金事業の路面性状調査と、橋梁補修調査設計、それ

から道路台帳の修正業務でございます。そして６２５万円を翌年度、２７年度へ

繰り越しております。橋梁調査と路面性状調査分を繰り越しております。 

それから、１４の使用料及び賃借料４８１万３,５７６円を計上しております。

賃金より８０万１,０００円を流用しております。これは、機械借り上げに不足し

ておりましたので、その分を流用しております。 

続きまして、１５の工事請負費、支出済額６０２万２,９６１円。これは取首・

水湛線の側溝改修、それから大楢木・社倉線の側溝改修、掛干線の排水流末工事、

それから県境線の側溝改修工事の工事を行っております。それから２７年度で１,

９００万円を繰り越しております。これは橋梁補修工事の分でございます。 

続きまして、１８の備品購入費１４０万９,０００円を支出しております。これ

は、津留地区に２台、野尻地区に１台、尾下地区に２台、河原地区に２台、中地

区に１台、これは除雪の排土板、フロントグレーダですね。トラクターのフロン

トに付けるドッキングの、それの除雪用の排土板を購入し、貸付けています。 

続きまして、１４０、１４１ページをお開きください。道路維持費の繰越分で

す。委託料２１６万円を支出しております。これは、小倉原の橋梁補修調査設計

を計上しております。工事請負費から２３１万３,０００円を流用しております。

これは、この橋梁補修の調査設計に特化したためでございます。 

それから、工事請負費１,９５９万１,２００円を支出しております。これは先

ほど歳入でも申し上げました、小倉原橋と上高根切橋、第二高根切橋の橋梁補修

工事でございます。不用額として２９万８,８００円が不用額として残っておりま
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す。これは工事の補正の予算後に確定したために、不用額が生じました。 

それから、新設改良費のほうの１２役務費です。２９４万９,２８６円を支出し

ております。これは道路改良工事に伴います登記手数料でございます。不用額と

して２３万７１０円が不用額として残っております。これは、中原線の抵当権抹

消に時間を要したために、補正後に確定したことによりまして、２３万７１４円

が不用額として残っております。 

それから、１３の委託料１億１,６７０万４３４円。これは西原・前原線の測量

設計において、村山・高尾野線の測量設計において、片山・下山線の測量設計に

おいて、牧戸線の、これは測量は終わったんですけど、その後に警察からの修正

依頼、交差点距離による修正分です。それによりまして、測量を、線形を変えま

したので、その分の修正を行っております。 

公有財産購入費から３４万３,０００円流用しております。これは西原・前原線

で、ＣＢＲ試験をするために予算が不足しましたので、その分を流用しておりま

す。次に、工事請負費２億１,４００万６,９３１円。これは社交金の村山・旭通

線、の永野原・河原線、牧戸線、１、２工区、それから道整備の大戸ノ口・本河

原線、社交金の中原線１工区、２工区、と橋梁架け替え工事の分でございます。

なお、１億４,５００万円を２７年度へ繰り越しております。これは中原線の１工

区、２工区、橋梁分。それから、片山・下山線の舗装、牧戸線の改良工事。大戸

ノ口・本河原線の改良工事分でございます。 

それから、公有財産購入費です。２５２万５,８７７円を支出しております。こ

れは改良工事に伴う用地買収費です。中原線、村山・旭通線、牧戸線、天神・前

原線、これは天神・前原線は、単県砂防分です。前原谷側の砂防工事に伴います、

町道天神・前原線の用地購入分でございます。 

それから、次、負担金補助及び交付金です。３９０万円を支出しております。

これは、単県補助分です。単県補助の負担金です。津留・柳線、それと改良工事

分、それと美化側溝の高森停車場線の分でございます。７５万円、不用額として

残っておりますけども、これは補正後に負担金の金額が確定したための不用額で

ございます。 

それから、補償補填及び賠償金１５１万８,６４６円支出しています。これは改

良工事に伴います、立木補償でございます。まず色見環状線、それから天神・前

原線、先ほども申し上げました、単県砂防事業の分でございます。それから中原

線、これは流用を３１万９,０００円しております。天神・前原線の単県砂防の立

木補償におきまして、苗木が当初予定しておりました本数より多かったためにそ

の分不足しまして、３１万９,０００円を流用しております。 
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続きまして、１４２、１４３ページをお開きください。新設改良費の繰越分で

ございます。 

まず役務費でございます。１４５万３,９６８円を計上しております。これら改

良工事に伴います登記手数料分でございます。男原線、円福寺・坊ヶ平線、村

山・旭通線でございます。それと、用地ともう一つが大戸ノ口・本河原線の抜根

分の産廃手数料を計上しております。 

工事請負費の次が１億４,４２４万１４５円を計上しております。これは先ほど

申し上げましたとおり、社倉・水迫線、久原・東西線の一部工区、円福寺・坊ヶ

平線、これは円福寺は２回追加分も行っております。男原線、それから大戸ノ

口・本河原線１、２工区、村山・旭通線でございます。単独分の永野原・宮原線

の流末排水工事を行っております。これは流用を各費目から行っておりますけれ

ども、各工事の変更に伴うものでございます。それによって工事費が不足するた

めに流用を行っております。 

それから、公有財産購入費２２８万３,２７４円を計上しております。これは改

良工事に伴います用地購入費でございます。男原線、それから円福寺・坊ヶ平線

の分でございます。 

続きまして、補償補填及び賠償金２０８万５００円を計上しております。これ

は改良工事に伴います、建物移転の補償でございます。円福寺・坊ヶ平線の建物

がありますことによります建物の移転補償でございます。これも２０９万６,００

０円を流用しております。建物の移転補償分を流用しております。 

次に河川費でございます。河川総務費の負担金補助及び交付金５１４万２,００

０円です。これは前原谷川の単県砂防負担金、あとは河川対岸境界とか、河川対

岸、それから治水の会費でございます。 

続きまして、河川維持費の需用費です。１４９万９,９３５円を支出しておりま

す。これは高根切川、第二高根切川の河床の修繕です。河床が洗堀しまして、そ

こがたまりとなって周辺住民からの苦情がありますので、その修繕を行っており

ます。また赤羽根の中島川なんですけど、護岸が洗堀しまして、上に里道が通っ

ておりますけど、里道に危険が及ぶということで、周辺住民からの修繕の要望が

あっておりましたので、その補修を行っております。 

以上でございます。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係、野尻です。 

では、歳出に関しまして同じページです。１４２、１４３ページをお開きくだ

さい。 

第４項住宅費、第１目住宅管理費といたしまして、節のところ賃金のほうが支
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出額３２万４,６００円、これは２３節のほうに予算流用をいたしましたけれども、

２３節の説明の折にまた詳しく説明したいと思います。 

資料の１４４、１４５ページをお願いいたします。住宅管理費の中で、９の旅

費、こちらのほうが支出額が１万７,６７０円となっております。 

続きまして、１１番の需用費です。こちらの支出額のほうが７０８万６,０２６

円、これは住宅の修理費のほうが大半の支出の額となっております。 

続きまして、１３番の委託料です。こちらの支出額のほうが３４５万５,７８４

円となっております。これは住宅の浄化槽の維持管理費です。こちらのほうが大

半の支出となっております。先ほど最初のほうに申し上げました３万５,０００円

の賃金からの流用ですね、２３の償還金ということで、こちらのほうが住宅使用

料の２重払いが発生したということで、還付するもので賃金のほうから流用いた

しまして、支払いをさせていただいております。３万５,０００円になります。 

続きまして、住宅管理費で節のほうが工事請負費です。こちらのほうは先ほど

申し上げましたように、下町Ａ団地の３棟、外壁塗装に伴う工事請負費というこ

とで７４２万９,８５０円支出をさせていただいております。 

続きまして、３目住宅環境費ということで、１９節の負担金補助及び交付金と

いうことで９６５万５,７００円支出をいたしました。これは浄化槽の補助です。

補助分ということで支出をさせていただいております。 

以上です。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木の荒牧です。 

１６８、１６９ページお開きください。農地等災害復旧費の１３委託料１７４

万９,６００円を支出しております。これは、上仁田水地区の災害時の測量設計業

務委託でございます。それから１５の工事請負費です。９５５万８,０００円を支

出しております。これは、同じく上仁田水地区の農地施設等災害復旧工事を行っ

ております。 

次に、補償補填及び賠償金です。４万５,６４８円を支出しております。これは

補助事業にあります、災害復旧費の上仁田水地区の揚水機をボーリングをしたん

ですけれども、その年が大体元々計画水量まで達しておりませんでしたので、応

援水をこの工事で行いました。それで、そのボーリングでは水をまかなえないと

いうことで、その年の電気料金を補償しております。これを委託料から４万６,０

００を流用しております。 

以上でございます。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

ページが前後しますが、７６、７７ページをお願いいたします。第２款総務費、
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第１８目水資源対策費として、負担金補助及び交付金を１４５万３,０００円支出

しております。これは公共的施設整備事業補助金といたしまして、山付神原水道

組合、上老良原水道管理組合、ライオンズビレッジ大堀管理組合のそれぞれポン

プの入替え、タンクの改修などを行った際の補助金となっております。 

第２８節繰出金としまして、３,２９６万５,５５０円支出しております。これ

は簡易水道特別会計の繰出金となっております。 

以上、歳出の説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。予算書を見ますと、２５年度から２６年度、２６

年度から２７年度、道路関係ですけれども、この繰り越す原因と、もう一つはこ

の予算の充当とか、予備費の充当の仕方、これは何か問題点があると考えてい

らっしゃいますでしょうか。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

まず流用なんですけれども、実際はそこまで精査して予算を組むべきだと思い

ます。ただ、どうしても工事をする段階で、いろいろな不足部分とか、また発生

した場合、そういった場合はそれは本当はよくないんですけれども、流用あたり

はですね、今後注意していきたいと思います。 

あと繰越しなんですけれども、やはり用地交渉に時間を要したりとか、そうし

た場合、年度末のほうに工事がいってしまった場合、やむを得ず繰り越さなく

ちゃいけない場合もございます。なるべく私たちも、ややこしいので、繰越しは

避けたいというふうに思っております。 

予備費の充用につきましては、これは３月に災害が発生しまして、財政とも協

議しまして災害復旧の、２７年度当初でもそうなんですけど、災害復旧の委託に

ついては予備費から充用するというような形で協議を行っております。 

以上でございます。 

○委員（岩下健治君） 何か課長、いい案がありますか。 

○建設課長（松本満夫君） 繰越工事の関係について、ちょっと補足になりますかど

うか分かりませんけれども、繰越しが多くなってきているという、御指摘をいた

だいたわけですけれども、実際、平成２４年度の北部豪雨災害の災害復旧工事あ

たりから、繰越工事は若干増加しているような傾向でございます。その間、緊急

経済対策事業も打ち出されまして、その年にまだ３月あたりの補正もありまして、

繰越しになりまして、そういった流れから、事業量も増加しておりますけれども、

繰越工事あたりが今、補佐のほうから申し上げましたように、それぞれごとに諸
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般の事情はございますけれども、そういった影響もあるのかなというふうには感

じております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかには質疑ありませんか。 

○委員（森田 勝君） ３３ページの住宅使用料現年度分についてお伺いします。こ

の滞納の現年分が７３件、それから繰越分が１１４件となっておりますが、この

方々は毎年滞納をされておるのか、少しずつでも行政のほうに入っているのか、

そこをどうでしょうか。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係、野尻です。森田委員さんの質疑に対してお答え

いたします。 

まず現年度分の７３件、この内訳として１３名いらっしゃるんですけど、その

うちの８名が高額であり、次の滞納繰越分の中に絡んでいるというような形に

なっております。滞納繰越分が１１４件ということで、１１名いらっしゃいます

けれども、上と一緒ですね、８名分が、ちょっと言い方悪いですが、常習者とい

うか、そういう状態になっております。 

ちなみに参考になるか分かりませんが、６月３０日時点では、決算のときが１

８７件あったんですけども、１６２件ということで現段階では２５件ほど減って

いるような状況です。ただ、中身としては滞納を繰り返されている方というのは、

そのままというか解消されてないというのが現状です。 

以上です。 

○委員（森田 勝君） 私もちょっとでも、話に聞いていますが、現在、居留守、そ

れからゴミ屋敷のような話をちょくちょく聞きますが、公共住宅の中でそういう

ゴミ屋敷とか、居留守を使った住宅などがあるのかないのか、ちょっとお伺いし

ます。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係、野尻です。今の質問に対してお答えさせていた

だきます。 

まず生活実態がないという住宅に関しては、今自分のところで把握しているの

が、５件ほどあります。そのうち、滞納もされているとか、ちょっと片づけが

なっていない、そのまま放置になっているという件数が３件ございます。 

盆前に一つ大きなちょっと案件があったんですけど、退去をされたんですけど、

そのまま放置されて、ゴミ屋敷のようになっているというような所があったんで

すけど、何とかお盆前には大体片づけをしていただいて、解消しつつある状態で

す。まだ１００％ではないんですけれど、そういうような状況になっております。 

以上です。 
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○委員（森田 勝君） 森田です。これはもう皆さんも御存じのように、テレビ等で

いろんなゴミ屋敷の放映などがありますが、私は、これは一番怖いのはですね、

こういう家に火なんかをもし放った場合ですね、隣近辺は迷惑します。それから、

現在、草など生い茂って、草取りもしない、蚊が発生して困るというような住宅

からのいろんな話も聞いておりますので、特にそういう今言われような物件につ

いては、目を光らせてですね、対応してもらいたいと思っているんです。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかに。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。住宅使用料の滞納の件ですけども、同じく、

保証人さんを必ず取っていらっしゃいますよね。その人たちあたりに、さっき別

件で芹口委員も言われたんですけども、文書でのやり取りとか、保証人さんとの

やり取りをされているのかどうか、教えてもらえますか。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。保証人さんは、住宅の場合には幸い

と言いますか、おられますので、そういった滞納が進んできている方、遅れ気味

が長期に渡る方については、電話等を行っております。文書は、私はちょっと記

憶がないんですけど、電話等ではそういった形で助言をしていただくようにお願

いをしているのが現状です。 

以上です。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。先ほども話が出たんですけども、電話での

記録を取ったのかどうか分かりませんけど、それは法的に効果があるのかどうか

ということを、後々に。それについては、ちゃんと保証人さんがいらっしゃると

いうことであれば、そこらも含めてですね、呼び出すなり、やっぱりしていかな

いと、この滞納はいつまでも減らないと思うんです。もうちょっと厳しく、入ら

れたときの気持ちに入所の方もなられてですね、しておかないと、後々また不納

欠損などという話に、おられないだったら逃げられたとかいう話になると、非常

に困ると思うんです。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。今、御指摘のように、文書のほうで

はやっておりませんけど、保証人さんと本人さんを交えて、建設課に役場のほう

に来てもらって、いろんな今後についての相談はしたことはございます。今、御

指摘がありましたように、滞納がなかなか進んできますと、本当に徴収プロジェ

クトあたりでも一緒に徴収対策を行っておりますけれども、やっぱり取りにくく

なっているのは現状ですので、住宅の場合、保証人というワンクッションありま

すので、そういった方々の利用と言いますか、そういうのを十分踏まえて、今後

は少しでも増えないようなことで対応していきたいと思います。 
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以上です。 

○委員（岩下健治君） よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。今、岩下委員から話がありましたように、必ず文

書等でちゃんと督促をすると。ただもう住宅使用料については、所得階層で対応

して入居しているはずですので、そうですね、使用料というのは無理して取ると

かいうことはないと思います。なおさら保証人もおられますので、滞納というの

は発生するはずはないというのが、やはり一般的な考えですので、なるべく早く

滞納がないように文書でしていただきたいと思います。 

それから、先ほどまた指摘がありましたけれども、この流用関係、特に１４１

ページ関係については、繰越しをした工事請負費について、委託料のほうに流用

がされていました。これ委託料は流用した後に、節の設定をされていると思いま

すけれども、繰り越した後に委託料が発生した理由ですね、何なのか。それから

次の１４３ぺージ、これにつきましても、公有財産購入費、それから１５の工事

請負費３７１万５,０００円、これは半分以上、公有財産を経費を流用している。

これはなぜ当初ですね、公有財産というのは大体の経費とか、分かるはずですの

で、半分以上もこういう工事請負費を持っていた理由は何なのか。それから工事

請負費も、流用した上にまた他のところに持っていったり、これはどっちが早

かったか、ちょっと分かりませんよ。持ってきてから余ったからまた持っていっ

たのか、足らなかったから持ってきたのかどうか分かりませんけども、こういっ

た流用の仕方というのは本当ではないし、建設課に限って多額の金額を流用して

おりますので、十分今後は気をつけて予算執行というのはしていただきたいと思

います。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 私のほうからも、同じような件ですので、今、芹口委員の

ほうから言われましたけれども、繰越しをした事業に対して新しい節を設けられ

て、それを流用するということであれば、その金額も非常に多額でありますので、

今非常に臨時議会等も頻繁に行われておりますので、やはり議会への説明責任を

果たす必要は、私あると思うんです。こんな多額の金額をですね、流用で終わっ

てしまうということは、やはり言わば議会軽視にも、私は当たると思いますので、

十分この点は注意していただきたいと思います。 

特に１４３ページの役務費などは、多分当初の予算は５００万ぐらいあったん

じゃないですかね。これが支出額が１４０万で、残ったのが１５０万あって、更

に２００万円ほど流用するということは、予算の組み方にもちょっと問題がある
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のではないかと思われても仕方ない面があると思いますので、やはり今後は十分

ですね、先ほど課長が言われましたように、災害も非常に建設課対応は、工事も

増えて大変だったとは思いますが、やはりその辺はしっかりと機会あるごとにや

はり説明をして、補正等をされて予算を使っていただきたいということを再度お

願いしておきたいと思います。 

○委員（森田 勝君） 森田です。今、芹口委員、それから後藤委員から話がありま

したように、この流用の件ですね、説明はあっていますが、もう少し詳しい一覧

表などつくって持ってきてもらわないと、言葉で言って、どこどこ川とかで

ちょっと瞬間で聞いたばかりで、ちょっと分かりませんので、こういう問題が出

たならですね、今後はやっぱりこういうふうに、用紙を付けてから説明をするよ

うにお願いしていきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかに意見は何か。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。平成２６年度高森町一般会計歳入歳出決算

については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定するものと決定しました。 

○委員（岩下健治君） 暫時休憩をお願いしたいと思いますけれども。 

○委員長（後藤三治君） 暫時休憩との発言があっております。休憩を行いたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

［「はい」呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それでは、１時から再開したいと思います。よろしくお願

いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、再開いたします。 

   次に、平成２６年度高森町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について、建設
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課の説明を求めます。よろしくお願いします。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

平成２６年度簡易水道事業特別会計の歳入歳出決算書について、説明させてい

ただきます。 

２８６ページ、２８７ページをお願いします。 

歳入についてですが、１款使用料及び手数料、１目水道使用料としまして、現

年度分が９,３１５万４,８５０円入っております。収入未済額としまして、１５

３万３,２４０円となっております。 

２節滞納繰越分、調定額７７５万９,１２０円にしまして、収入済額が１００万

６,６６０円となっております。収入未済額が６４３万９,８６０円となっており

ます。 

続きまして、３款繰入金。これは一般会計からの繰入金になります。これが３,

２９６万５,５５０円入っております。 

続きまして、４款財産収入としまして、４節利子及び配当金。これは基金の利

子の収入になります。７４４万４,６３９円となっております。 

続きまして、５款繰越金としまして、平成２５年度からの繰越金としまして２,

７５１万６,３５７円入っております。 

続きまして、６款諸収入としまして、２節弁償金。調定額が１,０５１万３,９

２０円に対しまして、収入済額が３,０００円となっております。これは、職員公

金横領に伴う弁償金となっております。 

７款地方債としまして、１節施設事業債としまして１,７８０万円入っておりま

す。この事業債としましては、山鳥及び前原本管布設替工事に伴う過疎債が８８

０万円と簡易水道事業債が９００万円となっております。 

歳入については、以上です。 

続きまして、歳出について説明させていただきます。 

１款水道費、１目一般管理費としまして、初めに９節旅費ですが、流用を行っ

ております。平成２６年４月８日に、当初予算の算定段階では非常勤職員の雇用

が確定していなかったために、雇用の決定が３月末にありましたので、予備費よ

り４万８,０００円充用しております。 

続いて、平成２７年３月１８日に地方消費税率が変更になったため、公課費が

不足しましたので、公課費に２万６,０００円予算流用を行っております。 

続きまして、１１節需用費ですが、不用額が６８万８７１円となっております。

これにつきましては、主な不用額としましては、水道使用料が減ったことにより

光熱水費が２６万４,１０３円余っております。 
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修繕費についてですが、見込みより修繕が減少したため、修繕料が３６万１,６

６２円不用となっております。 

続きまして、１３節委託料ですが、支出済額が８７８万５,９２０円となってお

ります。これは内訳としましては、町営水道施設の管理委託料、これは高森、色

見が５２万４,４００円、草部、野尻が１０６万５,６００円となっております。

町営水道施設の塩素滅菌設備維持管理委託料が１２９万６,０００円、山鳥地区水

道本管布設替設計委託料が１２９万６,０００円、前原地区水道本管布設替設計委

託料が１２４万２,０００円、冬野排水池更新詳細設計委託料が１１６万６,４０

０円となっております。 

続きまして、１５節工事請負費ですが、支出済額が１,８１６万６,６３６円と

なっております。内訳としましては、山鳥地区の水道本管布設替工事が９８４万

９１６円。前原地区水道本管布設替工事が６３５万４００円。量水器取替工事が

合計で４地区行いまして、１９７万５,３２０円となっております。 

続きまして、１８節備品購入費が支出済額が９８万３,６４２円。これは水道

メーター器の購入費になっております。 

２９２ページ、２９３ページをお願いいたします。 

続きまして、２款公債費、２７節公課費ですが、支出済額が３６６万５,８００

円となっております。これは、９月に平成２５年度消費税及び地方消費税の確定

申告納付額が１９７万３,１００円。３月に平成２６年度の中間申告納付額としま

して、１６８万４,９００円となっております。この３月に支払う分が不足したた

めに、旅費より２万６,０００円予算流用を行っております。 

続きまして、１款公債費、２３節償還金利子及び割引料。これは元金のほうが

５,１２３万８２３円と利子が１,４７０万２８０円となっております。 

最後に、予備費としまして、これが先ほど説明しましたとおり、旅費のほうに

予備費を１４万８,０００円充用しております。 

以上、簡易水道特別会計の決算について説明いたしました。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明が終わりましたので、ただいまから質疑を行

います。質疑はありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

水道使用料、２８７ページの不納欠損、滞納者。それと２８９ページの雑入の

中の弁償金、これについての対応をお教え願います。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

２８７ページの不納欠損の方につきましては、この方は以前から滞納のあられ

た方でございますけれども、徴収プロジェクトチームでも一緒に御対応させてい
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ただいた方でございまして、この方はお店をされている方でしたけれども、その

方が亡くなられたということで、税務課と一緒に、徴収プロジェクトと対応して

きまして、この方は固定資産税と水道料だったわけですけれども、顧問弁護士あ

たりとも話を、相談されて、結局お店の分だけなんですけれども、豆腐店を経営

されとった方ですね。この方に関しては、遺族へ承継すべきではないということ

での助言をいただきましたので、不納欠損処理をさせていただいております。 

それと、弁償金でございますけれども、これにつきましては、国保も一緒に、

こういった弁償金関係がございますけれども、一緒に対応はさせてもらってるん

ですけれども、水道は水道といいますか、建設課は建設課のほうでなるべく納め

ていただくようなことで、本人とも会いながら交渉はしてきておりますけれども、

実際問題、本当にわずかな、たった３,０００円というふうな納付の状況で、こう

いうことじゃいけないんですけれども、お金がないということで、そういった整

理が進んでいないのが現状です。 

これにつきましては、水道ばかりじゃなく国保あたりと一緒に連携を取って、

今後も対応しなくちゃならないというふうには考えております。 

○委員（岩下健治君） ２８７ページ、滞納者への対応はいかがでしょうか。 

それと弁済金で、国保のほうは事前にもう１回説明があっております。併せて

していただくならいいがなと思っておりましたので申し上げましたので、建設課

単独でといっても、片づくような問題じゃないというふうに認識をしております

ので、そこらを例えば月１回ずつ督促をやりに行ったとか、そういう対応をして

いらっしゃったことがあれば、その点も含めて報告をお願いしたいと思います。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

まず滞納のことですけれども、先ほどの住宅のほうでも滞納の関係につきまし

ては、御指摘がありましたように、水道のほうはそれ以上に厄介で、以前から平

成１１、２年ごろからの滞納の積み重ねが、現在こういうふうになっているとい

うことでございますが、滞納の整理につきましては、十分重要性は認識しており

まして、徴収プロジェクトプラス建設課でも、それぞれ随時の対応、また出納閉

鎖前も閉鎖前の対応としまして、係を越えて各班体制を持ちまして、時間外徴収

等も行ってきたわけです。 

滞納額の増加につきましては、昨年よりもといいますか、なるべく増えていか

ない状況で、実績は上がっているのかなと思っております。でもこれをこのまま

じゃなくて、更にどんどん減らしていくような努力を、課だけじゃなく、そう

いったプロジェクトもございますので、やっぱり滞納者は、水道料ばかりじゃな

くて税もほかのも全部重複している関係にございますので、プロジェクトの中で
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の対応がやっぱり重要になってくるかというふうに考えております。 

それと弁償金につきましてですけれども、国保のほうで議会のほうに全員協議

会の中で、報告があっているということでございまして、その折に、一緒に同席

して建設課も報告すべきであったと、そこはちょっと反省しておりますが、数字

的には、その中で一緒に報告をするということであったので、私もちょっと一緒

に参加して報告しなかったのは手落ちだったかというふうに反省をしております。 

対応でございますけど、それこそ電話じゃいけないということなんですけれど

も、電話等でコンタクトを取りながら、相手の方には連絡取って、なかなか担当

のほうも催促はしております。担当ばかりじゃなくして、地域出身の職員もおり

ましたので、その方も通じて接触もしておりますけれども、実際的に入ってきた

お金が本当に微々たるお金だったということでございます。対応は随時してきた

のはしておりました。 

○委員（岩下健治君） 今、言われた、さっき私が言うのは、どの程度回数を行った

か、対応をしよるとは分かっとるわけですので、回数とか、ただ督促を出しまし

ただけなのか。そのプロジェクトチームで、例えば２カ月いっぺんに回っており

ますとか、そういう対応の仕方を聞きたかったんです。 

○建設課長（松本満夫君） 督促やらの出し方。 

○委員（岩下健治君） 督促は分かりますので、プロジェクトチームて一生懸命言い

よんなはるけん、何回ぐらいその同じところに、滞納者８０名と６５名で、これ

はおそらくだぶっとるところもあると思いますけれども、多く見ても８０名の方

がおられるのに、やっぱり顔を見せて、やっぱり「こうなんですよ、滞納ばお宅

はしとんなはるですよ」というのを表してこんと、なかなか文書でやっても、も

うちり箱に入れれば、１回すると終わりですので、顔見せをどのぐらいされたの

かというのを聞きたかったんです。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

滞納の対応といたしましては、まずは督促状発送ですね。督促状発送を行って

まだ反応がない人は最初は電話をいたします。電話でも反応がない場合は、訪問

を行うということなんですけど、回数としましては、ちょっとそれこそ付けなく

てはいけないんでしょうけど、ちょっと付けていない状況ですので、回数という

のはちょっとなかなか出てこないところなんですけど、盆前とか、督促状を送っ

て反応がない人にはすぐ訪問を行う。それと年末年始という形で随時訪問を行っ

ています。 

○委員（岩下健治君） 弁済金のほうは。 

○水道係長（今村親助君） 弁済金のほうはですね、国民健康保険係のほうと一緒に
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訪問をしたのが、それもやっぱり回数をちょっと今後は付けていこうとは思うん

ですけど、正確な数字はちょっと付けていないので出ませんが、３カ月に１回ぐ

らいのペースで今のところ訪問を行っていますが、なかなか現状本人のほうはお

金がないということで、ちょっと歳入のほうが入らないというのが現状となって

います。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

回数については、滞納整理も含めてといいますか、整合というのがありますか

ら、それぞれにはじけば回数は出るかと思いますが、基本的には大体収入があっ

た給料日のあととか、１カ月に１回あたりに、収入が入ったあとに連絡していっ

て、徴収を少しでも５,０００円でも１万円でもいただいているというのがやり方

です。人によっては、２カ月に１回、３カ月に１回になっている方もいらっしゃ

います。人によって一律じゃないということです。基本的には毎月１回は行くよ

うな気持ちといいますか、体制ではおるような現状です。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ようございますか。 

○委員（岩下健治君） いいです。 

○委員長（後藤三治君） それでは、ほかに質疑。どうぞ。 

○委員（芹口誓彰君） 悪質滞納者に対しては、水道の蛇口を全く停止するのは無理

だけども、ちょっと絞るのはできるというような規則をつくっております。やっ

ぱりあれに基づいてするかどうか十分検討して、大変実行するのは難しいかもし

れませんけれども、やっぱり悪質な滞納者に対しては、差押えまではしなくても、

やっぱりそういったことも含めて、執行しながら滞納整理というのはしていかん

と、なかなか徴収率の向上にはつながらんと思いますので、難しいかと思います

けれども、検討方よろしくお願いします。 

○建設課長（松本満夫君） はい、松本です。 

今の委員さん御指摘のように、給水停止条例というのが実際、町のほうで定め

てありますので、電気料とかあんなのみたいに、納めなければすぐ止めるという

ふうな方法をしていいというふうにはなっておりますけど、なかなかそれが今ま

で踏み切れていないのが現状でして、なかなか絞っても、自分でまた開けなるも

んだけん、なかなか難しかっですよね。そこの機械を特別に買うと、また結構経

費もかかるというふうに、調べたら聞きましたし、今、おっしゃいましたことを

踏まえながら、執行部、上のほうとも相談して、なかなか水を止めるとなるとマ

スコミあたりも結構注目してあれしますので、厳しいのが現状ですが。ただおっ

しゃるように滞納をそのままというのは均衡もとれませんし、担当課としては大
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変苦慮しておりますし、今後も継続して、優先的にやっていかなければいけない

事項というふうには考えております。 

○委員長（後藤三治君） ようございますか。 

○委員（芹口誓彰君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何かありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

確か６月議会だったか、村山地域の畑の中に水道管が埋設しとるというふうなこ

とを聞かしたばってん、ほかにもそういう地域があるかどうか、お伺いします。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

今年度、先ほど説明いたしましたとおり、村山地区の民地をわたっている水道

管に関しましては、移設を行う工事を今、現段階では設計中ですが、本年度中に

工事を完了してしまうところではありますが、その他にもまだまだ畑、民地です

よね。畑とか山の中を通っている水道管というのは多々あるのが現状であります。 

○委員（森田 勝君） 今、多々あるというような話でございますが、今、山鳥、前

原かな、ほかにも布設があったちゅう話ばってん、町内の本管は何十年ぐらい今

現在たっとっとかな。そういうところもちょっと話ば聞きたいです。 

○水道係長（今村親助君） 高森町内の水道管に関しましては、過去の石綿セメント

管ですかね、ＡＣＰという石綿セメント管なんですけど、その管に関しましては、

もう現段階では布設替えを行ってしまっておって、布設替えが全部完了している

現状ではありますけど、その他にも本管がずっと通ってるんですけど、古いもの

で４０年ぐらい経過しているものが現在あります。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

それは先ほど言われた何か、中にまだそれが残っとっとが入っとるちゅうこと。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

石綿のセメント管は、もう現存はしておりません、町内ではですね。ただ、古

いものは鉄管ていいまして、昔のガス管によく使われていましたＡＳＧＰていう

んですけど、あの管がまだ現在も残っているのは、数的にはあります。 

○委員（森田 勝君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ようございますか。はい、どうぞ。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

何べんかですよ、管路図の予算は上がったような気がしますけれども、今、完

全な管路図というのは全地区できているんでしょうか。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

管路図に関しましてはですね、全地区というのは完成はしておりません。一番
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漏水というか、管路が一番通っていて、高森、色見あたり、あの二地区の管路図

に関しましては、作成してから年数が経過しておりまして、現場に持ち出したり

しておりますので、破損はちょっとしてきておりますので、これからちょっと専

門業者さんに見積りをお願いして、予算にちょっと計上していく段階ではありま

す。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

何でお尋ねしたかって、今のように畑とか山林の中通っとるほうが、管路図が

あれば簡単に分かるんじゃないかなと思ったもんで質問しました。ただ、いずれ

にしても水道管の管理はですよ、管路図がなからんと今後もでけんと思いますし、

早急に何らかのやっぱり対応をされたほうがいいと思います。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何か質疑はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。 

平成２６年度高森町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算については、認定する

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 次に、平成２６年度高森町農業用水供給事業特別会計歳入

歳出決算について、建設課の説明を求めます。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

平成２６年度高森町農業用水供給事業特別会計歳入歳出決算について、説明さ

せていただきます。 

３０４ページ、３０５ページをお願いします。歳入から説明させていただきま

す。 

１款財産収入、１節利子及び配当金、収入済額が１,１５７万９４１円。これは

基金利子の収入になります。 

３款繰越金としまして、４００万５,７１６円は、平成２５年度からの繰越金に

なります。 
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続きまして、歳出について説明させていただきます。 

１款農業用水費、１１節需用費ですが、これは支出済額が１,３９０万１,０４

１円。この内訳としましては、電気料が１,３１０万８,７３１円。修繕料が７８

万４,９４４円となっております。 

以上、説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明がありました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしと認めます。 

これから本件について採決します。 

平成２６年度高森町農業用水供給事業特別会計歳入歳出決算については、認定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 議案第４６号、工事請負変更契約の締結についてを議題と

します。 

建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 議案第４６号の工事請負変更契約の締結につきましてで

すけれども、初日提案時に御指摘がありましたように、私の提案理由や答弁も分

かりにくく、不安を与えるような答弁内容となってしまいまして、議員の皆様に

は大変御迷惑をおかけいたしました。 

議案第４６号で御提案申し上げました工事請負の締結につきましてですが、内

容ですけれども、初日も申し上げましたけれども、九州豪雨災害対策事業、中原

橋橋梁架替工事につきましては、平成２７年の第１回定例会におきまして、この

契約の締結について御承認をいただいておりましたけれども、最終的に工事内容

の計画等の変更の必要が生じましたので、今回、契約の変更について御提案した

ものであります。 

契約金額の変更の主な理由につきましては、最終的に出来高確定で行う方法を

とっておりますので、それまでに工事の進捗に伴いまして、設計と実際の工事現

場の状態が一致しない等の理由がございまして、橋台基礎の杭作業の変更に伴う
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ものでございまして、杭の鉄筋を組むための溶接金具の追加等や掘削機をつり上

げるクレーンが自走式から分解組立式に変更したことや、また掘削機が同様に分

解組立式に変更し、機械運搬費等の費用を追加しております。 

また、旧橋梁撤去工事の際に発生したコンクリート殻の処分量等が当初設計数

量よりも増加したために、いろいろ合わせまして計画変更となったわけでござい

ます。当初契約額が５,２１０万円ということでございましたが、３７６万８,４

１３円を増額いたしまして、５,６６８万８,４１３円で契約させていただきたい

と思います。 

この事業は補助金事業でございまして、国の地方防災安全社会資本整備交付金

で補助採択を受けとりまして、防災・減災などの安全を確保するための工事であ

ります。平成２６年度からの繰越工事であるということで、順次御提案を申し上

げたわけでございます。 

それと、初日にですね、議員さんのほうから質問がありました点につきまして、

その場ではちょっと整理しきれず、答弁内容が不十分であったということで補足

をさせていただきたいと思います。 

まず一点目が、質問の中をちょっともう１回よく整理してみましたらば、簡単

に補正は認められないということがありましたけれども、今回の場合の工事請負

契約に関しましては、繰越しの予算の範囲内でございまして、今回は予算の補正

は行っておりません。 

それと二点目が、設計ミスではということでございましたけれども、平成２５

年度でこの中原橋につきましては、測量の入札が行われまして、きちっとした手

続で測量は終了しておりまして、実際の工事現場の状態が設計と一致しない等の

理由で、数量等あたりが変更になってきたということでございまして、今回の工

事に限らず、変更はありますというか、ないならないほうが一番いいんですけれ

ども、そのあたりは御理解をいただきたいというふうに思います。 

それから三点目、参考に設計費用と北側、南側の町道改良工事の契約金額につ

いての説明を求められましたけれども、これにつきましては、ちょっと私のほう

で数字を準備しておりませんでしたので、本会議の中では説明ができなかったと

いうことでございますので、後ほど荒牧補佐のほうから、補足説明をしていただ

きたいと思います。 

それから四点目でしたけれども、繰越明許費につきまして議会で８,１３２万４,

０００円であったがというような御指摘もございましたが、この数字につきまし

ては平成２６年度の予算で、繰越明許費の補正につきましては、款、項の道路橋

梁費１億７,０２５万円で３月１７日に承認をいただいており、道路新設改良費に



 － 3 5 － 

おきましては、１億４,５００万円の予算の中の中原線を一応目安として５,００

０万円となっておりまして、今回この予算の範囲内の増額となっております。 

それから五点目ですけど、看板変更の遅れ、管理不足ということで厳しい御指

摘もございましたけれども、これは本会議の中でも謝罪したところでありまして、

以後、こういうことがないように注意していきたいというふうに考えております。 

それから六点目につきましては、当初の工期の３１日には検査が終わっておく

べきだった、変更がなければ工事は完了していたではないかということでござい

ましたけれども、実際には工期変更を行っておりまして、９月２５日までの現在

中原線は工期となっておりまして、その変更理由としましては、御承知のとおり、

長雨等で実際に作業が遅れたことを考慮して変更をしております。３１日までに

検査はそこまでの制約はございません。一応３１日までに竣工届は当然出さなけ

ればいけないということは、私ども認識しておりますので、竣工届から２週間以

内に検査を行えばいいというふうなことで考えておりましたので、そういうこと

で御理解をお願いしたいと思います。 

それから七点目ですけど、８月６日に臨時議会があったので提案すべきではな

かったのかということの御指摘もございましたが、これにつきましては、ちょっ

と私のほうで説明の仕方も悪かったかとは思いますけれども、答弁しましたよう

に、最終的に旧橋梁の撤去が終了したのがお盆の８月１４日ということで、それ

からいろいろな竣工届の書類上の提出があるということを考慮して、提案は最終

的に数量が固まり、変更額の確定をして提案をするという計画でおりました関係

で、そういった御指摘をいただいたのかなというのを考えております。 

議会に対する説明不足、議会軽視という御指摘もございましたけれども、全く

そういう気持ちはございませんでしたが、ちょっと今も申しましたけれども、町

長からも補足説明がありましたように、特にみんなが注目している事業なので、

担当課では気合を入れて進めるべきであり、今後もこういう議会承認事項におき

ましては、特に慎重に進めていくよう指示しているということもありましたよう

に、私のほうの担当課としては、今までの従来のやり方といいますか、最終的に

出来高数量が確定させて、その変更設計、積み上げを行いまして契約額を確定し、

契約する方法で行いましたけれども、議会より御指摘がありましたように、今回

のような大きな事業、災害復旧特別事業みたいな事業に関しましては、従来のや

り方ばかりに頼らず、変更内容が生じたなら、随時、議会で承認をいただきなが

ら進めるべきであったかなと反省もしております。 

今後は議会に対する、先ほどほかの面でも御指摘がありましたように、説明不

足と言われないようにですね、説明していきたいと考えておりますので、何とぞ
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御承認についてよろしくお願いいたします。 

１０番議員さんの質問内容については、以上だったかというふうに整理させて

いただきました。 

次に、先ほど別紙でお配りしております金額とか変更等の経過につきましては、

荒牧補佐のほうから説明をいたします。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木の荒牧です。 

それでは、まず変更の内容について御説明を申し上げます。 

一つは本会議の中で、設計の段階で、その設計自体がちょっと間違ってたとい

いますか、そういったのがあったんじゃないかというような御指摘があったんで

すけれども、実際、設計の段階ではですね、クローラクレーンを用いるようなそ

ういった工事の内容でありました。概算工事費あたりも積算立ててあったんです

けれども、私どもの当初設計におきまして、ＰＣ桁をつるのに自走式の１００ト

ンづりのクレーンを使うので、合わせてそのケーシング掘削機も一緒につり上げ

たほうが安く上がるんじゃないかというような気持ちで実施設計をし、県の審査

を受けまして入札をしたわけなんですけれども、私の精査が甘かったせいで、大

村前原線側の進入といいますか、大村前原線から中原線への進入が実際できな

かったということです。現場近くまでは来るんですけれども、そこからがちょっ

と入れなかっということで、私の精査が甘かったということで反省をしておりま

す。そういうことで、クローラの運搬費、そして分解、組立て、それとケーシン

グ掘削機の運搬、分解、組立てを追加させての変更です。 

それと産廃量なんですけれども、これは、通常ＰＣ桁におきましては、ＰＣ鋼

材と鋼材の間は空洞となっているのが通常です。しかし、それが取壊しの段階で、

実際取り壊してみたらその鋼材と鋼材の間にもコンクリートが入っていたという

ことで、これはＰＣ桁自体も橋台で隠れております。外見からは見ることができ

ませんでした。設計段階では目視することが不可能だったということで、また、

取り壊せばそれだけ膨張もします。コンクリートが増しますので、その分が増え

たということで、数量をマニフェクトに基づきまして変更、増額をしたというの

が今回の変更の理由でございます。 

次に、お手元の資料を参考に説明をさせていただきます。まず、平成２７年度

の繰越工事の状況ということで、これはすいません、２枚目になってますけど、

まず中原線の改良工事、１工区、工事請負費が９１５万５,９９９円です。前払金

で３６０万円前払をしております。５５０万５,９９９円は繰り越すという形にし

ております。 

それから２工区が１,２２２万５,６００円が請負額です。前払で４８９万円前
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払し、３３３万５,６００円は繰り越しております。 

それから、中原橋の架替工事です。５,２９２万円が工事請負契約をしておりま

す。前払で２,１１６万円を前払し、３,１７６万円を繰り越しております。 

今回の工事費３７０万円程度ですけど、増額をしまして、変更工事として５,６

６６８万８,４１３円。最終段階で今回の変更をお願いしているわけでございます。 

あとは各工事の道路改良費の内容となっております。 

また、中原線の平成２５年度事業を参考に、その下段になりますけれども、中

原線の測量設計業務委託、２５年度に完了しております。１,２５４万７,５００

円。和調査測量設計会社が落札しております。 

それと中原橋のボーリング調査設計業務委託３１５万円。これは中央土木コン

サルタントが請け負い、調査設計業務が完了しております。 

次に、平成２６年度の道路改良費の内訳表ということで、繰越調書の抜粋を、

２枚綴りのやつですね。平成２６年度の道路改良費内訳ということで１枚目です

ね。まず、平成２６年度の繰越調書を抜粋しております。事業費が中原線につい

てですが８,１３２万４,０００円。平成２６年度が３,１３２万４,０００円。そ

れから平成２７年度への繰越しが５,０００万円。これは項で繰越しの予算は定め

られておりますので、そのほか関係する事業を並べております。 

中原線の平成２６年度の事業といたしましては、先ほど申し上げましたように

前払金の工事費を支払っており、あと用地費と補償費を支払っております。です

から調書の予算内、項としましては１億４,５００万円ということで、平成２７年

度繰越事業費がですね。その中の中原線は５,０００万円ということで、先ほど課

長も説明しましたように、路線の中でも予算内ではあるんですけれども、一応繰

越しは項の中での予算というふうになっておりますので、報告をしたいと思いま

す。 

次に、中原線の工程一覧表について御説明申し上げます。まず、これは全部

言ったほうがよろしいですかね。それともこの橋だけを。３月９日が契約日です。

５,２９２万円ですね。当初の工期が３月１９日から３月２５日ということで、い

ろいろな書類が３月２５日ぐらいまでに提出されております。それから変更契約、

工期の変更を行っております。３月２４日に行っております。３月９日から８月

３１日まで行っております。ここは中原のこの上色見川は砂防指定河川ですので、

この指定地内の工事開始届が必要になってきます。それを３月３０日にしまして、

それから４月２４日に砂防指定地内の工事変更許可申請を行っております。これ

は地元の要望がありまして、砂防の管理道路をかさ上げしてほしいということで

要望がありましたので、その分を指定地内の工事変更の許可を受けまして工事を
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行っております。それから、ＮＨＫの配線が通っておりますので、その移設申請

等を３月２５日に行っております。それから、クレーンの置場を確保するために、

４月１日に楢木野さん宅の樹木の移設協議を行いまして、抜根等の産廃等も。こ

の産廃はこれは１工区です、申し訳ございません。この４月１日の抜根の産廃は、

すいません。これはこれでようございます、すいません。抜根は抜根産廃でお願

いします。それと、４月６日に丁張り検査を行っております。４月６日には材料

承認がされております。４月６日、これは暗渠の排水処理を指示しております。 

次のページです。次のページからは橋台等の床掘り検査とか、いろいろな検査

の要請とかであります。４月２７日に、クレーンの変更協議を行っております。

結局ここで分かったわけです。クレーンが分解が必要ということでですね。無溶

接金具、４月２１日に変更協議を行っております。４月３０日に、４月分の履行

報告ということで、工程の計画が１３.７％です。実際には１４％、実績で進んで

いるということで報告があっております。それから、６月１日には５月分の履行

報告ということで、２４.１％の計画工程で２５％実績では進んでいるということ

で報告が上がっております。 

次のページになります。６月３０日に６月分の履行報告が上がっております。

６８.４％の計画に対しまして５５％と。それから７月３１日に７月分の履行報告

としまして、９２.２％が９０％ということで履行報告があっております。それか

ら、８月２４日に産廃の処理集計表をいただいております。変更工期の契約を８

月２０日に行っております。増額変更の施工伺いを８月２５日に行っております。

工期を延長した関係で、８月分の履行報告が９５％の同じく９５％ということで

報告が上がってきております。 

以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） ただいま担当のほうから説明がありました。 

この問題につきましては、提案説明の初日の折に、議員さんのほうから先ほど

課長が答弁されましたような質問をいただいております。 

また、今回、この変更契約の議案を提出するということを、私も８月６日臨時

議会後に担当課長のほうから伺いましたけれども、そのときも担当課長さんには

申したんですけれども、多分話があったのが１日か２日前だったと思いますので、

できるなら臨時議会に間に合うなら載せてもらうと良かったなということも一口

は言いましたし、今後工期内で、もし精査ができるようであれば、臨時議会を開

いてでも変更契約をせんと、これでは終わらないなという話もしました。 

そういう過程の中で、今説明があったように、最終が８月２４日ぐらいに確定

したということで、その前にも工期の変更等はされていたということで、数字が
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固まった段階で、臨時議会か９月の議会も予定されていましたので、今、考えて

いるところですという御説明でした。 

私も通常であれば、初日に提案をされて、こういった災害工事でありますけれ

ども、多少なりと変更はあるものと予期しておりましたし、提案された中で十分

な説明があれば、その場で、初日に決定という今までの流れでございましたので、

今回もそういうふうになるのかなと私は思っていたところです。 

私としてはそういう議案が提出されても、やはり町民の方にいち早く安心して

いただく道路整備ができればなという思いでおりましたけれども、議員さんから

やはりそういう質問があったということは、最終的にこの建設経済常任委員会に

付託された案件でもありますので、これから皆さんから質疑を受けますが、やは

りこの常任委員会でしっかりした説明を受けたと、どういう形になるかちょっと

分かりませんけれども、質問をしていただいて、やはり最終日の報告のときは、

そういったものを払拭できるようなやはり報告をさせていただきたいと思います

ので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、ただいまから質疑を行いたいと思います。質疑のある方、どうぞよ

ろしくお願いいたします。どうぞ。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

中原線工程一覧表の２枚目。これは２５年に測量設計の業務委託は終了しとる

ということで、それはその後受け取られたあとは、変更とかについてはもう業者

さん委託じゃなくて、建設課のほうでされたということですね。（「はい」と呼

ぶ者あり）はい。それを前提にお話をします。 

この下請報告とクレーンの変更協議、これは片一方、下請の報告書ですのであ

れですけれども、実際にくい打ちを始めたのはいつなんでしょうか。橋台のくい

打ち。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

この４月２７日の日にクレーンの変更協議が出ておりますので、その後になる

と思いますけれども、今、手持ちに設計書がないんですけれども、設計書を見れ

ば分かると思いますけど、今、宙にはちょっと申し訳ございません。 

○委員（岩下健治君） 委員長、ちょっと暫時休憩してもらっていいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい、いいです。 

それでは、しばらく休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それでは、担当課よりできるだけ必要な書類を持ってきて

いただきたいということで、１５分から始めたいと思いますが、よろしいでしょ
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うか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それでは、それまで休憩したいと思います。よろしくお願

いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時００分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたしま

す。 

先ほど岩下委員の質問で、クレーンの変更時期等について質問があっておりま

すので、担当のほうからお答えをお願いしたいと思いますが。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。 

現場打ちくいの立会いを４月２７日に行っております。 

○委員（岩下健治君） 配筋検査のときね。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） はい。そうです。 

○委員（岩下健治君） いや、だけんくいを打ち始めたのはもうその後すぐやっとる

わけ。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） はい、そうです。 

○委員（岩下健治君） クレーンの変更も、くいの変更もこの時点で分かったという

ことであれば、やっぱりそこ辺で議会に説明をしとって、そうすると今はもう９

月だけん。課長が最初言った橋台の撤去のときのコンクリートがらの件、それは

もう空洞だった。空洞の箱のやつが空洞じゃなかった。橋梁の撤去はいつごろ始

めたと。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。橋梁の撤去はですね、８月６日

に協議があっています。橋梁の撤去については、８月６日にこのコンクリートの

状況について、間詰コンクリがあったということで立会いを要請されています。 

○委員（岩下健治君） 今後はたい、できればやっぱり４月に分かっとった分が今、

こん前変更の理由に上げた中で課長が２つあるね。８月６日のコンクリートがら

の件、やっぱりそこ辺では金額をちゃんと把握していっとってたい、そして工期

変更なり何なりするならやっぱり、二十日に変更がしてあるからは、やっぱりそ

こ辺で何らかやっぱり、さっき委員長が言うた報告を今後とっていくべきでしょ

うね。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 
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先ほど冒頭の説明で申し上げましたように、従来のやり方はですね。工事は最

終的に出来高数の固まって、変更契約も一度に最終的に固めてするっていうやり

方を考えとった関係で、４月に変更があった分もあれば、５月に変更あった分も

あり、最終的にコンクリートがらの数字が固まってやったっていうやり方がどう

であったかっていうのは反省したところでございます。 

先ほど指摘がありましたように、クレーンとかそういった関連に関しては、４

月の段階でもうそういうことは分かっとったから、説明といいますか、説明不足

ではなかったかということにもつながったんであろうというふうに、そこは反省

して、今後はですね、特にこういった大事な高額な事業につきましては、形は今

後検討するとしまして、議会に説明をしながら随時承認をいただきながら進めて

いくべきかなというふうには思っております。 

ただ、中原線につきましては、そういったことで議会軽視という言葉につな

がったのかなというふうには反省しているところでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何か質疑がある方どうぞ。 

○委員（森田 勝君） はい、森田です。 

今、岩下委員のほうからいろいろ話を伺いました。私はですね、今回こういう

工事が増額になったというのは思いますが、私の地元の工事だったということで

建設課のほうに行ったと思います。工事をする前にいろんな測量とか、目で見る

範囲で測量を行うと思います、業者がですね。やはり今後はですね、地域の方々

の話も聞き方で、こういう工事をですたい、やっぱり建設課なりが行って、例え

ばここは石が多いとか、ここには昔から何かあるとか、いろんな状況は地域の

方々が御存じだと思いますので、そういうことも考慮しながら今回、工事をやっ

ていかんと、特に私のもう今回３期目に入っていますが、今まで随分こういう補

正がですね、あった工事が大変多いのは、これは何でかというとですね、先ほど

言うように地質調査をぴしゃっとしたとか、いろんな話をしたときに関係、これ

は確かに地質調査のときできとるけん、立派な検査ができとると思います。しか

し、やはりその後にですね、こういうふうな今回の問題が出てきたりしておりま

す。ということは、やはりこういう工事をするとこはですね、現場を担当なりが

確認しながら、地元の人たちのここは今回、工事をすると。この辺の立地条件は

どうですかっていうそういうこともですね、やはり行政側としては私は話をして

いくことも大事じゃないかと思っています。なるべくですね、こういう補正予算

が出ないようなですね、工事を今後はやってもらいと思っております。 

以上です。 
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○委員長（後藤三治君） 答弁は。 

○委員（森田 勝君） 要望で。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑はございませんでしょうか。 

せっかく常任委員会の建設経済に付託されましたので、皆様の意見を聞きたい

と思いますので、思っておられることをお話していただければと思います。今、

岩下議員と森田議員からは自分の思っていることを言われましたので、せっかく

の機会ですので、これらも今後、また執行部側にとってもですね、今後の参考に

なろうと思いますので、思っておられることがあったらお願いしたいと。芹口委

員、何かありましたらお願いします。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

さっき課長が何点か上げて説明をされましたけども、そういったところで今後

十分注意しながらやっていただきたいと思います。 

○委員（田上更生君） 田上です。 

今回は、初日の提案のときにですね、１０番議員から厳しい質問があったとい

うふうに思っております。ですから特に担当課においてはですね、非常に担当課

が大きなミスを犯したような形のままで今、傍聴された方はそういう受け取り方

をされているというふうに思っております。ですからこの後、閉会後１週間後ぐ

らいにポイントチャンネル等でその映像が流れますので、委員長にお願いをした

いというふうに思います。 

この繰越明許の変更についてですね、例えば何が担当課の中に怠慢の部分が

あった部分と、繰越明許の中でミスが、今回のいろんな変更の出し方に、指導の

仕方にミスがあった部分、間違っていなかった部分、そればはっきりとですね、

委員長報告の中で出していただきたいというふうに思います。でなければですね、

非常にこの委員会というのがポイントチャンネルで流れるわけじゃございません。

ですから住民の中に違った意識を持たれるとですね、非常に議会の在り方、実際

に町民の皆さんも不信感を持たれる部分もありますので、これは議会内部のこと

ですけれどもですね、しっかりとその報告については担当課長なりと委員長が御

相談しながらですね、していただきたいなというふうに思っておりますので、ぜ

ひそれを頭に入れておいていただいて、委員長報告等については出していただき

たいというふうに思います。 

今回はたまたま５,０００万を超えた金額でした。５,０００万を超えなければ

全くここに出てこないことなんです。ですからその部分もですね、しっかりと委

員長の中で御説明をお願いしたいと思います。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。 
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中原線に関連しまして、この架け替え工事に関連しまして、１、２工区の今後

の変更予定を説明いたします。 

まず１工区、後藤樹木園、請負業者が後藤樹木園です。この工区につきまして

は、設計の段階ではどはが被っておりまして、既設のブロックが表面に出ており

ませんでした。掘削したときに既設ブロックが出まして、それを取り壊す必要が

発生しました。それと抜根がございまして、木の根ですね、その産廃量が増えて

おります。 

次に、２工区なんですけども、先ほどの砂防指定の指定地内変更申請というこ

とで、地元の住民からこの管理等について当初は据付けという形で高低差を付け

て取付道路を施工する計画でありました。すり鉢状になる取付道路が簡単に言い

ますと、すり鉢状になるような取付道路になります。それを真っ直ぐしてほしい

というような地元からの要望があっております。それについて取付道路を変更し

ていますので増額と。 

もう１つは、楢木野さん宅に行く水道管が出てまいりました。これを道路の中

心から外しまして、その水道工事の移設分が出ております。この移設分について

は、この工事の変更ではなくて、他の予算で対応したいと思っております。変更

は取付道路の変更です。 

以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） ただいま歳出の説明が終わりましたので、また質疑もいた

だきました。ほかに質疑はありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

楢木野さんの水道管の埋設っていえばどっちの並びか。道向こう、こっち。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係の荒牧です。 

右岸側ですね。上流から見て右側の、右上の家です。亥徳さんの兄弟の方の家

です、実際は。ただ、息子さんが今、家を借りてらっしゃいます。 

○委員（森田 勝君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

ほかにありませんか。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。 

これは繰越額の中で賄ないきっとでしょうね。増額っていうのは。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係の荒牧です。 

まだちょっと金額は繰越額の予算内では収まる予定です。１億４,５００万の中

に。 

○委員長（後藤三治君） はい、よございますか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それでは質疑を終わりたいと思います。 

これから討論を行いたいと思います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これから本案について採決します。議案第４６号、工事請

負変更契約の締結については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につ

いてを議題とします。 

建設課の説明を求めます。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 平成２７年度高森町一般会計補正予算（第４号）に

ついて御説明申し上げます。 

歳入はございません。歳出の１６ページをお開きください。 

まず、土木費の道路新設改良費です。１３の委託料３００万円を計上しており

ます。これは２６年度で測量しました片山・下山線、それと村山・高尾野線、こ

の２つの家屋または農業施設の移転補償の調査業務委託を予算計上しております。 

それと１６の原材料費１７３万１,０００円を計上しております。これは菅山の

戸ノ下線て、町道の戸ノ下地区に未舗装部分の道路がございます。この分の舗装

を地元の方で舗装をしたいということで要望があっておりましたので、その分の

原材料費を生コンと砕石を計上しております。 

次に河川費です。河川総務費の負担金補助及び交付金です。治水砂防協会の負

担金１９万５,０００円、それから上色見地区の単県砂防事業の負担金６０万円を

計上しております。これは治水砂防協会が増えましたのは、昨年度の前原谷川に

関する事業費が増に伴いまして、協会の費用負担金も増えております。また、上

色見地区の単県砂防事業負担金につきましては、前原谷川の護岸工事、それとこ

れは増額分ですけども、前原谷の護岸工事と天神前原線、その砂防工事に伴いま

して改良しておりますその分の舗装ですね、舗装分の工事費に対する負担金でご

ざいます。 

土木は以上でございます。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係、野尻です。 

住宅係といたしましては、第４項といたしまして、住宅費、節のほうで賃金を
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今回３０万円。これは住宅維持管理に伴う賃金です。 

続きまして、需用費内の修繕料ということで２５０万円計上させていただいて

おります。これは町営住宅の老朽化が進んでるっていうことで、建築部分だけで

はなくて、ボイラー等の設備修理や交換が今後もかなり増えてくるというような

ことで計上をさせていただいております。 

続きまして、１５節の工事請負費で３５０万円計上させていただきます。こち

らは、町中団地の屋上とバルコニーの部分がですね、劣化というかひび割れに

よって雨漏りがして、大変激しいというようなことで、梅雨の期間中はブルー

シートを張ってですね、応急的な作業を行ったんですけども、一時的なものでは

ないというようなことで今回、大幅改修工事をしたいということで計上をさせて

いただいております。 

以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということで、続いて討論を行います。討論はあ

りませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

議案第４８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算については原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 議案第５２号、平成２７年度高森町簡易水道事業特別会計

補正予算についてを議題とします。 

建設課の説明を求めます。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

平成２７年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に関しまして説

明させていただきます。予算書の６ページをお願いいたします。 

まず、歳入についてですが、第２目、一般会計繰入金としまして、一般会計繰

入金調整額を４万７,０００円計上させていただきました。 

続きまして、第１目、繰越金、平成２６年度決算に伴いまして１,３７３万３,
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０００円計上させていただきました。 

続きまして歳出ですが、予備費を１,３７８万円計上させていただいております。 

以上、説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、ただいまから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。繰入金４万７,０００円、これは今、調整額という

ことで説明がありましたが、これは交付税算定か何かの調整額に４万７,０００円

なのか、また繰越金が１,３００万円あるのに、一般会計の４万７,０００円って

小額の繰入れは必要だったのかどうか、非常に疑問でございますし、またこれは

４万７,０００円の一般会計の繰り出しはどこの費目にあるのか、衛生費。一般会

計からの繰り出しの。 

○水道係長（今村親助君） 総務費。 

○委員（芹口誓彰君） 総務費、総務費のどこかな。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

一般会計の繰入金としましては、起債償還金のですね、額が当初予算の算定後

にちょっと金額が変更になりまして、今回４万７,０００円計上させていただきま

した。これはですね、一般会計のほうとしましては、２６年度の決算で説明させ

ていただきました第２款の総務費、決算書の７６ページ、７７ページです。総務

費の水資源対策費からの繰入金になります。 

○委員（芹口誓彰君） 決算からの繰入れ。 

○水道係長（今村親助君） いいえ。一般会計。 

○委員（芹口誓彰君） 一般会計の繰出金だろ。だけんこれは一般会計のこの予算書

から繰り出さんとおかしいんじゃないと。補正予算から一般会計に。一般会計の

第４号の中には繰出金と、総務課の。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

一般会計のほうはですね、財政係のほうで正しい金額を当初予算のほうで計上

されていましたので、簡易水道特別会計ほうだけが金額が合致していなかったと

いうことで。 

○委員（芹口誓彰君） 一般会計から特別会計が足らんだったったい。ちゃんと合わ

せてなかっですね。 

当初予算が間違っとりましたから今回、調整しましたって言えば。だけんそこ

まで気をつけてください。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか、質疑は。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしと認めます。 

これから本案について採決します。議案第５２号、平成２７年度高森町簡易水

道事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 議案第５３号、平成２７年度高森町農業用水供給事業特別

会計補正予算についてを議題とします。 

説明をお願いいたします。 

○水道係長（今村親助君） 水道係、今村です。 

平成２７年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算第１号に関しまして説

明させていただきます。予算書の６ページをお願いいたします。 

歳入に関しまして、第１目、繰越金ですが、平成２６年度決算に伴いまして、

２４万６,０００円計上させていただきました。 

歳出に関しましては、予備費を２４万６,０００円計上させていただきました。 

以上、説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしと認めます。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしと認めます。 

これから本案について採決します。議案第５３号、平成２７年度高森町農業用

水供給事業特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 
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以上で、建設課に関連する付託案件については終了いたしました。建設課の皆

さんお疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 委員の皆さんにお諮りいたします。日程第２、所管事務の

閉会中の継続調査について審議いたします。 

閉会中の継続調査については、１、農林水産業振興に関する事項、２、土木行

政に関する事項、３、水道事業及び農業用水事業の運営に関する事項、以上３項

目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

本日はどうもお疲れでございました。いろいろと質問していただきましてあり

がとうございました。最終日の報告は担当課長ともいろいろお話をしまして、他

の議員が分かるように、また町民の方に分かるような報告になるように努めます

ので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

本日はお疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時４７分 

 

 


